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厚生労働行政推進調査事業費補助金 
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業） 

 
総括研究報告書 

 
 

若年者を対象としたより効果的な薬物乱用予防啓発活動の実施等に関する研究 
 

 
研究代表者 永沼 章 

公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター  

 

研究要旨 

若年者の不安と相談意欲についてのアンケート調査の結果、大麻乱用防止にとって多様な不安を持つ若年者

を地域の支援力と繋ぐことの意義を確認し、地方自治体等が参照できる広報のガイドブック作成に繋がる重

点事項を明確にすることができた。また、薬物乱用防止活動を担うことのできる人材としての薬局薬剤師を

対象としたセミナーや講演等を実施してきたが、令和４年度はこれまでの実績を踏まえて、薬剤師の教育を

加速させるための活動指針を作成し、各学習の機会に達成すべき観点を明示することで一貫性のある学びの

誘導ができた。一方、大麻を巡る米国及びカナダの規制状況について調査してきたが、本年度の米国の MMLs
は令和 3 年度の調査結果と同様に 37 州+コロンビア特別区で認められ、MMLs が導入されていない 13 州で

はカンナビジオールの所持・使用を認めていた。各州政府は、連邦政府で決定した法律や大麻産業界のガイド

ラインを州単位の責任で運用していた。また、論文等の調査により，育種による THC，CBD 以外のカンナビノイ

ドの増強された大麻品種の改良やマイナーカンナビノイド生産をバイオ企業が進めていることが明らかとなった。また， 

THC および hexahydrocannabinol（HHC）のアセチル化体を含有する製品を調査した結果，ともに電子タバコ

カートリッジ用のリキッド製品が多ことが明らかとなった。さらに大麻による脳の機能変化と脳部位として

の海馬と線条体の神経活動変容との相関性等に焦点を当て追究・総括した。ここで得られた新たな知見は、大

麻の乱用防止／予防的介入や医薬品開発に関する情報を提供し、今後の研究の方向性を示すものと期待され

る。一方、ラット胎仔由来凍結海馬神経細胞を使った in vitro アッセイ法により合成カンナビノイドの発達

期神経毒性を評価し、高濃度の合成カンナビノイド慢性投与が発達期特有の神経細胞死をもたらすことを見出

し（令和 2年、3年）、令和 4年度には CB1, CB2 受容体阻害薬が神経細胞死を増強し、細胞死が軽減しないこ

とをみいだした。また、THCの感覚が GABAA-受容体を介して作用を惹起する抗不安薬を摂取した際に得られる

感覚に最も近いことを昨年度までに示したが、本年度は各種オピオイド受容体作動薬や sigma1-受容体作動薬

ならびに phencyclidine も全く般化を示さないが、カチノン系の薬物に分類される MDMA および

methamphetamine は THCの弁別刺激効果に対して一部感覚の類似性を示すことが判明した。 
 

Ａ.研究分担者 

河井孝仁（東海大学･文化社会学部広報メディア 

 学科･教授）  

鈴木順子（北里大学･薬学部･名誉教授）  

関野祐子（東京大学･大学院農学生命科学研究科･特

任研究員）  
花尻瑠理（国立医薬品食品衛生研究所･生薬部･室長） 

舩田正彦（湘南医療大学・薬学部･教授） 

森 友久（星薬科大学･薬学部･教授） 

山本経之（長崎国際大学･特任教授･名誉教授） 

 

Ｂ.研究成果 

分担研究１：若年者を対象とした効果的な薬物乱用予

防に係る広報戦略の策定に関する研究 

 

研究分担者 河井孝仁（東海大学･文化社会学部広報

メディア学科） 

 

【目的】本分担研究では、大麻に関する科学的知見や、

特徴的な取り組みを行っている国・地域における規
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制・実態・広報手法などの継続的な情報収集に基づき、

行政機関が地域の多様な団体及び市民と連携しつつ、

若年者に向けた効果的な薬物乱用の予防啓発活動を

企画・実施するために、広義のメディアをどのように

活用することが望ましいかについて分析することを

目的とする。さらに、当該分析に基づき、行政機関等

が利用しやすいガイドブックの作成を目指すものと

する。分析のためのフレームワークとして、消費者行

動変容に係る記述モデルを戦略モデル化した「メディ

ア活用戦略モデル」を用いる。 

 

【成果】沖縄県豊見城市のNPOあきづ代表の金城氏か

らのヒアリングでは、不安を抱えたり、迷ったりして

いる若年者の「活躍できる場所」づくりが求められる。

そうした「活躍できる場所」が実際には既に存在する

ことも多く、その場合には「場所づくり」というより、

若年者個々の特性に応じたが「活躍できる場所」を発

見できるように支援する広報が求められることが確

認できた。 

台湾・台北市の財團法人利伯他茲教育基金會の副執

行長へのヒアリングからは、大麻乱用防止に係る施策

の対象者を「乱用者」や「乱用へのハードルが低い者」

という断片として捉えるのではなく、一連の「物語を

生きるもの」として把握することで、コンタクトポイ

ント、各時点で訴求できるコンテンツを明らかにでき

るとともに、ストーリーを的確に伝えること、見える

化することで、新たな若年者による大麻・麻薬乱用の

防止を可能としつつ、乱用経験者の立ち直りを支援す

る広報が可能となる。 

若年者の不安と相談意欲に係るアンケートからは、

不安があっても専門的な機関への利用意欲は低く、そ

の理由として、専門的な機関の意義を十分に把握でき

ていないことが推察できる。 

この点に注目すれば、大麻乱用への許容度が高い若

年者を地域の支援力の一つである専門的な機関につ

いての情報を十分に提起することの有効性が指摘で

きる。 

 

【結論】以上から、大麻乱用へのハードルが低い傾向

にある、強い不安を持つ若年者に対し、多様なネット

ワークを持っているセカンダリなゲートキーパーや

地域社会資源に出会うための広報が求められると考

える。さらに、不安を抱える若年者自身の「活躍でき

る場所」発見への意欲や「相談意欲」が希薄な場合は、

ファーストゲートキーパーとしての友人や家族が、セ

カンダリゲートキーパーを認知し、関心を持ち、探索

し、着地点で信頼し、共感し、そのうえで本人を促す

行動促進を可能とする広報戦略が求められると考え

られる。 

 

分担研究２：地域社会において「薬物乱用予防」を主

体的に担うことのできるヒューマンリソースの開発・

教育及び relation 形成の試み  

 

2－1 薬物犯罪情勢の分析と薬物乱用防止活動の展

望検討 

 

研究分担者 鈴木順子（北里大学） 

 

【目的】2022年度（2022年4月～2023年3月）の大麻犯

罪の動向と様相を解析して、社会事情の変化に合わせ

て、地域社会全体の薬物乱用防止体制構築に必要な知

見を得ることを目的とする。 

 

【成果】 

１調査・解析から抽出された知見 

経年、本研究において主要な分析資料として用いて

きた『組織犯罪の情勢 警察庁組織犯罪対策部』の公

表が遅れたことから、一般報道資料を用いて分析を試

みた。一般報道は薬物（特に大麻）事犯のすべてを網

羅するものではなく、とりわけ末端の非営利的な譲

受・使用については取り上げられないケースも多いと

考えられ、数値統計上の意義は高くはないが、逆に社

会的に波及性の高い事件はより取り上げられやすい

とも考えられ、これらのバイアスを逆に利用すると令

和4年度の大麻犯罪の全体的な傾向、大麻犯罪に関わ

った者の社会的属性・人間関係などがリアルに描出さ

れ、様相の変化をキーワードタグ付けによって分類分

析を試みることができた。ここで抽出されたのは以下

の4点である。 

① 営利的大麻犯罪の組織化・集団化の伸展と犯罪形

態の多様化 

暴力団等が、地縁関係を利用して栽培又は密売の元

締め格となるなど地域社会における大麻流通を仕切

り、地域若年層である末端密売人を支配する構造があ 

る。加えて特殊詐欺グループなどの『半グレ集団』が

大麻営利犯罪に関与しているなど、地域社会の大麻汚

染は生活者実感以上に進んでいる可能性が高く、「闇 

バイト」などの詐欺・強盗と大麻犯罪が同次元で進行

しているとすれば、地域社会全体が想像以上の危険に

さらされてると考えられる。 

② 大麻密売に関わる若年層の問題 

 少年中心に組織された大麻密売グループが現存し、

やや年長のリーダーに率いられているか、特定の大麻

卸元に支配されており、密売という違法行為に関わる 

だけでなく、粗暴で危険な事件（抗争、襲撃、リンチ、
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強盗など）を引き起こしている。 

③ 営利的大麻犯罪の地域社会の生活部面への侵食 

 通常の生活圏の中で通常の商行為と大麻取引が同

列同居していること、同様に通常の生活の場（自宅）

を大麻取引の場として利用していることがあり得る。

生活者はこのような生活の場におけるリスクには気

が付きにくく、そもそも想定さえしない状態で生活者

の生活リスクは想定以上に高い。 

④ 地域社会の大麻犯罪に対する脆弱性 

 地域の行政・教育などにおける有責的立場の人間が、

大麻犯罪を隠蔽する、あるいは助長するなどの事件が

発生している。こうした事件はある意味でこれらの事

件は「直接的な大麻犯罪」以上に、地域社会に対して

ダメージを与え、地域の行政や教育の信頼性を損なう

悪質なものである。 

 高齢化が進む地域社会で人間関係が希薄化し、世代

間分断がいよいよ深刻化しており、高齢者層では「不

良な若者のやることで自分には関係ない」など薬物犯

罪には無関心であるか、忌避感を持つことすら稀では

ない。これは、10代後半の若年層が学校などをドロッ

プアウトすると存在が浮遊化し、犯罪の尖兵として反

社会勢力に使い捨てられるといったリスクと双極を

なす社会構造上のリスクである。 

 

２大麻乱用・大麻犯罪に対する地域社会の備え：展望 

これまでの研究経過において、地域社会 

総体として大麻乱用問題に対する１次予防的又は３

次予防的抑止力を備えるためには、① 個人まかせ、

個別の家庭まかせ、学校教育まかせにせず、② 地域

社会としての共通認識を構築すること、③ 共通認識

に基づく各世代、各社会的立場に応じたロールモデル

を持つこと、④ これらを通して互助関係を高めてい

くことが必要であることを見出し、地域共助職種・共

助機関がこれらの各段階をリンクしていく役割を負

うことの合理性（根拠）を明らかにしてきた。本年度

の知見からより問題は切迫したと思われるので、一段

ギアアップしてどのような展開が可能か、あるいは現

実的な効果をもたらし得るかを検討し、以下の提案を

行う。 

 

３地域社会全体に対する、統一的なコンセプトに基づ

く教育的アプローチの機会の設定 

a．地域社会全体に対する、統一的なコンセプトに基

づく教育的アプローチの機会 

➊ 統一的なコンセプト：各人各様の薬物乱用問題に

関する情報・知識のバラつきや誤りを是正し、誤った

認識からくる無関心や孤立をなくす目的。 

大麻犯罪が個人にもたらす害、家族にもたらす害、地

域社会にもたらす害を連続したものとして理解し、共

通認識とすることを目指す。 

❷ 教育的アプローチ：単に知識の付与ではなく、適

正な情報に基づく各人の立場などに応じた内面的行

動指針の構築を図り、地域社会における相互支援力を

育成する目的。 

b．世代縦断的、住民全参加型教育的アプローチの設

計 

ミドルティーンからハイティーンの年齢層と家族を

中心とし、自治会、商店会などの関係者、地域自治体

の薬物乱用防止に関わる職員等、学校薬剤師及び地域

の薬局関係（現場責任）者等、教育職等の参画を求め

る。 

➊ ミドルティーンからハイティーンの年齢層とそ

の家族を中心とする： 

薬物犯罪に対して地域における最も弱環であるミド

ルティーンからハイティーンの年齢層と、同時的に当

事者となり得る家族に当事者としてのリアルな認識

を持ってもらうとともに、家族間で「お互いのせいに

しない」、「互いに協力者である」意識をもってもら

う。 

❷ 地域社会の町内会や自治会、商店会などの関係者

などの参画を求める： 

個人やその家族に発生した薬物乱用問題はやがて地

域生活圏にも及び得ることの認識をもってもらうと

ともに個人や家族を孤立させないことの重要性を理

解してもらう。また、個人や家族を囲む者として相互

に可視化された関係づくりの一歩とする。 

❸ 地域自治体の薬物乱用防止に関わる職員等、学校

薬剤師及び地域の薬局関係（現場責任）者等、教育職

等の参画を求める：  

法的責任能力が限定的であるミドルティ 

ーンからハイティーンの年齢層が薬物乱用に陥った

り、薬物犯罪に関わった場合、当人はもとより家族も

周りからの指弾や学校等からの処分、逮捕などの事件

化を恐れてことを深刻化させる傾向にある。こうした

場合のファーストアクセスをどのようにすべきか、適

切な行動指針を示し、どのような社会的支援を受けら

れるかを教示し、これを地域社会的了解にまで高めて

いく。 

c．プロジェクトの最小単位は１中学校学 

区程度とする。 

 １中学校学区程度とすべき意味 

➊ ミドルティーンからハイティーンの年齢層と否

応なき当事者となり得る家族単位を中心として考え

る場合、義務教育の最終年限に近いところで、統一性

のある啓発教育の機会があることが望ましい。義務教

育の期間は教育の場と生活圏がほぼ重なるので、薬物
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乱用問題、薬物犯罪に関する認識を地域ぐるみで共有

しやすい。 

❷ 学年を限定し、必要があれば２回に分けるなどす

れば、参加者同士が可視化できるので漠然たる情報の

共有ではなく、可視化された具体的な共有関係ができ、

相互の協力関係まで進展しやすい。 

d．統一的なコンセプトに基づく異なる社会層の共時

的経験： 

➊ 異なる社会層の共時的経験の必要性 

異なる社会層はそれぞれに自らの生活条件 

に沿って中心的な関心の軸を持ち、その中心的関心か

らずれたことに対しては意識から排除してしまう傾

向がある。特に世情が落ち着かず生活不安が大きい昨

今ではその傾向が強まり、それぞれが意識しないまま 

に対人関係を縮小させ、消極的な分断傾向を強めてい

くことにもつながるとされる。薬物乱用問題・薬物犯

罪は、こうした分断傾向に益され、強勢化する可能性

がある。これら異なる社会層はそれぞれに薬物乱用問

題・薬物犯罪等について断片的に情報は得ており、少

なくとも「薬物乱用は悪」という認識はあるとは考え

られるが、これを個人から社会的関係レベルに引き上

げるには、共時的経験を重ねることが有効と考えられ

る。 

❷ どのような「統一的コンセプト」（資料）によれ

ばよいか： 

 a．テーマ（キャッチ）として各世代、各社会層共

通に受け入れやすい。 

b．内容の信頼性、発行有責性が明らかである。 

c．具体的な行動指針に言及している。（例 困った

ときにどこに相談すべきか、ケースによるメリット・

デメリットも含めて） 

d．資料入手の容易さ（どこから入手できるか、金銭

負担があるか など） 

e．ペーパー資料としての見やすさ、読みやすさ 

f.家庭単位で保存できる。 

 以上の観点による、ユーザーテストを実施した結果、

「世代や社会的立場を 

越えて一緒に学ぶ場合の教材として」という前提で、

もっとも評価が高かったのは厚生労働省医薬・生活衛

生局監視指導・麻薬対策課 発行再乱用防止資料編集

委員会 制作作成「ご家族の薬物問題でお困りのかた

へ」であった。（詳細は別項目で報告） 

 

【結論】 

統一的なコンセプトに基づく異なる社会層の共時的

経験として設計された地域社会全体に対する教育的

アプローチは啓発・広告の効果を基盤として、社会的

立場に応じてバラバラに実施されている薬物乱用防

止教育の内容・水準を総合化し、共有する機会である。 

このようなプロジェクトの実現は、計画主体、計画立

案、計画における役割分担、資金や施設・物資等の調

達、実施管理、人員監督など非常に困難が伴うことが

予想される。しかしながら、各学校で実施されている

であろう薬物乱用防止教育がいかに学生当人の意識

変容を図り得たとしても、実生活において信頼できる

フェイルセーフ機構がなければ（あるいはあっても知

らなければ）多様な形で遭遇する危機に、ひとりで素

手で立ち向かえといっているに等しい。 

 すでに前年度の本研究で、『啓発で得られた気づき

を実体化するためには、発達段階に応じた教育的積み

重ねが有用であること（福島紀子 現慶應大学名誉教

授）』、『例えば家族等とともに協働的共時的な経験

をすることが児童世代の意欲向上につながること、お

よび親世代の交流を通して、地域コミュニティレベル

での薬識形成に有益であること（齋藤百枝美 現東京

薬科大学薬学部客員教授）、宮本法子 現東京薬科大

学薬学部客員教授）』の報告を紹介したところである

が、ミドルティーンの中学生とその家族をコアとして、

生活圏の各層が同一の場と同一のコンセプトで学ぶ 

ことは、その共時性、協働性を通して情報の共有にと

どまらず共有関係の可視化と相互認識の確保、そして

それぞれにおける心理的安全性の確保、やがてコミュ

ニティにおける心理的安全性の構築につながり、地域

社会全体として薬物乱用問題に対処する力の土台形

成に寄与するものと考えられる。 

 

２-２  
モデル事業１：薬剤師等の地域共助職種に対する意
識啓発活動 
モデル事業２：各種団体との協働による一般市民を
対象とした意識啓発活動 
 
研究分担者：鈴木順子（北里大学） 

研究協力者：藤田幸恵、髙橋千佳子、今津嘉宏、徳永

惠子、大室弘美、加藤 剛、福田早苗、

小林輝信、久田邦博（一社地域医療薬学

研究会：SSCP） 

山村真一、吉岡ゆう子、武政文彦（薬局

団体連絡協議会） 

宇田一夫（一社全国薬剤師・在宅療養支

援連絡会：J-HOP） 

塩川 満、稲葉一郎（一社 日本緩和医

療薬学会：JPPS） 

 
【目的】 
 地域の薬剤師・薬局が、薬物乱用防止を頂点とする

地域社会の公衆衛生課題に適正に寄与するための意

識構築とスキル構築を図ること、並びに一般市民に

みられる薬物乱用問題に対する忌避感を越えて健全
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な関心を呼び起こし、それぞれの条件に合わせた生

活上の指標を共に考えることを目的とした多角的な

モデル事業を実施する。 
 
【成果】 
モデル事業１：薬剤師等の地域共助職種に対する意

識啓発活動 

薬剤師及び薬局は、その専門性と社会的責任に基

づき地域社会における薬物乱用防止体制構築のカナ

メとなるべき共助職種・共助機関である。薬剤師及び

薬局が地域社会における公衆衛生向上増進に適正に

関与するための意識構築ならびに対人業務の強化と

地域の課題解決に向けたスキルアップを目指して、

レギュレーション資料（アジェンダ）を作成し、これ

をバックボーンとして研修セミナー、他団体との協

働によるシンポジウム等の企画、薬剤師関連団体、関

連学会等での講演等を実施した。これらの企画に並

行して内部調査、外部共同研究を行った。 
■ 薬剤師・薬局の現状とパラダイムシフトの展望 
前年度までの調査で、わが国の薬局では調剤など

の保険収益事業が主体となっており、ソーシャルア

クセス部面での立ち遅れがみられること、大半の薬

局ではそのことに何ら運営上の違和感をもっていな

いこと、薬局薬剤師もまた自らの職権・職能・職責

についてほとんど同様の状態にあることを指摘し

た。少なくとも、薬剤師法、医薬品医療機器等法、

その他薬剤師・薬局に関わる法令の現状に照らして

適正な状態とは言えず、それが各方面からの批判を

呼んでいることも事実である。 
 これらの状況評価を踏まえ、とりわけ薬物乱用問

題のような社会的複雑性を孕む薬事衛生課題に対し

て、薬剤師・薬局がどのような考え方をバックグラ

ウンドとし、どのように取り組み得るのか、そのア

ウトカムはどのようなものであるのか、について、

レギュレーション資料（アジェンダ）を策定し、こ

れをバックボーンとして一貫性を持ちつつも、多様

なプログラムの設計のもとで、on the job、off the 
job 両面でトレーニングを受ける機会を設けた。 
また、事業途中で薬学部 3 年生に対する倫理教育

（講義形式）を行う機会があったので初期にユーザ

ーズテスト１による薬物乱用問題関心度チェックを

実施し、講義クール終了時点で簡単な探索型テスト

を行うことで認識の程度を測定したところ、『薬物乱

用防止対策は薬剤師の任務の範疇にある』ことを自

分の言葉で表現できた者が 90％近くに昇った。 
現職薬剤師にあっても、感覚的には一般 
市民に近い状態の薬学生にあってもそれぞれ異なる

プログラムではあったが、一定程度の気づき・好意

的受け止め・意識変容の萌芽が得られたものと考え

られた。『一定の理念に基づき、適切なプログラム

とタイミング、場、環境、資材が準備され、適切な

アウトカムが提示されることによって、関心喚起→

気づきと了解→意識変容→明確な動機と志向性に結

びつける、といった教育的工程の有効性』が実証で

きたものと思われるが、効果の定着・発展はこれ以

降の重層的継続的教育介入に依存するところであ

り、再度のプログラム検討が必要となる。 
 
モデル事業２：各種団体との協働による一般市民を
対象とした意識啓発活動 
 過去の経験から一般市民の薬物乱用問題に対する

関心は高いとは言えず、むしろ忌避感を持つものも

多い、といった感触があり、これが本当であれば、

その忌避感はどこから来るのか、意識変容は可能な

のかを考えなければならないので、本年度のみなと

区民まつりにおける健康啓発活動で実施するアンケ

ート調査に【『大麻』問題について、あなたの考え

をお聞かせください】という設問を挿入し、現況に

おける意識調査を行った。 
「大麻乱用」に関して『どういった認識 

をもっているか』については 当該設問の回答数、

回答内容によって推定可能、『どの程度自分の生活

の身近にある問題として捉えているか』については

回答の如何によらず、提示した資料（あなたに知っ

てもらいたい薬物のはなし）に関心を示すかで推量

可能と考えた。資料持ち帰り率は40代、50代の年齢

層で高く、70歳以上の層では極度に低かった。な

お、総持ち帰り率は30％程度であった。 
薬物乱用問題は多くの生活者個人にとって生活上

の関心事ではなく、むしろ、警察取締的色彩を帯び

た話題は真っ向から向き合うには抵抗感があり、自

分に一定の弁えがあれば心理的には隔離しておきた

い話題なのではないかと推量された。特に仕事など

をリタイアし、生活が社会的関係から個人的関係に

シフトしている高齢者層の関心の低さが際立ってお

り、薬物乱用問題といった地域社会のリスクについ

ての当事者感が希薄であることは、薬物乱用防止体

制を作っていく上での地域教育の大きな課題であ

る。 
 以上のような一般市民の薬物乱用問題に対する意

識の状況を踏まえ、のちに予定されていた薬剤師会

主催の市民公開講座（高齢者中心）において『薬物

乱用問題が自分の生活と切り離れた問題ではないと

いうことについての認識を作る』ことを第一次ゴー

ルとした学びを提供できるか、を試みた。 

 SOC（sense of coherence）に基づく健康生成プ

ロセスをたどることとして、以下のコンピテンシー

を作成した。  

１ 現実把握感について 

目標：自分の健康、生活の健康、地域社会の健康が

密接に関係していることがわかる。 

２ 処理可能感について 

目標１：自分の健康上の現況での定常状態 

を知っておくことができる。 

異常がある場合の対処方法（自己対応、相

談、依頼）を持つ。 
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目標２：自分の生活傾向を知り、生活リスク判断と

回避ができる。 

    必要に応じて助言・支援を得る相手をも

ち、助言・支援を得る決断ができる。 

３ 有意味感について 

目標１：親しい関係にある者の生活状況や地域社会

の状況に関心を持つことができる。 

目標２：親しい関係にある者の生活リスクや地域社

会のリスクに対して、自分なりの助言や援

助ができる。 

 
 以上のコンピテンシーから、条件に基づいて現実

把握感、処理可能感までを内容とするテキストを作

成し、講演を行った。一般的に『自分の健康』に関

する講演等が多い中で特に生活健康に関する部分に

ついては非常に反響が大きかった。 
講演冒頭に行った自分の性格→自分の生活傾向チ

ェックに重ねて『隣人愛の強い人が特殊詐欺に引っ

かかりやすい傾向がある、また、健康改善意欲や社

交性意欲の高い人が違法薬物の違法販売（ネット等

による）や違法薬物使用の誘引に引っかかりやすい

傾向がある、家族内でいうと若年者が友人関係など

によって薬物使用の誘引に引っかかりやすい傾向が

ある』等を述べたことが反響の大きさ、および『薬

物乱用問題が自分の生活と切り離れた問題ではな

い』ということのリアルな認識形成につながったと

考えられる。 
 
【結論】薬物乱用防止体制など地域薬事衛生に関わ

る専門職として期待される薬剤師に、『自らの責務

の本態が地域住民の教育的支援であることを自覚

し、対個人業務と対社会業務の良好な循環関係を構

築する必要性を認識する』をアウトカムとして、さ

まざまな教育的プログラムを実施した。結果として

『一定の理念に基づき、適切なプログラムとタイミ

ング、場、環境、資材が準備され、適切なアウトカ

ムが提示されることによって、関心喚起→気づきと

了解→意識変容→明確な動機と志向性に結びつけ

る、といった教育的工程の有効性』が確認できた。

今後、アウトカムを『地域社会の薬物乱用防止体制

の構築に寄与し、薬物乱用防止活動の一翼を担う』

にギアアップした場合には、更に具体的で綿密なカ

リキュラム（教育計画・教育的工程）設計が求めら

れるものと考えられる。 
 市民感覚からは、高齢者層を中心に薬物乱用問題

に対する忌避感も多い中で、現役世代では問題意識

を持つ者も一定数存在し、そういった者たちは漠然

とではあるが「情報の共有を通して有効な薬物乱用

防止手段を持ちたい」と考えているようであった。 
今回は、あえて薬物乱用問題に忌避感を示すこと

が多い高齢者層に対して、アウトカムを『薬物乱用

問題が自分の生活と切り離れた問題ではない、とい

う認識形成』におき、SOC（sense of coherence）

に基づく健康生成理論に沿ったプログラムを構築実

施した。この方法は、抵抗感少なく自発的な気づき

を促し、関心を喚起し、意識変容を導くことができ

るという利点があるが、ワークを伴うことから大規

模実施が困難であること、効果がプログラム構成、

講師の語りかけ能力、ファシリテーターの能力に左

右されるといった課題もあり、アウトカム設定、場

に応じたプログラムアレンジなどがどこまで可能か

を検討する必要がある 
 

 

２-３ 薬物濫用防止に係る薬剤師の素養向上のた

めの調査と育成のための方法、教材等の検討 

 

 

研究分担者：鈴木順子（北里大学） 

研究協力者：髙橋千佳子、増田紳也、久田邦博 

（一般社団法人地域医療薬学研究会） 

大室弘美（武蔵野大学） 

 

【目的】薬剤師が法で定める任務の本旨に従い、地域

住民ベースの薬物乱用防止体制構築を支援し、自らそ

の一翼を担うために必要な考え方、支援能力を開発す

ることを目的として、調査及び検討を行う。 

 

【成果】本研究では、薬剤師に対して ①ユーザーズ

テスト１を用いて薬物乱用問題の関心度をチェック

し、②ユーザーズテスト２を用いて薬物乱用防止に係

る地域教育視点をチェックし、その結果と2－1、2－2

で得られた知見に基づいて ③前年度から課題とな

っていた薬局・薬剤師が地域社会で薬物乱用防止に取

り組むためのコンピテンシー案の作成を完了させる

ことを計画した。 

①ユーザーズテスト１の結果を見る限り、薬局薬剤師

の薬物乱用問題に関する関心度は、ほぼ一般市民に近

いレベルであり、また、リテラシーもやや低い傾向に

あると思われた。 

②ユーザーズテスト２では、薬局薬剤師の回答では分

散傾向が大きく、全体傾向からのずれが観察された。 

特にユーザーズテスト２の結果については、モニター

を依頼した学校薬剤師からは「受講者ファーストの選

択をしていない」、また、モニターを依頼した医師か

らは「薬局薬剤師の臨床理念に疑いを持つ」との厳し

い意見が出た。 

医師の意見書： 

「医師も薬剤師も法定任務を背負う立場であり、医師

であれば応召義務の範囲にあり、医療活動と地域活動

の間に区別はない。あっても、緊急性の違いによる選

択の優先度だけである。また、医師にとってすべての
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臨床行動は教育的意味合いをもち、受療者によい変化

をもたらすことを最大の目的とする。幸いにして、私

は優れた薬剤師に付き合ってもらっており、少々意外

に思うが、この結果から見る限り薬局薬剤師の臨床理

念に疑いを持たざるを得ない。」 

 テスト結果からみると、一般的に薬剤師は、ソーシ

ャルアクセス部面の活動には関心が低く、というより

臨床行動としてのイメージを持つことができない状

態にとどまっており、したがって地域住民の教育企画

に主体的に参加することも考えにくい、住民ベースで

の選択ができないレベルにあるといってよい。 

 

令和4年度はアジェンダを作成し、様々の局面でアジ

ェンダの適正性を検証してきたところであるが、その

中の視点には薬剤師の臨床行動は患者・地域住民の教

育的支援であることが含まれており、教育的視座の欠

如が薬剤師の貢献を不可視化し、質の低下を招いてい

る可能性があることを指摘している。 

これらの事情を踏まえて、薬剤師が地域社会で薬物

乱用防止体制の構築及び主体的な活動に取り組むた

めのコンピテンシーのうち懸案であった『地域住民が

主体的に薬物乱用防止活動を担えるようになるため

の啓発・教育的支援を行うことができるようなスキル

養成に関する領域（領域Ⅲ）』（案）を作成した。 

 薬剤師は、その教育過程において『教育』を学ぶ機

会が少ないので、コンピテンシーレベルをあえて認識

から始まる認識－知識－応用・実践の3段階とし、そ

れぞれにパフォーマンスを設定した。応用・実践の段

階では、調剤関連業務、市民講座などの地域活動、最

終的に調剤や地域活動共通にといった具体的なケー

ス想定によるコンピテンシー設定を行った。 

 まだ、案の段階であり、次年度一社）地域医療薬研

究会事業で実証的な検証を行うこととする。 

 

【結論】一般に薬局薬剤師は、ソーシャルアクセス部

面における業務に関する職責意識が希薄であり、特に

薬物乱用防止活動に対する関心が低いことが明らか

になった。また、自らの業務が本来教育的視点に基づ

くものである、といった認識も低く、それがひいては

ソーシャルアクセスアクセス部面の貢献を見えにく

いものにしている可能性もある。 

一方、地域社会の薬物乱用防止体制の構築に注力し、

地域住民を薬物乱用防止活動に導き、協働することが

薬剤師の法的任務であることは自明である。 

そこで、薬剤師の責務・業務の下部構造を規定する

であろう教育的視点を導入し、業務を通じて有効かつ

持続的な社会関係を築き、共助職として地域住民の自

助力を高め、社会活動能力（互助力）開発に努め、薬

物乱用防止体制構築及び住民との協働による活動活

性化をはかるため、最終年度懸案事項であった「地域

住民が主体的に薬物乱用防止活動を担えるようにな

るための啓発・教育的支援を行うことができるような

スキル養成に関する領域」のコンピテンシー（案）を

作成した。 

 

 

分担研究５：大麻を巡る国際社会の動向：米国及びカ

ナダの規制状況について 

 

研究分担者 舩田正彦（湘南医療大学 薬学部、国

立精神・神経医療研究センター精神保健研究所） 
研究協力者 富山健一（国立精神・神経医療研究セン

ター精神保健研究所） 

 

【目的】米国では、大麻を連邦法によりSchedule Iと
して規制しているが、州単位では医療用または嗜好用

目的での使用を認める動きが進んでいる。同様に、カ

ナダでは、国として嗜好用目的での大麻使用を合法化

している状況である。本研究では、米国の各州におけ

る医療用大麻法 (Medical marijuana laws, MMLs)、レ
クリエーション用大麻法  (Recreational marijuana 
laws, RMLs)およびカナダの大麻法 (Cannabis Act)に
ついて調査し、米国およびカナダの大麻規制の現状お

よび社会環境に対する影響についてまとめた。 
 

【成果】米国MMLs：昨年度の調査では37州+コロンビ

ア特別区 (D.C.)で認められていたが、本年度の調査

では変更はなく37州+D.C.となった。規制の状況は、

一部の州において、大麻の適応症数の増減が認められ

たが、大麻の所持量、摂取法などに変更はなく州間で

統一されていない状況のままであった。MMLsが導入さ

れていない13州では、カンナビジオール (Cannabidi

ol, CBD)の所持・使用を認めていた。米国RMLs：昨年

度の調査では18州+D.C.で認められていたが、本年度

の調査では3州追加され21州+D.C.となった。成人によ

る嗜好用目的としての大麻使用規制については、年齢

制限、所持量制限、使用できる場所の制限などは変更

されていなかった。コロラド州、ワシントン州および

カリフォルニア州では、交通事故を起こして死傷した

運転手の大麻成分陽性者数の増加や大麻または大麻

成分を含有する食品等の摂取による健康被害が前年

度調査より増加が確認された。米国Hemp regulation

s：米国では、2018年に繊維等の採取のために産業大

麻(Hemp)の生産を合法化した。Hempの定義は、乾燥重

量でΔ9-tetrahydrocannabinol濃度0.3%以下の大麻

草Cannabis sativa L.であり規制物質法の対象から
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除外されている。Hempの栽培は許可制となっており、

免許の更新、THC濃度の測定、hempの定義から外れる

大麻草の処分など厳格なルールが定められている。ま

た、Hemp栽培の免許では、医療用または嗜好用目的で

の大麻栽培は禁止されている。 

カナダCannabis Act：2018年より18歳以上のカナダ

国民は、一定の制限下で大麻の所持や使用が認められ

た(Cannbis Act)。カナダ連邦政府は、基本的な法整

備、大麻産業に関連するライセンスの発行や栽培可能

な大麻の品種選定等を行っている。一方で、各州政府

においては、連邦政府で決定した法律や大麻産業界の

ガイドラインを州単位の責任で運用していた。特に、

使用可能な年齢はほとんどの州で19歳以上と規制を

強化していた。  

 

【結論】米国の州およびカナダにおいて、大麻の使用

には厳格な規則が定義されている。特に、嗜好用とし

て認めている州では、罰則規定など厳しい規制を設け

て青少年での使用には警戒している。一方で、必ずし

も大麻の規制が守られているわけではなく、様々な公

衆衛生上の問題も発生している。世界的な大麻規制の

変化を注視し、我が国でも大麻使用に関する健康被害

および社会生活に対する影響などを含む総合的な検

証が必要であろう。 

 

 

分担研究６：テトラヒドロカンナビノイドの摂取感覚

効果に関する研究 

 

研究分担者 森 友久 （星薬科大学薬理学研究室） 

 

【目的】ヒトは、中枢神経系に作用する薬物を摂取すると、

ある種独特な摂取感覚効果が得られる。依存形成薬物

は、それぞれ特異的な自覚効果を持ち合わせており、こ

の効果が快感であれば、それを求めて薬物を繰り返し使

用するようになり、この効果により精神依存が形成される

と考えられている。 

我々は、昨年度までに大麻の主成分であるΔ9-tetrah

ydrocannabinol(THC)の摂取感覚は、他の幻覚を有する

薬物とは異なること、また、他の乱用薬物の感覚とも異な

ることを示し、THCの感覚は独特な感覚を有することを示

した。しかしながら、乱用薬物としてのTHCの感覚などに

ついての位置づけは十分には明らかとなっていない。そ

こで、本年度は、幻覚などを発現する機序を有する薬物

間での感覚の違いについて検討するとともに、過去の報

告から依存形成薬物によって発現する薬理効果につい

てのMAPを作製することとした。 

 

【成果】D2-受容体作動薬である quinpirole の弁別刺激

効 果 に 対 し て NMDA 受 容 体 拮 抗 薬 で あ る 

phencyclidine、k-opioid 受容体作動薬である U50,488H、

さらには MDMA のいずれも THC の弁別刺激効果に対

して全く般化は認められなかった。次に、A2a-受容体拮

抗薬である istradefylline の弁別刺激効果に対する

quinporole および MDMA による般化試験を行ったところ、

quinporole では般化は認められず、MDMA では部分的

な般化が認められた。さらに、m-受容体作動薬である

hydromorphone の弁別刺激効果に対する数種依存形成

薬 物 に よ る 般 化 試 験 を 行 な っ た が 、 THC お よ び

diazepam ともに般化は認められなかった。 

昨年度までに THC の弁別刺激効果は、中枢抑制なら

びに興奮の相異なる性質から成り立っていることを示唆

してきたために、神経伝達物質の制御からこれらの２面

性が認められるか否かを検証した。今回は、THC により

誘発される精神依存と密接に関係しているとされる腹側

被蓋野における glutamate と GABA の放出に与える CB

受容体作動薬である WIN 55,212-2 の影響についてマ

イクロダイアリシス法を用いて検討した。その結果、

WIN 55,212-2 は、glutamate の放出量を明らかに増加さ

せ、GABA の放出量は低下させた。 

 

【結論】一連の研究により乱用薬物は、固有の感覚を有

することが示された。これまでに作製された依存性に関す

るマップにおいては、鎮静、即ちダウナー系に関する記

載はなく、精神依存および身体依存に加えて、快感およ

び幻覚作用について明示されていた。今回、精神依存と

快感を同義とし、鎮静をマップに組み入れた。本研究結

果ならびにこれまでの報告(1-17)などから、依存形成薬

物であっても、多くの多様性を持ち、特徴的なプロファイ

ルを有していることが示された。 

 

 

分担研究７：大麻活性成分THCを含む電子たばこ／ベ

イピングによる障害と大麻使用障害update 

 

研究分担者 山本経之（長崎国際大学大学院薬学研究

科） 

研究協力者 山口 拓、福森 良（長崎国際大学大学院

薬学研究科） 

 

【目的】近年、電⼦たばこ／ベイピング製品の新たな
問題点とされる①⼤⿇ベイピング、②⼤⿇依存患者
の脳機能の変容と海⾺・線条体の神経活動変容との
相関性、及び③最近の医療⼤⿇の現状を追究し総括
する。 
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【成果】① 電⼦たばこ／ベイピング製品に使⽤さ
れるリッキドには酢酸ビタミン E が含まれ、重度の
肺損傷（EVALI）を誘発することが分かった。更に、
EVALI 関連傷害及び死亡例はニコチンよりも⼤⿇活
性成分Δ9-テトラヒドロカンナビノール（THC）をベ
イピングした若年者に多く認められた。またリキッ
ド内の THC 濃度を容易に⾼濃度に変えることが出
来る事から、今後⼤⿇ベイピングによる認知・感情・
⾏動等の中枢神経系の機能障害の可能性が指摘され
ている。 

⼀⽅、② ⼤⿇依存症患者では社会的報酬の処理
の鈍化（報酬系の低下）が起こり、それが線条体にお
ける神経活動の低下と相関し、⼤⿇依存症患者に認
められる社会的交流の⽋如（社会的引きこもり）は線
条体の活動抑制に起因している可能性が⽰唆される。
また⻘年期の⼤⿇の慢性⼤量使⽤による海⾺構造の
菲薄化は晩年期まで維持され、記憶障害及び認知症
などの海⾺機能障害との関連性が強く⽰唆される。 
③ 慢性的な⼤⿇使⽤による認知機能障害・記憶障
害及び海⾺ CA1領域でのシナプス可塑性の低下はア
デノシン A2A 受容体拮抗薬イストラデフィリンによ
って改善される可能性が⽰唆された。また、医療⼤⿇
の慢性神経障害性疼痛や癌性疼痛に対しての有効性
も報告されている。 
 
【結論】電⼦たばこ／ベイピング製品に基づく肺損
傷（EVALI）関連傷害及び死亡例は若年層においてニ
コチンよりも THC により多く認められ、⼤⿇／THC
とタバコ／ニコチンの相違点が明らかとなった。ま
た大麻依存症患者に認められる社会的交流の欠如

（社会的引きこもり）は線条体の活動抑制に、また認

知機能障害・記憶障害は海馬構造の菲薄化にそれぞ

れ起因している可能性が指摘されているだけでなく、

これらの脳の構造上の萎縮は晩年期まで維持され遷

延化する点が重大な問題点として結論できる。更に

医療用大麻としては慢性神経障害性疼痛や癌性疼痛

に対する有効性が指摘されているが、THC の依存性

などの有害性の側面も併せて検討する必要がある。 
これらの知見は、大麻の乱用防止／予防的介入や医

薬品開発に関する新たな情報を提供するものであ

り、今後も研究調査を引き続き注意深く継続する事
が望まれる。 
 

Ｃ．健康危険情報 

特になし 

 

Ｄ．研究発表 

１．論文発表 

(1) Koganezawa N, Roppongi RT, Sekino Y, Tsutsu
i I, Higa A, Shirao T. Easy and Reproducible L
ow-Density Primary Culture using Frozen Stock
 of Embryonic Hippocampal Neurons, J Vis Exp. 
27, 191, 2023 

 

２．学会発表 

(1) 河井孝仁、若年者への大麻乱用防止広報の重点、

第 9回公共コミュニケーション学会事例交流・研究

発表大会 2023年 2月 

(2) 関野祐子，薬物依存の神経化学と薬物乱用防止

対策 第 69回北海道薬学大会，2022年 5月，シン

ポジウム発表，オンライン 

(3) 間瀬省吾,光岡俊成,小金澤紀子, 山崎博幸, 加

藤祐一, 筒井泉雄, 川辺浩志, 白尾智明, 關野祐

子，ラット海馬培養ニューロンのドレブリン染色画

像を用いた発達神経毒性の定量解析，第 49 回日本

毒性学会学術年会, 札幌コンベンションセンタ

ー,2022年 6月，札幌 

(4) 間瀬省吾,光岡俊成,小金澤紀子, 山崎博幸, 加

藤祐一, 筒井泉雄, 川辺浩志, 白尾智明, 關野祐

子，ラット海馬培養細胞のドレブリン染色画像を使

ったハイコンテント分析法，第 96 回日本薬理学会

年会, 2022年 11月，横浜 

(5) Shogo Mase,“Quantitative analysis for 

drebrin clusters along dendrites using 

immunocytochemical images of cultured rat 

hippocampal neurons” The 12th International 

Society of Radiation Neurobiology Conference, 

March 2023, Nigata 

(6) 関野祐子，カンナビノイドの神経毒性と大麻の

規制，日本生理学会第100回記念大会，2023年3月，

京都 

(7) 福森 良、中島良佐、上尾海南、山口 拓. 14. 
拘束ストレスによる不安様行動と脳内カンナビノ

イドの量的変化. 生体機能と創薬シンポジウム

2022（静岡） 
(8) 福森 良、右田春萌、太田賢作、山口 拓. メ
タンフェタミン反復投与後の退薬時に発現する行

動異常とエンドカンナビノイドの脳内変化. 第 75
回日本薬理学会西南部会（高知） 

(9) 福森 良、中島良佐、上尾海南、山口 拓. 内因
性カンナビノイド分解酵素阻害薬による拘束スト

レス後の不安様行動に対する抗不安作用. 
BPCNPNPPP4 学会合同年会 2022（東京） 

(10) 福森 良、中島良佐、上尾海南、山口 拓. 拘束
ストレス負荷による不安様行動に対するエンドカ

ンナビノイド分解酵素阻害薬の効果. 第 39回日本

薬学会九州山口支部大会（佐世保） 
(11) 福森 良、中島良佐、上尾海南、山口 拓. 

Anxiolytic effects of inhibitors of 
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endocannabinoid degrading enzyme on anxiety-
like behavior in restraint-stressed mice. 第 96回
日本薬理学会年会・第 43回日本臨床薬理学会学術

総会（東京） 
(12) 福森 良、中島良佐、上尾海南、山口 拓. 拘束
ストレス誘発不安様行動の発現における脳内カン

ナビノイドの量的低下. 日本薬学会第 143 年会

（札幌） 
 

Ｅ．知的財産権の出願・登録状況 

なし
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別添４ 
厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業） 
 

分担研究報告書 
 
 

若年者を対象とした効果的な薬物乱用予防に係る広報戦略の策定に関する研究 
 

 
研究分担者：河井孝仁 

（東海大学文化社会学部広報メディア学科） 

 

研究要旨 

 行政機関が効果的な薬物乱用の予防啓発活動を企画・実施するために、地域の多様な団体及び市民と連携し

つつ、どのように広義のメディアを活用することが望ましいかについて分析する。 
 今年度においては、Webアンケート及びフォーカスグループインタビューを行い、大麻乱用への許容度の違

いによる、メディア利用状況や身近な人々からの影響度の相違などを明らかにすることで、行政の相談機関の

意義や対応方法について検討した。 
 さらに、従来の「ダメ、ゼッタイ」キャンペーン等を中心とする大麻乱用防止広報についての課題を確認す

ることをめざした。 

 

Ａ．研究目的 

本分担研究では、大麻に関する科学的知見や、特

徴的な取り組みを行っている国・地域における規

制・実態・広報手法などの継続的な情報収集に基づ

き、行政機関が地域の多様な団体及び市民と連携し

つつ、若年者に向けた効果的な薬物乱用の予防啓発

活動を企画・実施するために、広義のメディアをど

のように活用することが望ましいかについて分析す

ることを目的とする。さらに、当該分析に基づき、

行政機関等が利用しやすいガイドブックの作成を目

指すものとする。 

分析のためのフレームワークとして、ＡＩＤＡ・

ＡＩＤＭＡ・ＡＩＳＡＳ・ＳＩＰＳなどの消費者行

動変容に係る記述モデルを戦略モデル化した「メデ

ィア活用戦略モデル」を用いる。 

今年度は、メディア活用戦略モデルによる行動変

容の内容として、大麻乱用への許容度の高い層であ

る強い不安を持つ若年者が、地域の支援力を発見

し、活用するための課題発見と適切な行動促進の明

確化を目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

1.国内における大麻乱用に係る若年者支援につい

てのヒアリング 

国内のヒアリングについては、2022年9月に札幌

市の精神保健福祉士のＮ氏へのヒアリングを行うと

ともに、札幌市若者支援総合センターを訪問した。 

2023年2月には沖縄県豊見城市で薬物乱用を含む

非行少年の立ち直り支援を行っている特定非営利活

動法人あきづ理事長への聞き取りを行った。 

 

2.国外における大麻乱用に係る若年者支援につい

てのヒアリング 

国外では、2023年1月に台湾・台北市で薬物乱用

を含む問題行動を起こした若者の立ち直りを支援す

る財團法人利伯他茲教育基金會の副理事長2名にヒ

アリングを行った。 

 

3.若年者の不安と相談意欲に係るアンケート 

2023年3月に、株式会社マクロミルに委託し、全

国の20歳～29歳、412人を対象にWebアンケートを行

った。 

 

Ｃ．研究結果・考察 

1. 国内における大麻乱用に係る若年者支援につ

いてのヒアリング 

沖縄県豊見城市のNPOあきづ代表の金城氏からの

ヒアリングでは下記のような知見を得られた。 

不安を抱えたり、迷ったりしている若年者の「居

場所」づくりにとどめるのではなく、「活躍できる

場所」づくりが求められる。そうした「活躍できる

場所」が実際には既に存在することも多く、その場

合には「場所づくり」というより、若年者が「活躍

できる場所」を発見できるように支援する広報が求

められる。 

その際、一般論としての「活躍できる場所」の発

見支援ではなく、個々の若年者の志向や資源、力に

応じた相応しい「活躍できる場所」の発見が支援さ

れなければならない。ここではセグメントの発想が

必要になる。 

「活躍できる場所」発見支援については、多様な

「活躍できる場所」についての知見を持ち、ネット
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ワークを持っているセカンダリなゲートキーパーに

出会うための広報が求められると考える。この際、

セカンダリなゲートキーパーは審判者、指導者では

なく、伴走者、共に悩む存在であることが必要にな

るだろう。 

ここで、「セカンダリな」と述べたのは、不安を

抱える若年者自身の「活躍できる場所」発見意欲が

希薄な場合は、ファーストゲートキーパーとしての

友人や家族が、セカンダリゲートキーパーを認知

し、関心を持ち、探索し、着地点で信頼し、共感

し、そのうえで本人を促す行動促進を可能とする広

報戦略が求められるとの発想に基づく。 

このことは、札幌市で薬物乱用者の支援にあたっ

ていた精神保健福祉士からのヒアリングによって得

られた、若年者支援を実現できるように「地域をト

レーニングする」という発想の有効性にもつながる

と考える。 

 

2. 国外における大麻乱用に係る若年者支援につ

いてのヒアリング 

台湾・台北市の財團法人利伯他茲教育基金會の副

執行長である張氏及び陳氏へのヒアリングからは下

記の知見を得た。 

大麻乱用防止に係る施策の対象者を「乱用者」や

「乱用へのハードルが低い者」という断片として捉

えるのではなく、①家庭環境を中心に課題を抱えて

いる、②友人へのSOSが適切に受信されない、③不

安解消や友人関係により大麻・薬物乱用に陥いる、

④乱用により、一時的な昂奮と満足と不安と将来的

な損失を増加させていく。⑤摘発等により乱用から

離れる、⑦離脱のために身体的・精神的に苦しむ、

⑧新しい生活や暮らしを得て困難を乗り越えつつ立

ち直ろうとする、という一連の「物語を生きるも

の」として把握することが重要になる。 

この把握により、コンタクトポイント、各時点で

訴求できるコンテンツを明らかにできるに止まら

ず、ストーリーを的確に伝えること、見える化する

ことで、新たな若年者による大麻・麻薬乱用の防止

を可能としつつ、乱用経験者の立ち直りを支援する

広報が可能となる。 

実際に、財團法人利伯他茲教育基金會事務所周辺

には、乱用経験者が立ち直ろうと仕事に就いている

レストラン、カフェ、弁當屋などが軒を連ねる一画

もあり、地域の人たちも屈託なく利用している姿が

印象的である。 

 

3. 若年者の不安と相談意欲に係るアンケート 

当該アンケート結果の知見は以下の通りである。 

Q1 あなたは強い不安を抱えたときに、相談でき

る人はいますか。 

 

 

 

（表１） 

  人数 ％ 

複数いる 218  52.9  

1人ならいる 94  22.8  

いない 100  24.3  

 

Q2 あなたは強い不安を抱えたときに、相談でき

る専門的な場所を探しますか。 

（表２） 

  人数 ％ 

専門的な場所を探す 86  20.9  

専門的な場所を探さない 326  79.1  

 

Q3 あなたは「不安について相談を受ける専門的

な場所は信頼できる」と思いますか。 

（表３） 

  人

数 
％ 

ほとんどの場所は信頼できる 33  8.0  

信頼できる場所も信頼できな

い場所もある 
196  47.6  

ほとんどの場所は信頼できな

い 
73  17.7  

わからない 110  26.7  

 

Q4 あなたは「不安について相談を受ける専門的

な場所が、信頼できる場所か、信頼できない場所

か」見極められると思いますか。 

（表４） 

  人

数 
％ 

見極められると思う 130  31.6  

見極められるとは思わない 282  68.4  

 

Q5 不安について相談を受ける専門的な場所は、

あなたが相談した場合、あなたに共感を持って接し

てくれると思いますか。 

（表５） 

  人

数 
％ 

ほとんどの場所は共感を持っ

て接してくれると思う 
78  18.9  

共感を持って接してくれる場

所も共感を持って接してくれな

い場所もあると思う 

179  43.4  

ほとんどの場所は共感を持っ

て接してくれないと思う 
42  10.2  

わからない 113  27.4  

 

このアンケート結果からは、不安があっても専門

的な機関への利用意欲は低く、その理由として、専

門的な機関の意義を十分に把握できていないことが
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推察できる。 

この点に注目すれば、大麻乱用への許容度が高い

若年者を地域の支援力の一つである専門的な機関に

ついての情報を十分に提起することの有効性が指摘

できる。 
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Ｇ．研究発表 

「若年者への大麻乱用防止広報の重点」河井孝仁
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業） 

 
分担研究報告書 

 
 

地域社会において「薬物乱用予防」を主体的に担うことのできる 
ヒューマンリソースの開発・教育及び relation 形成の試み 

 
調査研究１ 薬物犯罪情勢の分析と薬物乱用防止活動の展望検討 

 
研究分担者：鈴木順子（北里大学） 

 
研究要旨 

令和 4 年における大麻犯罪の動向と特徴を分析し、薬物乱用防止施策等の奏効性を高めるために必要とさ

れるコミュニティレベルの薬物乱用防止機能について検討した。 
 本研究において確定分析資料としてきた「組織犯罪の情勢 【確定値版】 警察庁組織犯罪対策部」が発表

されない状況で、数値上の分析ではなく、一般報道資料のピックアップとキーワードタグ付けを行うことに

より大麻犯罪の様相を探り、大麻並びに違法大麻製品の供給体系の多様化と地域社会への侵食を見出した。 
特に前年度研究で述べたように大麻及び違法大麻製品の供給体系の組織化が進むと、末端の大麻使用者が

好むと好まざるとを問わず、供給者に組み込まれていくことを示唆する事件もあり、その最大のターゲット

が若年層であることも浮き彫りとなった。また、地域社会の行政、保育・教育、自衛官や警察などにも大麻

犯罪・大麻を巡る不正が散見され、こうした職責・職務倫理の低下に加えて、地域住民の無関心や無自覚が

大麻犯罪の生活部面への浸透を容易にしている可能性があり、生活感覚として薬物乱用防止を身に着け、地

域全体で共有できるような持続的日常的啓発・教育の強化が求められるものと考えられるところから、最終

年度にあたり、地域ぐるみのプロジェクトについて検討した。 

 

Ａ．研究目的 

2022年度（2022年 4 月～2023年 3 月）の大麻犯

罪の動向と様相を解析して、社会事情の変化に合わ

せて、地域社会全体の薬物乱用防止体制構築に必要

な知見を得ることを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

過去 2年間の研究において、中心的解析資材とし

てきた「組織犯罪の情勢 【確定値版】 警察庁組織

犯罪対策部」の令和 4年度版が 2023年 3 月 10 日現

在公表されていないことから、本年度は公益財団法

人麻薬・覚せい剤乱用防止センター：薬物事犯ヘッ

ドラインニュースを中軸としてこれに各種マスメデ

ィア（新聞テレビ等）の大麻関連事件報道ラインア

ップを補てんしつつ解析を行うこととした。 

報道資料は、必ずしも大麻犯罪全件並びに大麻犯罪

者の全実数を反映するものではないので、キーワー

ドタグ付けによって、大麻犯罪の様相と大麻犯罪に

関わったヒトの社会的位置づけ・年齢層などとの関

連を調べた。 

 

Ｃ．結果 

１令和 4年度中の大麻犯罪の傾向と様相 

１ 公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センタ

ー：薬物事犯ヘッドラインニュースより 

１）2022年 4 月～6月のピックアップデータ 

 ■ 全ピックアップ件数 44件 

   内訳：大麻取締法関連 14件 覚醒剤取締法

関連 18件 その他麻薬等 11件 海外情報 1件 

 ■ 大麻犯罪の様相と検挙者の社会的属性（年

齢、職業等） 

 

 ＜a．営利目的と推定できる事案＞ 

〇 営利－栽培：3件 検挙者 5 名  

（平均年齢 40 代 と推定） 

  属性：会社役員 1名、不動産業者及び 

その関係者 3 名、 職業不詳 

40 歳の男性 1 名 

〇 営利－所持・譲渡：4件 検挙者 8 名 

（平均年齢 33.25 歳） 

 属性：元ホスト男性 2 名（31 歳、32 

歳）、歯科助手女性（25 歳）、消 

防士男性（26 歳）、指定暴力団員 

男性 3 名（33 歳、32 歳、41 

歳）、建設会社役員男性 1 名（46 

歳） 

 ＜ｂ．営利目的とは断定できない事案＞ 

〇 密輸：1件 検挙者 1 名   

属性：在留外国人男性（20 歳） 

〇 所持（使用）：6件 検挙者 8 名 

（平均年齢 25.8 歳） 

 属性：海上保安官男性 3 名（20 歳台）、ゲーム系

ユーチューバ―男性 1 名(21 歳)、支援学校職員男

性（32 歳）、女性 2 名（29 歳、31 歳）、男 
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性（19 歳：指定薬物 HHC） 

 

２）2022年 7 月～9月のピックアップデータ 

■ 全ピックアップ件数 14件 

   内訳：大麻取締法関連 7件 覚醒剤取締法関

連 4件 その他麻薬等 3件 海外情報 0件 

■ 大麻犯罪の様相と検挙者の社会的属性（年齢、

職業等） 

 

＜a．営利目的と推定できる事案＞ 

〇 営利－栽培：0件  

〇 営利－密輸：1件 検挙者 1 名  

属性 男性（27 歳） 

〇 営利－所持・譲渡：1件 検挙者 1 名  

属性 男性（46 歳） 

   少年密売グループに対する譲渡 

 

 ＜b．営利目的とは断定できない事案＞ 

 〇 栽培：1件 検挙者 3 名 

（共同所持・共同栽培）  

属性 男性（大学生） 

 〇 所持（使用）：4件 検挙者 6 名 

大麻草と HHCの所持 

      属性：男女 2名 

（年齢、職業不明） 

 紙巻乾燥大麻の所持 

属性：自営業男性 2 名（年齢不明） 

  HHCの所持：男性（27 歳）  

HHCの所持：男性（36 歳） 

 

３）2023年 2 月末～3月 15 日までのピックアップ

データ 

 ＊ 2022年 10 月～2023年 2 月までのピックアッ

プデータは掲載されていない。 

■ 全ピックアップ件数 33件 

   内訳：大麻取締法関連 16件 覚醒剤取締法

関連 9件 その他麻薬等 6件 海外情報 2件 

■ 大麻犯罪の様相と検挙者の社会的属性（年齢、

職業等） 

 

＜a．営利目的と推定できる事案＞ 

〇 営利－栽培：2件 検挙者 3 名  

（平均年齢 50 歳） 

   属性：無職男性 1 名（36 歳）、職業不明男性

2 名（62 歳、52 歳） 

〇 営利－密輸：1件   

ベトナムから密輸 1件  

検挙者 3 名 （平均年齢 29.3 歳） 

   属性：ベトナム国籍団体職員女性（36 歳）、

ベトナム国籍修理工男性（30 歳）、ベトナム国籍と

び職男性（22 歳） 

〇 営利－所持・譲渡：5件  

検挙者 45 名 （年齢不詳者を除く平 

均年齢 31.75 歳） 

属性：無職男性 2 名（32 歳、25 歳）、無職男性 2 名

（33 歳、28 歳）、指定暴力団組員男性 1 名（45

歳）、同関係者男性 2 名（44 歳、54 歳）、ブラジル

籍男 

性 1 名（28 歳）、詐欺グループリ 

ーダー男性 1 名（44 歳）、同関係 

者男女 31 名、宮崎県在住会社員 

2 名（いずれも 24 歳）、同関係者 

2 名 

 

 ＜b．営利目的とは断定できない事案＞ 

  〇 栽培：0件  

  〇 密輸：1件 検挙者 2 名  

属性：香港籍会社員 2名 

（29 歳、28 歳） 

  〇 所持（使用）：5件 検挙者 6 名  

（平均年齢 25.5 歳） 

    属性：学生男性（21 歳）、同関係者女性

（19 歳）、介護福祉士男性（48 歳）、無職男性（21

歳）、配管工男性（20 歳）、警察官（24 歳） 

 

２ 公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センタ

ー：薬物事犯ヘッドラインニュース以外の報道資料 

 ＊ 薬物ヘッドラインニュースでカバーしていな

い期間を中心として、全国紙、全国ネット TV報道

からピックアップした報道資料 

 

   ＜a．営利目的が推定される事案＞ 

 〇 営利－栽培  6件 検挙者 27 名 

平均年齢：33.2 歳 ⑤、⑥を除く 

年齢分布：20 代 3 名、30 代 1 名 40 代 2 名  

⑤、⑥を除く 

①大麻栽培、所持（大麻取締法違反の 

疑い）で三重県の夫婦（男性 41 歳、女性 37 歳）を

逮捕（2022・12・19 三重） 

② 集合住宅自室テントの中で大麻草 15本を栽培

か、会社員男性（27 歳）を逮捕「海外で大麻栽培

をしたい」（2022・10・22 東京町田市） 

③ 県立高校の非常勤講師男性（44 歳）を逮捕 

集合住宅で大麻草栽培の疑い（2022・9・2 大阪）   

 ④ 大麻所持・栽培の疑いでタイ人の技能実習生

2人を逮捕 タイ国籍技能実習生男性 2 名（28 歳、

22 歳）（2022・9・22 茨城）  

⑤ ネットで欧州から「種子」を輸入 男女 21 人を

逮捕 営利栽培目的か（2022・8・4 東京） 

⑥ 借主不明の貸家火災 焼け跡から大量の大麻鉢

植え発見（2022・7・14 群馬） 

 

〇 営利－所持・譲渡 5件  

検挙者 12 名 

平均年齢：26.1 歳 ただし④6 名を 18 歳として算

定 
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年齢分布：20 歳未満 6 名、20 代 2 名、30 代 2 名、

40 代 2 名  

① 紙巻きの大麻草を持って両親が警察へ：営利目

的所持の疑いで、溶接工の男（23 歳）を逮捕  

（2023・3・27 兵庫） 

② マジックマッシュルームや大麻草隠し 

持った疑い暴力団組長(42 歳)を販売目 

的所持容疑で逮捕 密売グループの主 

犯格か （2023・3・29 群馬）  

③ 自営業男性（31 歳）、交際相手の小学校の非常

勤職員女性（28 歳）を大麻の営利目的所持・使用

で逮捕 

  「交際相手に勧められ、３～４年前から大麻を使

用」と供述（2023・2・6 東京） 

   ④  乾燥大麻を販売目的で所持、高校生ら 6人

を逮捕 （2023・1・24 埼玉） 

  ⑤ 職務質問で止めた車に大量の大麻か、車中

生活の男性（43 歳）と女性（38 歳）を起訴 

（2022・10・11 北海道） 

〇 営利－密輸入 

① 大麻草約 2300グラム（末端価格約 1350万円相

当）をポリ袋に小分けにしてスーツケースに詰め、

米ロサンゼルス国際空港から密輸 自営業男性（28

歳） 

（2022・7・11 大阪） 

 

＜b．営利目的とは断定できない事案＞ 

〇 所持・使用  

平均年齢：24.2 歳   

ただし③を 19 歳、④を 22 歳として算定 

年齢分布：20 歳未満 1 名、20 代 7 

名 30 代 1 名 

① 総合格闘家女性（26 歳）、ユーチューバーの男

性（37 歳）大麻所持で逮捕    （2023・3・24 

東京）  

② 天神で警察官が職務質問“大麻所持”で  

21 歳男性を逮捕 

（2023・3・27 大阪） ③ 「大麻を使用」四国地

方整備局の職員  

（10 代の男性職員）が懲戒処分（2023・3・28 香

川） 

 ④ 拘置所の壁に「大麻リキッド」を隠したか、 

大学生ら 2人を逮捕（2023・1・11） 

⑤ 休暇中に大麻所持・使用か、意識も 

うろうの状態で見つかる 巡査（23 

歳）を懲戒免職 麻薬特例法違反容疑 

で千葉地検に書類送検（2022・10・29 千葉） 

⑥ 小学校女性教諭（24 歳）が自宅で大麻所持(自

己使用目的)交際の建築作業員男性（24 歳）も逮捕 

（2022・10・26 神奈川） 

 

● まとめ 一般報道資料にみる令和 4年度の大麻

犯罪の傾向と関与者の年齢層 

１ 営利犯について  

〇 栽培  ピックアップ件数 6件  

検挙者数 35 名  

主犯格年齢層 40～50 代 

〇 密輸入 ピックアップ件数 3件  

検挙者数 5 名   

主犯格年齢層 29 歳前後 

〇 所持・譲渡 ピックアップ件数 15件      

検挙者数 66 名  

主犯格年齢層 30 代  

 

２ 非営利犯について 

〇 栽培  ピックアップ件数 1件  

検挙者数 3 名   

年齢層 20 代 

〇 密輸入 ピックアップ件数 1件  

検挙者数 1 名（外国籍） 年齢 20 歳 

〇 所持・使用 ピックアップ件数 21件 検挙者

数 29 名 平均年齢 25 歳前後 

 

３ 大麻に関連して発生した社会的に無視すべきで

ない事件の様相（報道ピックアップ） 

① 生徒の大麻を隠蔽した疑い 私立高副校長ら書

類送検。私立高校副校長男性（70 歳）、教諭男性

（45 歳）（2022・2・18 大阪）

https://www.sankei.com/article/20220218-

MZVZ2AVLFK5HHQDFTI54HXK3A/ 

② 少年大麻密売グループを脱退しようと 

した高校生の監禁 

少年大麻密売グループリーダー男（19 歳）および

関係した少年ら 2名 

  ＊通信アプリ「テレグラム」を使って 

主に同世代の若者に大麻を売りさば 

いていた高校生を含む少年大麻密売 

グループ（＠5,000円/g ）（2022・3・3 滋賀） 

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220302-

OYT1T50177/ 

③ 大麻の少年密売グループから脱退を試みた男子

高校生が監禁された事件で、事件後に逃走した元少

年（20 歳）の犯人隠匿、及び元少年に対する大

麻・合成麻薬譲渡   （2022・7・13 滋賀） 

https://www.yomiuri.co.jp/local/shiga/news/202

20713-OYTNT50086/ 

④ 密売人から大麻を奪おうとしたか 少年 2 人、

反撃されて刺される。（2022・9・23 大阪） 

⑤ 少年大麻密売グループによるひったくり事件 

  10 代の男子中高生ら十数人の少年大麻密売グ

ループ 

＊「密売用に仕入れた大麻を仲間内で吸っ 

てしまった」と供述。大麻の入手元に 

渡す金に困り、ひったくりを繰り返し 

た。（2022・10・14 大阪） 

  https://www.mbs.jp/news/ 
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⑥ 少年大麻密売人に対する少年グループ 

による強盗致傷事件 

少年グループ 5 名 18 歳、19 歳 各 1 

名ほかに 16～17 歳の少年 3 名（2023・2・20 大

阪） 

https://www.sankei.com/article/20230220-

F2QYX6MJ55LSHGYXPCLN6F57DI/ 

⑦ 大麻所持疑いで美容室経営者ら逮捕 美容室が

密売拠点 

美容室経営者男性（46 歳）、関係者会社員男性（26

歳）、他男性 1 名 

 ＊美容室の営業時間中にも容疑者らや、 

大麻売買の客とみられる人物の出入りが 

確認されているという。髪を切らずに出てくる人も

いた。 （2023・2・24 東京） 

https://www.sankei.com/article/20230224-

SCR6PQIB7BIK3FHIWSWCWKXOXA/ ⑧ 「留置場仲

間」通じて大麻を隠すよう伝言（2023・1・26 福

岡） 

伝言依頼者：飲食店経営会社役員男性（40 歳）  

大麻隠匿受諾者：内装業男性（49 歳） 

https://www.asahi.com/articles/ASR1V65HHR1VTIP

E00V.html 

⑨ 大麻栽培・密売団に捜査照会漏洩 徳島・藍住

町元副議長ら報酬 5万円 

町議会元副議長男性（46 歳）、同元町職員女性（39

歳）、教唆男性（52 歳） 

＊徳島県内で大麻の栽培拠点を探していた容疑者に

対し、元副議長が「元町職員のもとに警察からの照

会文書が届くので内容を確認できる」などと教え、

捜査の動きを把握できる藍住町に拠点を移すよう、

勧めていたことが新たにわかった。 

（2022・12・22 徳島） 

https://www.asahi.com/articles/ASQDQ5VTNQDQPTI

L00P.html 

⑩ 県立高校の非常勤講師男性（44 歳）を逮捕 

集合住宅で大麻草栽培の疑い：再掲 

＊営利目的で栽培及び密売の疑い、仲間内で抗争が

あった可能性があり、傷害を受け、治療中に大麻

草、器具等を持ち去られている。 

（2022・9・2 大阪）  

https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_1630

9.html# 

 ⑪ 大麻所持容疑者に対する捜査情報漏 

えい疑い 警視庁、警部補書類送検 

＊男性警部補（44）を地方公務員法違反の疑いで書

類送検し、減給 100分の 10（1 カ月）の懲戒処分 

（2022・11・04 東京） 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE047XL0U

2A101C2000000/ 

⑫ 借主不明の貸家火災 焼け跡から大量の大麻鉢

植え発見：再掲 

＊大麻の屋内栽培に関係する漏電火災か。（2022・

7・14 群馬） 

 

https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/144935 

 参考】 

 ▽20年 11 月～22年 3 月 フランスなど 

8 カ国から国際郵便で覚醒剤や大麻を 

密輸し、闇バイトに応募した「受け子」 

に受け取らせようとしたとして、東京 

都の無職の男（22）を逮捕 

https://www.nikkansports.com/general/nikkan/ne

ws/202303170001463.html 

 

D．考 察 

１ データの取り扱いについて 

経年、本研究において主要な分析資料として用いて

きた『〇年度における組織犯罪の情勢 警察庁組織

犯罪対策部』が 2023年 3 月 15 日現在公表されてい

ないことから、一般報道資料を用いることとした。

ピックアップ能力の信頼性から、主軸に『公益財団

法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター：薬物事犯ヘ

ッドラインニュース』を据え、薬物ヘッドラインニ

ュースがカバーしていない期間（2022年 10 月～

2023年 2 月）他、目立った報道については、全国

紙並びに全国ネット TV報道から検索を行ってピッ

クアップし、補足資料とした。なお、薬物事犯ヘッ

ドラインニュースでは、薬物犯罪に関わった（検挙

者）の社会的属性、年齢などが明らかでない場合も

あり、裏付け可能なものについては追跡調査を行

い、可及的に明らかにするように努めた。 

また、一般報道は薬物（ここでは特に大麻）事犯の

すべてを網羅するものではなく、ピックアップも完

全とは言えないので、数値統計上の意義はそれほど

高くはない、とりわけ末端の非営利的な譲受・使用

については取り上げられない事件も多いものと考え

られるが、逆に社会的に波及性の高い事件はより取

り上げられやすいとも考えられ、これらのバイアス

を考慮して、令和 4年度の大麻犯罪の全体的な傾

向、様相、大麻犯罪に関わった者の社会的属性、年

齢などについて、キーワードタグ付けによって分類

分析を試みることとした。 

 

２ 分析結果に関する考察 

１）大麻営利犯の組織化・集団化傾向と地域社会の

危機 

 大麻営利犯については、集団性が高まっている可

能性があること、栽培・密輸入と密売の間に需要供

給の関係が確立されているか又は同一の集団が一貫

性をもって密売までをも担っている可能性があるこ

とが考えられた。 

 営利栽培については、当該期間におけるピックア

ップ事件件数が 6件であるが検挙者は 35 名と 1事

件あたり複数名の検挙者を出しており、一定以上の

規模での栽培がおこなわれていること、並びに主犯
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格とされる者の年齢層は概ね 40～50 代であって、

非営利犯に比して高年齢層にシフトしており、地縁

関係等を利用して栽培の場や器具条件の整備を可能

としている可能性が伺われる。 

その一例として 

〇『県立高校の非常勤講師男性（44 歳）が集合住

宅自室で大麻栽培・密売』 

この事件では、仲間内で抗争があった可能性があ

り、傷害を受け、治療中に大麻草、器具等を持ち去

られている。 

〇『大麻栽培・密売団に町議会元副議長、町元職員

らが報酬 5万円をもって捜査照会漏洩』した事件が

あげられる。この事件では県内で大麻の栽培拠点を

探していた容疑者に対し、元副議長が「元町職員の

もとに警察からの照会文書が届くので内容を確認で

きる」などと教え、捜査の動きを把握できる藍住町

に拠点を移すよう、勧めていたこともわかってい

る。  

 営利的所持・密売についても、組織化・集団化が

進んでいる可能性があり、当該期間中におけるピッ

クアップ事件件数 15件に対して検挙者数 66 名であ

り、単独犯は 1件 1 名のみであった。指定暴力団の

関与する事件が 3件、詐欺グループの関与する事件

が 1件ピックアップされている。また、多くの事件

では元締め－末端密売人の間での大麻・金銭授受関

係が確立されており、元締めとなる主犯格が、末端

密売人に対する一定の指示・支配力を持っている可

能性も示唆される。 

 

２）暴力団等の大麻流通関与 

＊以下の数値データは遅れて公開された『令和 4年

における組織犯罪の情勢 警察庁組織犯罪対策部』

を参照して確定したものである。 

  

令和 4年では、大麻事犯全検挙者数 5,342 名に占

める指定暴力団員の数は 648 名（12.1％）であり、

過去 5年間で最低となっているが、それでもなお、

全体の 1割以上が暴力団員と特定される事態は深刻

であると受け止めざるを得ない。また、検挙者数が

減少したことがそのまま大麻乱用の局面で暴力団の

勢力が衰えたということにもできない。むしろ、組

織化を図り、巧妙化している可能性もある。 

 大麻営利犯にあっては、 

① 令和 4年で大麻事犯全体の検挙者数が前年に比

してわずかに減少している中、大麻営利犯全検挙者

数は 436 名と過去 5年間で最高数となり平成 30年

の 2倍超となっている。 

② 大麻営利犯全検挙者数 436 名のうち指定暴力団

員数は 105 名（24.1％）であった。 

 大麻事犯全体における暴力団員検挙者数 648 名に

対して営利犯暴力団員検挙者数は 105 名（16.2％）

であった。 

営利目的大麻栽培では、同事犯検挙人員全体 85 名

中暴力団員数は 27 名（31.8％）、大麻密売では、同

事犯全検挙人員数 305 名中暴力団員数は 61 名

（20.0％）、大麻密輸入では、同事犯全検挙人員数

74 名中暴力団員数は 17 名（23.0％）であった。 

 暴力団員が全大麻営利犯に占める割合 24.1％を

基準としてみると、大麻の供給元（栽培、密輸入）

となっている者の割合が高く、密売に関わる者の割

合がやや低い。また、密売については、少年密売グ

ループへの譲渡などが報告されており、「誰に売っ

たか」によっては中間卸元となっている場合も考え

られ、直接に大麻使用者に密売した割合は更に低く

なる可能性もあり、組織化・巧妙化の傾向が伺われ

る。 

 暴力団等が、栽培の主犯格となる、又は密売の元

締め格となるなど地域社会における大麻流通を仕切

り、必ずしも構成員とは言えない末端密売人を支配

する構造があるとすれば、地域社会の大麻汚染は水

面下で生活者実感以上に進んでいると考えざるを得

ない。これに加えて、いわゆる特殊詐欺グループな

どの『半グレ集団』が大麻営利犯罪に関与している

事件もピックアップされており、「闇バイト」も含

めて詐欺・強盗・大麻犯罪が同次元で進行している

とすれば、地域社会全体がより重大な危険にさらさ

れていると考えられる。 

 

３）大麻密売に関わる若年層の問題 

＊以下の数値データは遅れて公開された『令和 4年

における組織犯罪の情勢 警察庁組織犯罪対策部』

を参照して確定したものである。 

 

 令和 4年の大麻事犯全検挙者数 5,342 名に対して

20 代 2,853 名（53.4％）、20 歳未満 912 名

（17.1％）であり、総じて大麻事犯検挙者数全体の

70.5％を占める結果となっている。大麻事犯検挙者

数が令和 3年比でわずかに減少（R3 5,482 名→R4 

5,342 名 R3比 2,5％減）する中、20 代では R3 

2823 名→R4 2853 名と 1％程度増加、20 歳未満で

は R3 994 名→R4 912 名と 8％程度減少してい

た。しかし、20 歳未満の検挙者数が減少している

とはいっても、30 代の検挙者数 931 名（R3 984 名

→R4 931 名 R3比 5.4％減）とほぼ並ぶ状態で、

大麻犯罪において大きなウェイトを占めている。 

 経年の『組織犯罪の情勢【確定値版】：警察庁組

織犯罪対策部』の調査や自治体のアンケート調査等

で、少年が大麻使用に至る主な誘因が「誘われて」

であることがわかっている。また、大麻使用はひと

りでではなく「複数で」（つきあい、パーティ感覚

で）という回答が多く、この環境の中で大麻に対す

る忌避感や使用に対する罪悪感が鈍麻していく傾向

にあることも指摘されている。総じて、「誘われ

て」大麻使用に向かう少年の多くは、大麻そのもの

というよりも大麻に媒介される人間関係の中に逃避

する、または魅力を感じるなどして大麻の使用を続
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け、心身ともにこの環境から離脱できなくなるとい

える。しかし、やがて大麻使用に伴う金銭的負担が

少年個人の限界を超えて大きくなり、「誘う」側に

転じるか、別途の非行や犯罪に走るしかなくなると

いった構図も見えてくる（「やめられないのがきつ

い」13 歳で大麻、売人にも  中高生に広がる乱

用 土田暁彦 毎日新聞）ことから、少年（特定少

年を含む）の大麻営利犯罪への参入をキーワードと

して検索を行うこととした。 

検索の結果、令和 4年中に C．結果 2⃣の②～⑥の

事件報道が検出された。 

 ここから明らかになったことは以下の 2点であ

る。 

➊ 少年中心に組織された大麻密売グループが現存

し、多くはやや年長のリーダーに率いられている

か、特定の大麻卸元に支配されている。 

❷ これらのグループは密売という違法行為に関わ

るだけでなく、さまざまな社会的事件を引き起こし

ている。 

 他のグループとの抗争、別の筋の密売人 

の襲撃（大麻収奪目的）、グループ離脱 

者に対する暴行、資金欲しさの路上ひっ 

たくり強盗 など 

 

➊については、古典的には暴力団が不良少年グルー

プを傘下に置いて不法入手したマイナートランキラ

イザーや危険ドラッグなどを捌かせているといった

手法も知られており、少年たちは薬物そのものある

いは金銭を餌に地域社会の薬物汚染の尖兵として使

われている。大麻については、近年は暴力団のみな

らず、いわゆる半グレ集団などによる組織化もみら

れ、SNSによる取引も拡大し、手口が多様化してい

るのではあるが、それでもいわゆる「手押し」とい

ったハイリスクな路上取引や、同世代の大麻使用へ

の誘引にはこれら少年グループは重宝され、かつ直

接に組織内部に置かないことでいつでも切り捨てが

できる便利な存在となっている可能性がある。 

❷については、多くの発達心理学的な指摘が示すよ

うに『おおむね，一八歳までの時期は，人生におけ

る最大の危機とよぶにふさわしい時期であるように

思われる。新しい人生へのあこがれと自我の発見の

悩みとが交錯するこの年令期では，感情過敏，情緒

不安定があると同時に，他方，理想や欲望の拡大が

あり，さらに，未熟な観念の世界に生きようとして

現実との矛盾や衝突に直面し，これを着実に処理す

る自信はなく，欲求不満，内的不安，精神葛藤は増

大し，かつ，複雑化し，しばしば，その未成熱さや

不健康を暴露して，種々の不適応行動や社会逸脱行

動(これらは犯罪につながる可能性を持つ。)を示し

たり，さまざまな病的反応，神経衰弱，ヒステリー

などに追い込まれることも少なくない。』（昭和 41

年度版犯罪白書第 3篇第 2章－２ 青少年期の一般

的特徴(発達心理学的考察)より）とされ、直面する

問題を論理的に分析し、解決を図るための素養・経

験知に乏しく、自己合理化によって直情的に対応す

る傾向がある。そのため、少年密売グループを巡る

事件は、粗暴で破壊的になることが多く、地域社会

の成員に多大な迷惑を及ぼし、翻って自ら地域社会

の成員としての立場を失っていくことにもつながる

ものと考えられる。 

 以上のように、大麻など違法薬物供給体系の組織

化、その末端に少年グループが形成されていること

は、地域社会とその未来にとって二重三重の損失に

つながる脅威である。 

 

４）地域社会の脆弱性 

 本年度、一般報道を解析していく過程で、地域社

会が想定以上に薬物犯罪（特に大麻犯罪）に対して

脆弱であることがわかった。 

その実相は 

➊ 通常の生活圏において、通常の商行為 

と大麻取引が同列同居して行われているこ 

とがあり得る。同様に通常の生活の場（自 

宅）を大麻取引の場として利用しているこ 

とがあり得る。 

生活者はこのような生活の場におけるリ 

スクには気が付きにくいし、そもそも想定が及ばな

い状態である。前記の少年犯罪にみられるような粗

暴な犯罪に巻き込まれる可能性も含めて、生活者の

生活リスクは想定以上に高く、生活者が薬物犯罪を

自分に身近なもの、自分の生活に関わることとして

自覚・認識を強化する必要がある。  

❷ 大麻使用者や大麻密売者の中に公益を図るべき

立場の人間がみられる。 

 例えば 警察官、消防士、介護福祉従事者、保

育・教育従事者、医療従事者など。 

 報道における犯罪動機をみると、一般に自らの社

会的責務に対する認識が低く、職務遂行上のストレ

スを私生活において解消するため、あるいは私生活

における人間関係に引きずられて大麻使用や密売に

至っていることが多いようであり、職責・職務と 

私生活を切り分けて合理化するといった未熟さや倫

理的バックグラウンドの欠落がみられる。 

❸ 地域の行政・教育などにおける有責的立場の人

間が、大麻犯罪を隠蔽する、あるいは助長するなど

の事件が発生している。 

 地域社会の施策決定・実施に関わる人間が、自己

の利益のために当該地域に大麻犯罪を誘引する、あ

るいは教育機関において統括的立場にある人間が自

分の立場を守るために大麻犯罪を隠蔽するといった

事件は、❷における個人的な大麻犯罪以上に悪質で

ある。これらの事件は「直接的な大麻犯罪」以上

に、地域社会に対してダメージを与え、地域の行政

や教育の信頼性を損なうものである。 

 

５）大麻乱用・大麻犯罪に対する地域社会の備え：
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展望 

以上、一般報道資料の解析を通して、大 

麻犯罪がその組織化・集団化と手法の多様化を通し

て地域社会の生活局面に浸透しつつあり、若年層が

犯罪の尖兵として利用され、さまざまな事件を起こ

していること、一方で地域社会は全体として認識が

追いついておらず、現状の重大性に対する意識も関

心もほとんどないに等しい状況であることが浮き彫

りになった。 

例を挙げると、本年度実施したみなと区民まつりに

おけるフィールド調査（別項目にて記述）では、高

年齢層ほど、社会的犯罪としての大麻問題について

の関心が薄い傾向がみられ、自分の生活に主観的に

注意すればそれ以上のことは必要ない、自分に 

は無関係であると考えている者が多いようであっ

た。 

また、10 代後半の年齢層は、自立願望が高まる中

で、成人に向かって家庭などの看視の眼がややゆる

くなりつつあり、学校教育になじめなくなる、ドロ

ップアウトしてしまう、あるいはそもそも学校教育

の場や職場にいない者については、アンカーとなる

ものがなくなり浮遊化し、大麻犯罪組織などに利用

されやすくなるなどといった世代特有の精神心理学

的な、かつ彼らを囲む地域社会構造に根差した弱点

を抱えている。 

これまでの研究経過において、地域社会全体とし

て大麻乱用問題に対する１次予防的又は３次予防的

抑止力を備えるためには、① 個人まかせ、個別の

家庭まかせ、学校教育まかせにせず、② 地域社会

としての共通認識を構築すること、③ 及びそれに

基づく各世代、各社会的立場に応じたロールモデル

を持つこと、④ これらを通して互助関係を高めて

いくことが必要であることを見出し、地域共助職

種・共助機関がこれらの各段階をリンクしていく役

割を負うことの合理性（根拠）を明らかにしてきた

が、本年度の知見から、より問題の様相が明瞭化し

たものと思われるので、どのような展開が可能か、

あるいは現実的な効果をもたらし得るかを検討し

た。 

 

a．地域社会全体に対する、統一的なコンセプトに

基づく教育的アプローチの機会を設ける。 

➊ 統一的なコンセプト： 

各人各様の薬物乱用問題に関する情報・知識のバラ

つきあるいは誤りを是正し、誤った認識からくる無

関心や孤立をなくす目的。 

ここでは、大麻乱用が個人にもたらす害だけでな

く、家族にもたらす害、地域社会にもたらす害を連

続したものとして理解し、共通認識とすることを目

指す。 

❷ 教育的アプローチ： 

単に知識の付与ではなく、適正な情報に 

基づく各人の立場などに応じた内面的行 

動指針の構築を図り、地域社会における 

相互支援力を育成する目的。 

   

b．中心とするのはミドルティーンからハイティー

ンの年齢層とその家族であり、加えて地域社会の町

内会や自治会、商店会などの関係者、地域自治体の

薬物乱用防止に関わる職員等、学校薬剤師及び地域

の薬局関係（現場責任）者等、教育職等の参画を求

める。 

➊ ミドルティーンからハイティーンの年齢層とそ

の家族を中心とする： 

 薬物犯罪に対して地域における最も弱い 

環であるミドルティーンからハイティーンの年齢層

と、同時的に当事者となり得る家族に当事者として

のリアルな認識を持ってもらうとともに、家族の間

で「お互いのせいにしない」、「互いに協力者であ

る」意識をもってもらう必要がある。 

❷ 地域社会の町内会や自治会、商店会などの関係

者などの参画を求める： 

個人やその家族に発生した薬物乱用問題はやがて

地域生活圏にも及び得ることの認識をもってもらう

とともに個人や家族を孤立させないことの重要性を

理解してもらう。また、個人や家族を囲む者として

相互に可視化された関係づくりの一歩とする。 

❸ 地域自治体の薬物乱用防止に関わる職員等、学

校薬剤師及び地域の薬局関係（現場責任）者等、教

育職等の参画を求める： 

 法的責任能力が限定的であるミドルティーンから

ハイティーンの年齢層が薬物乱用に陥ったり、薬物

犯罪に関わった場合、当人はもとより家族も周りか

らの指弾や学校等からの処分、逮捕などの事件化を

恐れてことを深刻化させる傾向にある。こうし 

た場合のファーストアクセスをどのようにすべき

か、適切な行動指針を示し、どのような社会的支援

を受けられるかを教示し、これを地域社会的了解に

まで高めていく必要がある。 

 

c．プロジェクトの最小単位は１中学校学区程度と

する。 

 １中学校学区程度とすべき意味 

 ➊ ミドルティーンからハイティーンの年齢層と

否応なき当事者となり得る家族単位を中心として考

える場合、義務教育の最終年限に近いところで、統

一性のある啓発教育の機会があることが望ましい。

義務教育の期間は教育の場と生活圏がほぼ重なる 

ので、薬物乱用問題、薬物犯罪に関する認識を地域

ぐるみで共有しやすい。 

 ❷ 学年を限定し、必要があれば２回に分けるな

どすれば、参加者同士が可視化できるので漠然たる

情報の共有ではなく、可視化された具体的な共有関

係ができ、相互の協力関係まで進展しやすい。 

 

d．統一的なコンセプトに基づく異なる社会層の共
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時的経験： 

➊ 異なる社会層の共時的経験の必要性 

 異なる社会層はそれぞれに自らの生活条件に沿っ

て中心的な関心のありどころを持ち、その中心的関

心からずれたことに対しては意識から排除してしま

う（自分には関係ないと考えたがる）傾向がある。

特に世情が落ち着かず生活不安が大きい昨今ではそ

の傾向が強まり、それぞれが意識しないままに対人

関係を縮小させ、消極的な分断傾向を強めていくこ

とにもつながる（基礎から学ぶ社会心理学 脇本竜

太郎編著 サイエンス社刊）。 

薬物乱用問題・薬物犯罪は、その形成過程及び結果

としてもたらされるものに鑑みれば、こうした分断

傾向に益され、勢いを強めている可能性がある。 

 これら異なる社会層はそれぞれに薬物乱用問題・

薬物犯罪等について断片的に情報は得ており、少な

くとも「薬物乱用は悪」という認識はあるとは考え

られるが、これを自分レベルから社会的関係性レベ

ルに引き上げるには、共時的経験を重ねることが 

必要と考えられる。 

❷ どのような「統一的コンセプト」（資料）によ

ればよいか： 

 a．テーマ（キャッチ）として各世代、各社会層

共通に受け入れやすい。 

b．内容の信頼性、発行有責性が明らかである。 

c．具体的な行動指針に言及している。 

（例 困ったときにどこに相談すべきか、ケースに

よるメリット・デメリットも含めて） 

d．資料入手の容易さ（どこから入手できるか、金

銭負担があるか など） 

e．ペーパー資料としての見やすさ、読みやすさ 

 

 以上のポイントを決めて、5段階評価によるユー

ザーテストを実施した結果、「世代や社会的立場を

越えて一緒に学ぶ場合の教材として」という前提

で、もっとも評価が高かったのは厚生労働省医薬・

生活衛生局監視指導・麻薬対策課 発行再乱用防止

資料編集委員会制作作成「ご家族の薬物問題でお困

りのかたへ」であった。（詳細は別項目で報告） 

 

Ｅ. 結 論 

統一的なコンセプトに基づく異なる社会層の共時

的経験として設計された地域社会全体に対する教育

的アプローチは、全体に対する啓発・広告の効果を

基盤として、おそらくは社会的立場に応じてバラバ

ラに実施されている薬物乱用防止教育の内容・水準

を総合化し、共有する機会である。このようなプロ

ジェクトの実現は、計画主体、計画立案、計画にお

ける役割分担、資金や施設・物資等の調達、実施管

理、人員監督など非常に困難が伴うことは容易に 

予想される。しかしながら、薬物乱用、特に大麻犯

罪は地域社会の生活安全を脅かす喫緊の問題であ

り、各学校で実施されているであろう薬物乱用防止

教育がいかに学生当人の意識変容を図り得たとして

も、実生活において信頼できるフェイルセーフ機構 

がなければ（あるいはあっても知らなければ）多様

な形で遭遇する危機にひとりで、素手で立ち向かえ

といっているに等しいのであり、「学校で何を教え

ているのか」「家庭の教育がなっていない」などの

糾弾的態度に帰着させて済む問題ではない。 

 すでに前年度の本研究で、『啓発で得られた気づ

きを実体化するためには、発達段階に応じた教育的

積み重ねが有用であること（福島紀子 現慶應大学

名誉教授）』、『例えば家族等とともに協働的共時的

な経験をすることが児童世代の意欲向上につながる

こと、および親世代の交流を通して、地域コミュニ

ティレベルでの薬識形成に有益であること（齋藤百

枝美 現東京薬科大学薬学部客員教授）、宮本法子 

現東京薬科大学薬学部客員教授）』の報告を紹介し

たところであるが、ミドルティーンの中学生とその

家族をコアとして、生活圏の各層が同一の場と同一

のコンセプトで学ぶことは、その共時性、協働性を

通して情報の共有にとどまらず共有関係の可視化と 

相互認識の確保、そしてそれぞれにおける心理的安

全性の確保、やがてコミュニティにおける心理的安

全性の構築につながり、地域社会全体として薬物乱

用問題に対処する力の土台形成に寄与するものと考

えられ 

る。 
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捉えなおす 13章 

  松本俊彦 編  日本評論社 

10）基礎から学ぶ社会心理学 

  脇本竜太郎 編著 サイエンス社 

11）排斥と受容の行動科学 社会と心が作り出す孤

立 

  浦 光博 著  サイエンス社 

12）人間関係の生涯発達心理学 

  大藪 泰、林 もも子、小塩 真司、福川 康

之（編集） 丸善出版 

13）国家公安委員会委員長記者会見要旨 

  令和５年３月２３日（木）１１：２０～１１：

２９ 警察庁第４会議室  

https://www.npsc.go.jp/pressconf_2023/03_23.ht

m 

14）令和 4年における組織犯罪の情勢 警察庁組織

犯罪対策部  

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/R04sotaijou

sei/r4jousei.pdf 

 

Ｇ. 研究成果発表等 

 なし。 

 

 

Ｈ. 知的所有権の取得状況 

 なし。 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業） 
 

分担研究報告書 
 
 

地域社会において「薬物乱用予防」を主体的に担うことのできる 
ヒューマンリソースの開発・教育及び relation 形成の試み 

 
 

調査研究２ モデル事業１：薬剤師等の地域共助職種に対する意識啓発活動 
 

調査研究３ モデル事業２：各種団体との協働による一般市民を対象とした 
意識啓発活動 

 
 

研究分担者：鈴木順子（北里大学） 

研究協力者：藤田幸恵、髙橋千佳子、今津嘉宏、徳永惠子、大室弘美 

加藤 剛、福田早苗、小林輝信、久田邦博 

（一社地域医療薬学研究会：SSCP） 

山村真一、吉岡ゆう子、武政文彦（薬局団体連絡協議会） 

宇田一夫（一社全国薬剤師・在宅療養支援連絡会：J-HOP） 

塩川 満、稲葉一郎（一社 日本緩和医療薬学会：JPPS） 

 

研究要旨 

地域社会における薬物乱用防止体制構築のカナメとなる共助職種・共助機関、とりわけ薬剤師及び薬局が

その専門性と社会的責任に基づき、地域社会における公衆衛生向上増進に適正に関与するための意識構築な

らびに対人業務の強化と地域の課題解決に向けたスキルアップを目指して、レギュレーション資料（アジェ

ンダ）を作成し、一般社団法人地域医療薬学研究会：SSCP における検討と承認を経て、これをバックボーン

として内部セミナー、及び他団体との協働によるシンポジウム等を企画し、これらの企画に並行して内部調

査、外部共同研究を行った。併せて薬剤師関連団体、関連学会等での講演等を実施した。 
また、一般市民を対象とした健康啓発活動を実施し、併せて市民の生活健康に関する調査を実施した。この

過程で明らかになった一般市民の薬物乱用問題に対する啓発啓蒙上の課題を踏まえ、最終的に一般市民向け

公開講座をデザインし、実施条件の下では一定の効果を得ることができた。 
薬剤師・薬局が地域公衆衛生に適正に関与することを目標とした場合、現状では意識構築、スキルアップの

プロセスにおいて人材育成のための形成的教育的取組が必須であり、そのための信頼性のある仕組みが求め

られる。また、市民が自発性をもって地域社会の薬物乱用防止に関わるためには、啓発活動に呼応する教育的

人材開発の機会が必要である。 
 

Ａ. 研究目的 
 地域の薬剤師・薬局が、薬物乱用防止を頂点とす

る地域社会の公衆衛生課題に適正に寄与するための

意識構築とスキル構築を図ること、並びに一般市民

にみられる薬物乱用問題に対する忌避感を越えて健

全な関心を呼び起こし、それぞれの条件に合わせた

生活上の指標を共に考えることを目的とした多角的

なモデル事業を実施する。 
 
Ｂ．方 法 
１ 薬剤師等の地域共助職種に対する意識啓発活動 

１ 一般社団法人地域医療薬学研究会 薬剤師研修

セミナー 

〇トータルテーマを『地域共生社会における薬剤

師・薬局の役割』として、倫理研修を 2回、テーマ

別研修『薬局・薬剤師による地域のがん療養者の支

援』4回、計 6回実施する。 ＊ニーズに応じて他

職種、市民の参加も誘致する。 
２ 薬局団体連絡協議会における共同シンポジウム 

企画主管 
３ 大学講義 
４ 学会企画・講演等 
５ 薬剤師関連団体等における研修講演等  
６ ユーザーズテストを介した薬物乱用問題関心度

調査 
 
２ 一般市民を対象とした意識啓発活動 
１ NPO 法人セルフメディケーション推進協議会

（NPO-SMAC）との共同事業 
 市民対象健康啓発活動および調査 
２ 薬剤師会主催市民公開講座 講演 
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３ ユーザーズテストを介した薬物乱用問題関心度

調査 
 
C．結 果 
１ 薬剤師等の地域共助職種に対する意識啓発活動 

１ 一般社団法人地域医療薬学研究会（SSCP） 

薬剤師研修セミナー 

 昨年度の本研究において実施した『薬局のソーシ

ャルアクセス機能に関する現状調査』の結果によれ

ば、地域の薬局は、ソーシャルアクセス機能におい

て立ち遅れがみられ、そればかりではなく、そもそ

も経営上、薬局がもつべき本来的かつ日常的な臨床

機能と考えてさえいない場合も見られた。こうした

状況を踏まえて、一般社団法人地域医療薬学研究会

に設置する企画・研修・学術委員会を中心に同倫理

審査委員会委員長、同編集・広報委員会副委員長を

加えて、令和 4 年度のセミナー企画の検討を行っ

た。ここで決定された基本的な方針は以下のとおり

である。 

■ 大前提となるセミナーコンセプト：地域共生社

会における薬剤師・薬局の役割 
■ 本年度の中心コンセプト： 
対人業務の強化深化から地域社会のニーズ 
（課題）を展望し、地域社会のニーズ（課題） 
を多職種協働を踏まえつつ薬局臨床業務に 
転化できる。 
■ 中心コンセプトのバックボーンとなる 
レギュレーション資料の作成 
『薬剤師の professionalism・ 
薬局の Corporate Social Responsibility』 
        要旨を別紙に示す。 

本年度のセミナー内容 

① 薬剤師倫理研修（レギュレーション）講 

座 ２回 

〇 薬剤師の法的任務「国民の健康な生活の確保」

のリアリティ 

〇 対人業務強化深化の帰着点（効果・評価・価

値）と発展 

② テーマ別研修講座 ４回      

〇 地域のがん患者・家族の支援 

 
■ セミナー実施状況 
➊ 方法：ZOOM 会議システムを用いた WEBセミ

ナー 
 定員 50名、週日の夜 2時間開催    
薬剤師研修単位付与 
❷ 参加者の内訳： 
薬剤師（薬局勤務、病院勤務、行政機関勤務、薬局

経営者）３０名程度 
他職種（医師、看護師、介護関連職、栄養士等）モ

ニターを含め８名程度 
セミナー実施管理人員 ４名 
一般市民（出版・メディア関係者 ３名、市民モニ

ター ５名） 
❸ 参加者の意見等 
 a．倫理研修講座について 
・薬剤師に任務がある、ということには考えが至ら

なかった。いつのまにか自分のしごとはひたすら調

剤を適正にやることと思っていた。（薬局勤務薬剤

師 51歳） 
・「健康」ではなく、「健康な生活」というなら、調

剤だけではダメですよね。でも私たちの業務の現状

は今もあまり変わっていません。（薬局勤務薬剤師 

36歳） 
・いつも「指導」という言葉に違和感をもっていま

した。薬情（薬剤情報提供書）を振りかざしておく

すりとその使い方・注意点を説明することが指導な

のか、と。指導って教育なんですね。だから、継続

的にやらないとお互い結果や成果がみえないん 
ですね。（薬局薬剤師 28歳） 
・立脚点が違うせいでなかなか連携が難しいと感じ

てきましたが、共通理念に基づいて働きかけをす

る、逆に要請に応えるという態度をもつことが 1歩
進むために必要だと思いました。（病院薬剤師 52
歳） 
・薬局には、処方箋をもっておくすりをいただくた

めに行ってます。正直、二度手間になるので面倒だ

と思うことも多々あります。でも、私たちが知らな

いだけで、もっといろいろなことが相談できるなら

行ってみたいと思うのですが、どこの薬局でも受け

付けてくれるのでしょうか？（主婦 48歳） 
 
b．テーマ別研修講座  
地域のがん患者・家族の支援 
・知識や能力が十分ではないと感じ、トレーシング

レポートを書くことに躊躇があったが、薬剤師とし

ての責務を放棄していたのだと恥ずかしく思った。 
（薬局薬剤師 38歳） 
・がんという病気や抗がん剤のことばかりではな

く、がん患者に起こり得ることや生活の問題点をし

っかり把握することが必要だと思った。（薬局薬剤

師 29歳） 
・病院薬剤師には患者の生活がみえず、薬局薬剤師

には病院でどのような治療が行われ、何が期待され

ているかがよくはわからない。だから、トレーシン

グレポートが必要。病院の方からの働きかけかたに

も問題がある。（病院薬剤師 56歳） 
・抗がん剤治療中ですが、脱毛や吐き気だけでな

く、手や足の痛みやしびれ、口内炎などはちょっと

したことでもとてもストレスになります。この生活

上のストレスを軽減できる工夫はないのでしょう

か。病院で聞いてもよくわかりません。 
 （外来化学療法施行中  42歳） 
 
２ 薬局団体連絡協議会における共同シンポジウム 

企画主管 
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次世代薬局研究会、日本コミュニティファーマシー

協会、保険薬局経営者連合会、地域医療薬学研究会

の 4 団体は、薬局団体連絡協議会を結成し、初年度

に提示したアクションプラン実現に向けて「国民の

ための薬局のあり方シンポジウム」を開催してき

た。 

 令和４年度はこれまでの各団体及び薬局団体連絡

協議会としての諸活動の積み上げをもとに、次のサ

イクルを目指して新たな知見を開拓していくことを

企図した。一社）地域医療薬学研究会は主管者とし

て、これまで本研究において抽出されてきた地域社

会の共助機関としての薬局の問題点、薬局薬剤師の

課題を取り上げ、以下のようなプログラムを構成し

た。 

 

■ テーマ 

 「国民のための薬局 ＝ 一人ひとりのための薬局 

× 地域社会のための薬局」 

＊国民一人ひとりに奉仕することと地域社 

会に奉仕することの間には循環構造があ 

り、どちらかの機能が小さければ、結局 

「国民のための薬局力」は級数的に小さくなってい

くことを表した。 

 

■ サブテーマ 

 「go beyond “THREE LIMITS” 私たち 

の壁、国民の壁、法制度の壁の向こうに」 

＊次段階にむけて、薬局・薬剤師を囲む 3つの壁

（限界）を超える試み、いわゆる限界突破の方向性

を示し、2題のラウンドテーブルディスカッション

の主題とした。 

 

■ 開催方式 

  ハイブリッド方式 

（会場参加および web 配信） 

  開催日時 2022年 9 月 25 日（日） 

10：00～16：30 

 

■ プログラム実施状況と参加者満足度・意見 

➊ 進行について  スムース（問題なし）72.6％  

少し気になるところがあった 21％ 

❷ 開催時間について ちょうどよかった 66.1％  

長かった 29％ 

❸ プログラムと参加者満足度・意見 

 a. 特別講演 [1] 及び ラウンドテーブルディ

スカッション 

認定 NPO法人 ささえあい医療人権センター COML

（コムル）代表 山口育子氏 

〇リード講演「一人ひとりのための薬局実現にむけ

て」  

とても満足・満足 55％   

普通 4％ 

 〇ラウンドテーブルディスカッション     

とても満足・満足 51％   

普通 8％ 

 〇意見 

 ・見せ方・伝え方の多様性について気づか 

されました。    

・患者中心の考え方に基本に戻る必要性を再認識し

た。 

 ・分かっているつもりだったが改めて、指摘され

るとふに落ちるところがある。 等 

b. 研究報告（薬局団体連絡協議会と慶應大学の共

同研究） 

慶應義塾大学薬学部医薬品情報学講座  

教授 堀里子氏 

とても満足・満足 47％  普通 11％ 

〇 意見   

・実際アンケートにも参加しているので興 

味深かったです。   

・リフィル処方せんの動向に関心・  

・服薬フォローアップに関するアンケート結果に関

心等 

 

c. 特別講演 [2] 及び ラウンドテーブルディス

カッション 

慶應義塾大学総合政策学部  

教授 印南一路氏 

〇 リード講演「地域社会のための薬局」    

とても満足・満足 51％   

普通 9％ 

〇 ラウンドテーブルディスカッション   

とても満足・満足 48％   

普通 10％ 

〇 意見 

・大変示唆に富んだ内容であり、多くの薬剤師に早

速実践していただきたい。それによって、自信と誇

りが身につくであろう。    

・ラウンドテーブルの意見交換で規制改革推進委員

会議での流れや考え方が、理解できてよかった。 

・これからの薬局・社会の方向性について少しずつ

準備していかないといけないと言うこと。等 

 

 d. 各団体からの提言に関する満足度 

一社 地域医療薬学研究会  

代表 鈴木順子 

とても満足・満足 47％  普通 9％ 

一社 保険薬局経営者連合会  

代表 山村真一 

とても満足・満足 50％  普通 4％ 

一社 日本コミュニティファーマシー協会 代表 

吉岡ゆうこ 

とても満足・満足 45％  普通 9％ 

一社 次世代薬局研究会 2025  

代表 武政文彦 

とても満足・満足 44％  普通 10％ 
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■ その他の意見等 

・規制改革の話はよく専門誌などの記事で読んで反

対の立場であったが、本日の講演を聞いて賛成でき

る部分も出来た。 

・一人薬剤師の個店では無理だ。という前提が、見

え隠れしていることが気になった。一人でも十分で

きている事例にも目を向けていただきたい。 

・他の研修会では聞けない話が聞けたよう 

な気がします。また、会場の先生方の話も参考にな

りました。 

・いま漠然と抱えている不安の正体がつか 

めた。 

・良いシンポジウムなので団体だけに留まらずチェ

ーン薬局や個店の薬剤師にも参加を促すと今後変わ

ってくるし、価値が出てくると思います。 

・薬局の存在意義と役割について改めて 

考えさせられた。   等 

 

３ 大学講義 

 ■ 対象  薬学部 3年生 35 名程度 

 ■ 課目  医療倫理学   

1回 90分 全 10回 

■ 時期  2022年 9 月～2023年 1 月 

■ 関連講義内容 

  配分：全10回中、最初の４回を『プロフェッシ

ョナリズム』に充当 

➊ プロフェッショナルとは何か 薬剤師 

法からみるプロフェッショナリズム 

❷ プロフェッショナル薬剤師として起つ 

ために 

  薬剤師として求められる基本的な10の 

資質の『構造性』と最大のアウトカム 

  薬剤師の任務と職責：医療・保健・公衆衛生 

❸ 10の資質 「地域の保健・医療にお 

ける 実践的能力」と健康サポート薬 

局の概念 

❹ 学校薬剤師の業務に学ぶ薬剤師の地域公衆衛生

向上活動 

  ・ 学校薬剤師の役割 

  ・ 私たちは、薬物乱用についてなぜ学び、地

域生活においてどう活用するのか 

■ 補助教材  

あなたに知ってもらいたい薬物のはなし：麻薬・覚

せい剤乱用防止センター 

＊初回講義時に渡し、2回目講義の最後にユーザー

ズテスト１を実施した。 

まだ、薬物乱用防止について未学習な状態での関心

度チェックが目的である。 

  

■ ユーザーズテスト１を介した薬物乱用問題関心

度チェック 結果 

〇 テストモデル：あなたに知ってもらいたい薬物

のはなし（公財）麻薬・覚せい剤乱用防  

止センター 

〇 ユーザー：薬学部３年生  35名 

   

〇 回答状況 

Q１ あなたは、この書籍（タイトル）に出会った

ら、手に取ってみたいと思いま 

すか？ 

① はい（6名 17.1％）        

② いいえ（13名 37.1％）   

③ わからない（11名 31.4％）    

④ その他（5名 14.3％） 

「その他」を選択した回答者の記載 

・書店の自分がよくみるコーナーにあれば手に取る

かもしれないが五分五分。 

・最近話題に上がるが、手に取ってみるかどうか？ 

・他に関心のあるものがなければみるかもしれな

い。 等 

 

Q2 あなたは、この書籍を読んでみて、 

対価を払ってでも個人的に入手したいと 

思いますか？   

① はい（6名 17.1％）    

② いいえ（22名 62.9％）   

③ わからない（5名 14.3％）   

④ その他（0名）     

⑤ 無回答 （2名） 

「わからない」を選択した回答者の記載 

・置いておいてもまた読むかどうか？ 

・600円は自分には大金なので。 

・学校外の友達に「偉そう」と思われるかも。 等 

    

Q3 この書籍を入手するとしたらその目的は何です

か？入手したいと思われたかた 

のみ回答ください。複数回答 （全6名） 

① 社会的な教養を身に着ける  

（6名 100％） 

② 職務上（学業上）又は生活上必要な知見を得る 

（6名 100％） 

③ 職務上（学業上）又は生活上何らかの形で共

有・利用する（4名 66.7％） 

④ この書籍をベースにしてさらに情報を収集する 

（0名） 

⑤ その他 （0名） 

    

Q4 一読して、ご自身にとって内容は難しかったで

しょうか。 

全員お答えください 

１ 難しい。内容全体を把握しきれない。（4名 

11.4％） 

２ やや難しい。 （9名 25.7％） 

３ 必要な情報が体系的に理解できた。 （19名 

54.3％） 
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４ その他 （3名 8.6％） 

「その他」を選択した回答者： 

トータルに「読了できず」の記載 

・他の科目などの勉強が忙しかった。 

・新聞などをあまり読まないので読むのが苦痛だっ

た。 

・関心が持てなかった。 

 

４ 学会等における企画・講演等 

１） 第15回 日本緩和医療薬学会年会 

一般社団法人 日本緩和医療薬学会（JPPS）は、設

立以来一貫して緩和医療・緩和ケアの普及及び緩和

医療・緩和ケアに関する啓発に注力してきた。 

人材育成の部面においては、緩和薬物療法認定薬剤

師の認定事業に続き、緩和薬物療法専門薬剤師の育

成が図られ、病院・地域を問わず、多職種連携のも

とで必要な緩和医療・ケアを供給できる体制づくり

を目指してきた。また、緩和薬物療法において多用

される麻薬等の適正な流通・適正な供給・適正な使

用及び乱用防止等について、学校薬剤師や自治体の

薬物乱用防止推進協議会（薬物乱用防止推進指導

員）との連携協力のもと、教育的視野にたって地域

活動を行うことのできる能力を備えた『麻薬教育薬

剤師』の育成を軌道に乗せた。 

以上を踏まえて、第15回 日本緩和医療薬学会年

会では、多くの企画が実施された。特に、本研究と

関連の深い企画は以下の通りである。 

■ 年会長企画シンポジウム１ 

  地域包括ケアシステムにおける緩和医療の均て

ん化について 

  オーガナイザー 稲葉 一郎（年会長：株式会

社 ハートフェルト）         吉武 淳

（熊本大学病院がんセンター 緩和ケアセンター） 

■ 年会長企画シンポジウム２ 

  医療用麻薬適正使用における薬剤師の役割 

  オーガナイザー  

稲葉 一郎（年会長：株式会社 ハートフェルト） 

  鈴木 順子（北里大学） 

■ 委員会企画シンポジウム２ 

  麻薬教育認定薬剤師制度の概要と今後の展望に

ついて【教育研修委員会】 

  オーガナイザー  

中川 貴之（京都大学医学部附属病院 薬剤部）  

  吉澤 一巳（東京理科大学 薬学部） 

■ 委員会企画シンポジウム４ 

  緩和医療に求められる地域連携の課題と明日か

らの道標【地域連携委員会】 

  オーガナイザー  

小林 篤史（株式会社佳林 カリン薬局）  

鈴木 順子（北里大学） 

 

２）一般社団法人 全国薬剤師・在宅療養支援連絡

会（J-HOP）創立10周年記念事業 

■ トータルテーマ:  在宅医療の過去・現在・

未来 ～薬剤師は何をなすべきか～ 

■ 開催日時：令和4年6月19日（日）12:30～16:30

（12:00 開場） 

■ 開催方法：ハイブリッド開催  

北里大学薬学部白金キャンパス& Zoomオンライン 

■ 定員：北里大学会場（100名程度） オンライ

ン参加（1,500名程度） 

■ 主催 一社）全国薬剤師・在宅療養支援連絡会

（J-HOP） 

  協賛 一社）地域医療薬学研究会（SSCP） 

■ プログラム概要 

第一部:記念講演会 

〇 特別講演（12:40～13:40） 

「在宅医療の変遷～語り部として在宅医30年～」 

講演:太田 秀樹（医療法人アスムス理事長、一

社）日本在宅ケアアライアンス事務局長、全国知事

会先進政策頭脳センター委員） 

〇 基調講演（13:45～14:45） 

「『今』語ろう!在宅療養支援向こう50年の計～

Professionalism & volunteerism to focus on the 

community～」 

講演:鈴木 順子（北里大学名誉教授、一社）全国

薬剤師・在宅療養支援連絡会（J-HOP）監事、一

社）日本緩和医療薬学会（JPPS）監事、一社）地域

医療薬学研究会（SSCP）代表理事） 

第二部：分科会（14:50～16:20） 

 

■ 基調講演要旨 

 1994 年、医療法第二次改正において「医療提供

の理念」が盛り込まれ、医療の場としての居宅、医

療提供施設としての薬局、医療の担い手としての薬

剤師などの概念が明らかにされた。しかし、いわゆ

る在宅医療が地域の医療システムとして一定の存在

感を示すまでには長くけわしい道のりが待ってい

た。加えて、薬剤師・薬局が在宅医療に参入するこ

とについてのコンセンサスを得るまでにもさらに長

く険しい道のりが待っていた。我々は、あるべき医

療体系としての在宅医療の位置づけ、さらに薬剤

師・薬局が負うべき責務を追求し、各部面及び各人

のあくなき実践活動と探求のプロセスを経て、2010 

年、一般社団法人 全国薬剤師・在宅療養支援連絡

会を設立した。2011 年の東日本大震災や 2016 年

熊本地震などの経験を踏まえ、薬剤師としての機動

性を高め、求めるべきものは最終的に地域住民の

（病めるときも健やかなときも）生活健康の確保で

あることの確信を深めた。この間、2014 年医療法

第六次改正において在宅医療の推進が掲げられ、公

的医療保険においては、薬剤師の在宅業務に関する

フィーが導入されたが、こうした動きは在宅医療に

おける薬局・薬剤師の参入という局面では一つのコ

ンセンサスが与えられた、ということであるといえ

ども、その一方でアウトカム無視・報酬ねらいとも
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いえる行為・行動が先行し、ひいてはそれが標準状

態となり得る恐れを常に孕んでおり、多職種連携の

もとでよいアウトカムを得るべき在宅医療において

新たな軋轢を生むリスクを負うものとなった。 

さらに今般の COVID-19 パンデミックを踏まえれ

ば、在宅医療のありかたそのものが問われていると

いって相違ないときであり、今、再度問い返さなけ

ればならない。 

なぜ、在宅医療ではなく、在宅療養支援を掲げる

のか？ 

すでに地域における「療養」の次元は生活者とし

ての自己実現を支え、協働できるかを問うレベルに

ある。 

我々は、在宅療養支援の視点で対生活者支援と対

地域社会支援を総合的に図ることができるのか？ 

 

５ 行政、薬剤師関連団体等における研修講演等 

１）神奈川県薬剤師会倫理研修会 

■ 実施日 2022年11月6日 

■ 講演概要 

〇 タイトル  

薬剤師の Professionalism・薬局の Corporate 

Social Responsibility 

〇 プログラム構成：作成アジェンダを総括的に論

じるものとした。 

＜中心的内容＞ 

§1 薬剤師の professionalism 

〇 Professional の存在意義は、結果（もたらさ

れる価値）において評価される。 

・価値は client interest（患者・住民の関 

心） を反映する。 

・結果（価値）は仕事に予定調和的に付帯するもの

ではなく、仕事のプロセス運用によって、相手との

協働で創造される。 

〇 医療・保健衛生のdimensions 

・治療から、予防・療養を含む生活支援への発展：

かかりつけの意味が問われる。 

・「説明と理解・合意」から「対話と協働」  

  へ 

§2  医療・保健の professional が持つべき視点 

〇 何をやるか → どのような状態や変化が達成

できればよいか 

〇 地域の患者・医療弱者の擁護と育成：教育的支

援 

〇 地域の患者・医療弱者の「自分に関するエキス

パート化」推進：教育的支援 

〇 地域社会の薬事衛生的課題の解決にむけた発信

とフィードバック 

 

２）2022年度薬剤師再教育研修 医療関係の法令遵

守及び職業倫理 

■ 実施日・場所 2022年12月15日 於）厚生労働

省 

■ プログラム 

§0 講義前のトピックスと講義アジェンダ 

§1 Professionalism 

§2 薬剤師の法制度的環境と『責任』 

§3 ぶれない視点「国民の健康な生活の確保」：医

療・保健責務に対するビジョンの再建 

 
２ 一般市民を対象とした意識啓発活動 
１ NPO法人セルフメディケーション推進協議会

（NPO-SMAC）との共同事業 

  市民対象健康啓発活動および調査 

■ みなと区民まつりにおける市民対象健康啓発活

動及び調査活動 

■ 実施日 2022年 10 月 8（土）、9（日）日 

於）芝公園 

■ 実施内容 

〇 ステージ演目 かんたん健康体操  

〇 ブース展示等 

・骨密度測定とそれに基づく健康相談及び指導（医

師・薬剤師・栄養士等） 

・市民の健康意識及び現状の調査（アンケート方

式） 

■ アンケート調査 結果（抜粋）   

アンケート 別紙参照 

〇 アンケート回収数 162枚   

〇 本研究に関係する質問事項 

Q21 最近話題になっている「大麻」問題について

の考えをお聞かせください 

  １ ダメ。ゼッタイ。       ２ 医薬

品としての用途に限ればよい 

  ３ タバコ同様の嗜好品扱いをすればよい     

４ わからない 

〇 年代別回答者数・回答状況 
年代層/ 
回答 

１ ２ ３ ４ パン
フ 
配布 

10代/ 
2名 

2 0 0 0 2 

20代/ 
2名 

１ １ 0 0 0 

30代/ 
13名 

7 3 1 2 4 

40代/ 
22名 

11 7 0 4 9 

50代/ 
21名 

17 2 1 1 13 

60代/ 
27名 

18 4 0 5 8 

70代/ 
58名 

38 11 0 9 5 

80代～ 
23名 

15 2 0 5 4 

Tot.  
147名 

109 
 

30 2 26 45 

 

２ 薬剤師会主催市民講座 講演 

■ 件名 小平市市民公開講座   
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■ 参加人員 50名 

■ 実施日 2023年3月21日（火）  

於）小平市 

■ 講演タイトル コミュニティでつくろう！わた

しの健康、くらしの健康 

■ 講座 【おはなしのあらまし】 

 平均寿命が延びていく一方で、健康寿命との落差

が大きくなっています。平均寿命と健康寿命をでき

るだけ重ね合わせるために、今からできることはな

いのでしょうか？社会的立場や、暮らし方の変化も

含めて、長い人生では様々な変化に直面します。 

そうした変化にうまく対応し、たとえ何かしらの

不具合を抱えながらであっても、地域・コミュニテ

ィの中でそれなりに健やかに暮らしていくことはで

きるはずです。そのための知恵と考え方を話し合

い、今日からできることをご一緒に考えてみましょ

う。そして、頼り・頼られ・分かち合う「賢さ」を

もって見ませんか？ 

 

 

D．考察 

１ 薬物乱用問題を中心とする地域の薬事衛生部面

における薬局・薬剤師の役割モデルの検討とアジェ

ンダの策定 

前年度研究の調査で、わが国の薬局では調剤など

の保険収益事業が主体となっており、ソーシャルア

クセス部面での立ち遅れがみられること、大半の薬

局ではそのことに何ら薬局運営上の違和感をもって

いないこと、薬局薬剤師もまた自らの職権・職能・

職責についてほとんど同様の状態にあることを指摘

した。少なくとも、薬剤師法、医薬品医療機器等

法、その他薬剤師・薬局に関わる法令の現状に照ら

して適正な状態とは言えず、それが各方面からの批

判を呼んでいることも事実である。 

 本年度は研究最終年度にあたりこれらの状況評価

を踏まえ、とりわけ薬物乱用問題のような社会的複

雑性を孕む薬事衛生課題に対して、薬剤師・薬局が

どのような考え方をバックグラウンドとし、どのよ

うに取り組み得るのか、そのアウトカムはどのよう

なものであるのか、について、レギュレーション資

料（アジェンダ）を策定し、一般社団法人地域医療

薬学研究会に設置する倫理審査委員会及び同企画・

研修・学術委員会による適正性検討・承認のもと

で、本年度本研究活動の全部面における背景とする

こととした。 

 なお、このレギュレーション資料（アジェンダ）

は、本研究終了後も一般社団法人地域医療薬学研究

会のテーゼ『地域共生社会における薬剤師の役割』

を支えるアジェンダとして中期的活動方針とするこ

とも了承されている。 

アジェンダ概要を別紙に示す。 

 

２ 薬剤師・薬局の薬事衛生部面における役割につ

いての研修・啓発活動 

一般社団法人 地域医療薬学研究会 

（SSCP）の薬剤師研修セミナーでは、前記アジェン

ダにおける以下の 2 つの視点に基づき、研修プロ

グラムを組んだ。 

視点９ 我々の1つひとつの臨床行動や社会活動

は、一時的救援ではなく生活者としての自立と成

長、生活充実を見据えた教育的支援である 

視点10 対人業務の強化・深化がやがて一人ひとり

の「健康な生活」およびコミュニティの「公衆衛生

向上増進」につながるものとして我々の業務を教育

的支援の視座で捉えなおす必要がある。 

 ここでいう教育的支援とは、効果的情報提供によ

る啓発的支援、更にこれに続く意識変容そして行動

変容に至る永続的なヒトの育成プロセスをいい、あ

くまで我々のスタンスは対象者の自己成長を支援す

る立場でこれに関わるものであると考える。 

 結果に示した参加者等の意見から推量するとこ

ろ、本年度のセミナー参加者にあっては一定程度の

気づき・好意的受け止め・意識変容の萌芽が得られ

たものと評価されるが、この気づき・好意的受け止

め・意識変容の萌芽が定着・発展し、次の段階につ 

ながるかは、更なる重層的継続的教育介入をいかに

行っていくかに依存するものと考えられた。 

そこで『薬局団体連絡協議会における共同シンポ

ジウム』参加機会を付与したところ、講師 山口育

子氏、印南一路氏のリード講演、並びに会場参加者

を交えたディスカッションから、改めてこの気づき

にリアリティが得られた者も多く（アンケートよ

り）、特に山口育子氏の講演中、企画段階で意図し

たものではなかったにも関わらず、「健康サポート

機能の発揮が薬剤師・薬局のはたらきを地域住民に

とって目に見え、実感できるものにする」といった

内容が含まれ、具体的に薬物乱用防止が記載されて

いたことは、本研究会のセミナー参加者だけでな

く、当該シンポジウムの参加者中大半を占める薬局

経営者にとっても括目すべきものであった。これら

の結果は、重層的継続的教育介入の必要性・重要性

を示すものであると考えられる。 

このように、『一定の理念に基づき、適 

切なプログラムとタイミング、場、環境、資材が準

備され、適切なアウトカムが提示されることによっ

て、関心喚起→気づきと了解→意識変容→明確な動

機と志向性に結びつける、といった教育的工程構築

の有効性』が伺われたところから、さらに実証検討

を試みた。 

 

■ 薬剤師養成に関わる薬学部の学生に対する適用

可能性 

■ 対象：薬学部3年生、カリキュラム上 

専門教育の入り口にあり、生活感覚的には一般人に

近く、かつ大麻乱用についてマジョリティを形成す

る20代前半の年代に当たる者 
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■ プログラム実施条件からみえたもの 

１ 未学習の状態でのユーザーズテスト等による薬

物乱用問題に対する関心度チェック 

結果に示すように、この段階で薬物乱用問題に積極

的な関心を示したといえるものは35名中6名（およ

そ17％）にすぎなかった。 

また、薬物乱用防止が薬学部教育課程の 

社会－臨床を通じて『学ぶべきこと』に入っている

ことを明確に認識しているものは35名中4名（およ

そ11％）であった。 

２ プログラム終了後の調査 

『私たちは、なぜ薬物乱用防止について学ぶ必要が

あるのか、テキストから3項目を選んで回答しなさ

い』 

＜期待する回答＞ 

➊ 国民としての心身・生活の危険回避（倫理的義

務） 

❷ 医薬品等のエキスパートとしての他者の心身・

生活の危険回避 

（薬剤師の職責・義務） 

❸ 公衆衛生の向上・増進及び国民の健康な生活確

保の視点（薬剤師の任務） 

を選択できた者は35名中31名（およそ 

89％）であった。 

 

プログラム終了後の調査では、講義及び 

テキストの構成上これらの回答を選びやすくはなっ

ているが、他の選択肢も提示されていなかったわけ

ではないので、少なくともこの場においては関心喚

起→気づきと了解のレベルに到達できているものが

当初の17％から89％まで増えた、と解され、前記の

『一定の理念に基づき、適切なプログラムとタイミ

ング、場、環境、資材が準備され、適切なアウトカ

ムが提示されることによって、関心喚起→気づきと

了解→意識変容→明確な動機と志向性に結びつけ

る、といった教育的工程構築の有効性』がある程度

実証できたと考えられる。 

こうした認識の維持、発展、他の部面での応用等

は、教育全課程の重要な下部構造をなすであろう

が、個々のカリキュラムが高度であるほど、かつカ

リキュラムが多彩であるほど意識しにくく失われや

すいものであると考えられ、卒後教育あるいは市民

教育等においても、人材育成の観点からより強く意

識されなければならないものであると考えられる。 

 

３ 一般市民の薬物乱用問題に対する認識 

と関心 

 2022年度みなと区民まつりにおけるブース出展の

機会を利用して、メディアでも取り上げられること

が多い「大麻乱用」について、どういった認識を持

っているか、どの程度自分の生活の身近にある問題

として捉えているかを調査した。 

 アンケートは、「無理のない範囲で回答 

して下さい」、「答えたくないものは答えなくてもか

まいません」と明示しており、「大麻乱用」に関し

て『どういった認識をもっているか』については 

結果に示すアンケートの回答数、回答内容によって

推定可能、『どの程度自分の生活の身近にある問題

として捉えているか』については回答の如何によら

ず、提示した資料（あなたに知ってもらいたい薬物

のはなし）に関心を示すかで推量可能と考えた。以

下に結果から見えた傾向について示す。 

➊ アンケート Q21 の回答率 

（回答数/回収枚数）90.7％ 

 アンケート最後に位置する問であるこ 

とも関係するかもしれないが、以下の２つ 

の問についで回答率が低かった。 

Q10 健康・くすりの相談場所はどこか（89.2％） 

Q11 健康サポート薬局について知っているか

（88.6％） 

他の問に比べて回答率が低いということ 

は、この問題についての自覚的関心のなさを反映す

る一方で、Q10、Q11に比べて回答率がやや高いとい

うことは、健康サポート薬局などに比べて啓発・広

告や報道などによる認知度が高いことを示すものと

思われる。 

❷ アンケート Q21 の回答内容分布 

（選択数/回答数） 

 １ ダメ。ゼッタイ。          

（109/147；74.1％） 

２ 医薬品としての用途に限ればよい   

（30/147；20.4%） 

 ３ タバコ同様の嗜好品扱いをすればよい 

（2/147；1.4％）     

４ わからない             

（26/147；17.7％） 

回答者の範囲では、薬物乱用といえば「ダメ。ゼッ

タイ。」が比較的定着しているようであり、ここま

での啓発努力の成果が表れていると思われる。 

❸ 啓発資料受け取り状況；受け取った 

員数/回答者員数で算定  

〇 総受け取り率 （45/147；30.6％） 

〇 年齢層別受け取り率   

10 代（2/2；100％） 

20 代（0/2；0％） 

30 代（4/13；30.8％） 

40 代（9/22；40.9％） 

50 代（13/21；61.9％） 

70 代（5/58；8.6％） 

80 歳以上の世代（4/23；7.4％） 

回答内容の如何に関わらず、啓発資 

料：あなたに知ってもらいたい薬物のはなしをお持

ちになりますか？と回答者におたずねしたところ、

その受け取り率は回答者 147 名中 45 名（30.6％）

にとどまった。 

受け取らない理由としては、「自分は薬物乱用しな
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いから不要」「自分がわかっていればよいことだか

ら」「うちにおいても見ない」などがあげられてお

り、ここから薬物乱用問題は多くの生活者個人にと

って生活上の関心事ではなく、むしろ、警察取締的

色彩を帯びた話題は真っ向から向き合うには抵抗感

があり、自分に一定の弁えがあれば心理的には隔離

しておきたい話題なのではないかと推量された。 

特に仕事などをリタイアし、生活が社会的関係から

個人的関係にシフトしている高齢者層の関心の低さ

が伺われ、こうした傾向は、平成 28、29年度の先

行研究においてトライアル実施した市民公開講座の

プログラムにおいて、薬物乱用問題をテーマとした

回だけ参加率が格段に低かったという現象に共通し

たものであった。薬物乱用問題といった地域社会の

リスクについての当事者感が希薄であることを反映

しているものと考えられ、薬物乱用防止体制を作っ

ていく上での地域教育の課題である。 

一方で、受け取る理由として挙げられていたのは 

「スポーツをやっているのでよく知っている方がい

い」（10 代）、「親にも知っておいてほしい」（10

代）、「職場が薬物犯罪が起きやすそうな場所にあ

る」（30 代：飲食店経営）、「学齢期の子供がいるの

で心配だから」（40 代、50 代）、「若い人の多い職場

なので共有したい」（50 代）などであり、10 代の層

では学校教育の成果がみられ、それより上の世代で

は、家庭教育や労働衛生などに関連する問題として

のそれぞれの危機感があるものと推量され、いずれ

も何らかの形でこうした危機感や薬物乱用に関する

情報の共有を期待しており、地域教育の必要性が明

らかになるとともに、それぞれの持つ危機感に沿っ

た啓発・地域教育の実施が望まれるところである。 

 以上のような一般市民の薬物乱用問題に対する意

識の状況を踏まえ、市民公開講座において、少なく

とも薬物乱用問題が自分の生活と切り離れた問題で

はないということについての認識を作ることを第一

次ゴールとした学びを提供できるか、を試みた。 

 

■ あらかじめ設定されている条件 

〇 方式 会場における直接の講演＋質疑応答  

時間 90分 

〇 主な参加者 概ね60代以上の高齢者 50名程度 

  ＊ 前記みなと区民まつりの経験、過去の市民

公開講座の経験から、直接に 薬物乱用問題に触れ

るのに抵抗感が大きい世代 と思われる。 

■ 方略  

SOC（sense of coherence）論に基づく健 

康生成プロセスをたどる。 

SOC（sense of coherence）論に基づい 

て、以下のコンピテンシーを作成。  

１ 現実把握感について 

目標：自分の健康、生活の健康、地域社会の健康が

密接に関係していることがわかる。 

２ 処理可能感について 

目標１：自分の健康上の現況での定常状態 

を知っておくことができる。 

異常がある場合の対処方法（自己対応、相談、依

頼）を持つ。 

目標２：自分の生活傾向を知り、生活リスク判断と

回避ができる。 

必要に応じて助言・支援を得る相 

手をもち、助言・支援を得る決断ができる。 

３ 有意味感について 

目標１：親しい関係にある者の生活状況や地域社会

の状況に関心を持つことができる。 

目標２：親しい関係にある者の生活リスクや地域社

会のリスクに対して、自分なりの助言や援助ができ

る。 

 以上のコンピテンシーから、条件に基づいて現実

把握感、処理可能感までを内容とするテキストを作

成し、講演を行った。 

 特に生活健康に関する部分については、一般的に

言って『自分の健康』に関する講演等が多い中で生

活健康を考える機会が少ないことから、非常に反響

が大きかった。 

講演冒頭に行った自分の性格→自分の生活傾向チ

ェックに重ねて『隣人愛の強い人が特殊詐欺に引っ

かかりやすい傾向がある、また、健康改善意欲や社

交性意欲の高い人が違法薬物の違法販売（ネット等

による）や違法薬物使用の誘引に引っかかりやすい

傾向がある、家族内でいうと若年者が友人関係など

によって薬物使用の誘引に引っかかりやすい傾向が

ある』等を述べたことが反響の大きさ、および『薬

物乱用問題が自分の生活と切り離れた問題ではな

い』ということのリアルな認識形成につながったと

考えられる。 

 また、当講演会の後援者モニターである地域医師

会の在宅療養支援診療所医師からもコンピテンシー

の妥当性、並びに「処理可能感」における目標設定

と内容に関して高い評価を得た。 

 なお、参加者からは、「次回はいつやるのか」

「どんなことをやる予定があるか」などの直接アプ

ローチをいただき、処理可能感の充実化または有意

味感のレベルへの発展可能性等を感じるところでは

あるが、これも含めて、再度プログラムのブラッシ

ュアップを考えたい。 

 

E. 結 論 

 薬物乱用防止体制など地域薬事衛生に関わる専門

職として期待される薬剤師に、『自らの責務の本態

が地域住民の教育的支援であることを自覚し、対個

人業務と対社会業務の良好な循環関係を構築する必

要性を認識する』をアウトカムとして、さまざまな

教育的プログラムを実施した。結果として『一定の

理念に基づき、適切なプログラムとタイミング、

場、環境、資材が準備され、適切なアウトカムが提

示されることによって、関心喚起→気づきと了解→
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意識変容→明確な動機と志向性に結びつける、とい

った教育的工程構築の有効性』が確認できた。今

後、アウトカムを『地域社会の薬物乱用防止体制の

構築に寄与し、薬物乱用防止活動の一翼を担う』に

ギアアップした場合には、更に具体的で綿密なカリ

キュラム（教育計画・教育的工程）設計が求められ

るものと考えられる。 

 市民感覚からは、高齢者層を中心に薬物乱用問題

に対する忌避感も多い中で、現役世代では問題意識

を持つ者も一定数存在し、そういった者たちは漠然

とではあるが「情報の共有を通して有効な薬物乱用

防止手段を持ちたい」と考えているようであった。 

今回は、あえて薬物乱用問題に忌避感を示すことが

多い高齢者層に対して、アウトカムを『薬物乱用問

題が自分の生活と切り離れた問題ではない、という

認識形成』におき、SOC（sense of coherence）論

に基づく健康生成理論に沿ったプログラムを構築実

施した。この方法は、抵抗感少なく自発的な気づき

を促し、関心を喚起し、意識変容を導くことができ

るという利点があるが、ワークを伴うことから大規

模実施が困難であること、効果がプログラム構成、

講師の語りかけ能力、ファシリテーターの能力に左

右されるといった課題もあり、アウトカム設定、場

に応じたプログラムアレンジなどがどこまで可能か

を検討する必要がある 
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用防止教室の教材及びプログラム内容の改善 ―教
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  久保 元芳・松本 清弥・村岡 絵美 

  宇都宮大学教育学部教育実践紀要 第6号 

2019年8月9日 

11）薬剤師による薬物乱用防止教育 

  宇佐見 則行 

  北陸大学紀要 第 54 号（2022 年度） pp.1 ～ 

26 ［総説］ 

12）小学生に対する防災教育が保護者の防災行動に

及ぼす影響 

─子どもの感情や認知 の変化に着目して─ 

豊沢純子，唐沢かおり，福和伸夫 

教育心理学研究 2010；58（4）：480- 90. 

13）Ｏｆｆ－ＪＴと有機的に連環させたＯＪＴ学習

モデルの提案 

 ―学習理論に基づいたＯＪＴ学習モデルの３類型

― 内田 恵里子   

北九州市立大学大学院社会システム研究科 博士

（学術）学位請求論文 

14）臨床での指導に必要な「教え方」のスキル13 

OJTで使える!  

  政岡祐輝(編著) 池辺諒(編著)   

日総研出版 

15）健康生成モデルと中心概念 

‘Sense of Coherence’ 

  岩井淳， 山崎喜比古    

 保健医療社会学論集, 1997 

16）健康生成力SOCと人生・社会——全国代表サンプ
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業） 

 
分担研究報告書 

 
 

地域社会において「薬物乱用予防」を主体的に担うことのできる 
ヒューマンリソースの開発・教育及び relation 形成の試み 

 
調査研究４ 薬物濫用防止に係る薬剤師の素養向上のための調査と育成のための方法 

等の検討 
 

 
研究分担者： 鈴木順子（北里大学） 

研究協力者： 髙橋千佳子、増田紳也、久田邦博（一般社団法人地域医療薬学研究会） 
 大室弘美（武蔵野大学） 

 
研究要旨 

地域社会の薬物乱用防止を頂点とする地域住民ベースの防疫体制構築を支援し、自らその一翼 

を担うことは薬剤師法等に照らして薬剤師が負う当然の任務である。これを踏まえて、薬剤師 

が薬物乱用防止活動にどの程度の関心を持っているのか、現実に薬剤師の地域公衆衛生・薬事 

衛生向上活動遂行能力はどの程度の水準にあるのかを調査し、地域住民を支援し、地域社会の 

薬物乱用防止体制構築に寄与するために必要な要件を抽出し、コンピテンシーを完成させた。 

 

Ａ.研究目的  

薬剤師が法で定める任務の本旨に従い、地域住民ベ

ースの薬物乱用防止体制構築を支援し、自ら 

その一翼を担うために必要な考え方、支援能力を開

発することを目的として、調査及び検討を行う。 

 

B.方 法 

１ ユーザーズテスト１を用いた 薬物乱用問題の

関心度チェック 

２ ユーザーズテスト２を用いた 薬物乱用防止に

係る地域教育視点チェック  

３ １，２の結果を検討し 前年度から課題となっ

ていたコンピテンシーに反映させる。 

 

C.結 果 

１ ユーザーズテスト１を用いた薬物乱用問題の関

心度チェック 

■ テストモデル あなたに知ってもらいたい薬物

のはなし（公財 麻薬・覚せい剤乱用防止センター） 

■ テスト参加者  
➊学校薬剤師10名   ❷薬局勤務薬剤師10名   
❸⼤学等学⽣管理系職員5名 
❹企業等労務管理系職員5名   
❺ 地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住

⺠5名） 
 
■ テスト結果回答分布 
Q1 あなたは、この書籍（タイトル）に出会 

ったら、⼿に取ってみたいと思いますか？    
Yes の 回答者数分布    

➊学校薬剤師10名中10名（100％）      
❷薬局勤務薬剤師10名中4名（40％）    
❸⼤学等学⽣管理系職員5名中5名（100％）   
❹企業等労務管理系職員5名中3名（60％）   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、 

住⺠5名）中3名（30％） 
  
Q2 あなたは、この書籍を読んでみて、対価 

を払ってでも個⼈的に⼊⼿したいと思いま 
すか？ 

Yes の 回答者数分布    
➊学校薬剤師10名中10名（100％）      ❷
薬局勤務薬剤師10名中3名（30％）    
❸⼤学等学⽣管理系職員5名中5名（100％）  ❹
企業等労務管理系職員5名中3名（60％）   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、 

住⺠5名）中3名（30％） 
 
Q3 この書籍を⼊⼿するとしたらその⽬的は何で

すか？⼊⼿したいと思われたかたのみ回答くだ
さい。複数回答可 

１社会的な教養を身に着ける 
➊学校薬剤師10名中1名（10％）      ❷
薬局勤務薬剤師3名中1名（33％）    
❸⼤学等学⽣管理系職員5名中3名（60％） ❹
企業等労務管理系職員3名中2名（66％）   
❺地域住⺠3名（⼩売業者、⾃営業者等2名、住
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⺠1名）中3名（100％） 
２職務上又は生活上必要な知見を得る 

➊学校薬剤師10名中10名（100％）     ❷
薬局勤務薬剤師3名中2名（66％）    
❸⼤学等学⽣管理系職員5名中5名（100％） ❹
企業等労務管理系職員3名中3名（100％）   
❺地域住⺠3名（⼩売業者、⾃営業者等2名、住

⺠1名）中1名（33％） 
３職務上又は生活上何らかの形で共有・利用する 

➊学校薬剤師10名中10名（100％）     ❷
薬局勤務薬剤師3名中2名（66％）    
❸⼤学等学⽣管理系職員5名中5名（100％） ❹
企業等労務管理系職員3名中3名（100％）   
❺地域住⺠3名（⼩売業者、⾃営業者等2名、住

⺠1名）中2名（66％） 
４この書籍をベースにしてさらに情報を収集する 

➊学校薬剤師10名中10名（100％）     ❷
薬局勤務薬剤師3名中1名（33％）    
❸⼤学等学⽣管理系職員5名中3名（60％）  
❹企業等労務管理系職員3名中1名（33％）   
❺地域住⺠3名（⼩売業者、⾃営業者等2名、住

⺠1名）中0名（0％） 
５その他  回答なし 

 
Q4 ご⾃⾝にとって、内容は難しかったでしょう

か。全員お答えください。 
１難しい。内容全体を把握しきれない。 

➊学校薬剤師10名中0名（0％）       ❷
薬局勤務薬剤師10名中2名（20％）    
❸⼤学等学⽣管理系職員5名中0名（0％）  ❹
企業等労務管理系職員5名中1名（20％）   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住

⺠5名）中4名（40％） 
 
２やや難しい. 
❶学校薬剤師10名中0名（0％）        
❷薬局勤務薬剤師10名中2名（20％）    
❸⼤学等学⽣管理系職員5名中0名（0％）   
❹企業等労務管理系職員5名中0名（0％）   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住⺠

5名）中2名（20％） 
 

３必要な情報が体系的に理解できた。 
➊学校薬剤師10名中10名（100％）       
❷薬局勤務薬剤師10名中6名（60％）    
❸⼤学等学⽣管理系職員5名中5名（100％） ❹企
業等労務管理系職員5名中4名（80％）   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、 

住⺠5名）中4名（40％） 
４その他   記載なし 
 
２ ユーザーズテスト２を用いた 薬物乱 

用防止に係る地域教育視点チェック  

■ テストモデル 
１ あなたに知ってもらいたい薬物のはなし 

（公財 ⿇薬・覚せい剤乱⽤防⽌センター） 
２ 薬物の乱⽤は、 あなたとあなたの周りの 社会

を壊します！（厚⽣労働省・都道府県） 
３ ご家族の薬物問題でお困りのかたへ 
（厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局監視指導・⿇薬対策課  

発⾏ 再乱⽤防⽌資料編集委員会 制作作成） 
■ テスト参加者    
➊学校薬剤師10名    
❷薬局勤務薬剤師10名    
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名） 

5名   
❹企業等労務管理系職員5名   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、 

住⺠5名） 
   
■ 設問 
 あなたが「中学校で開催される親⼦・兄弟 
を中⼼とした地域関係者参加型の薬物乱⽤防 
⽌教室」の企画運営に関わるか、地域住⺠と 
して参加するとしたら、その教材としてどれ 
がふさわしいと思いますか。 
以下の観点について評価をしてみてください。 
 
a．テーマ（キャッチ）が各世代、各社会層 
共通に受け入れやすいものはどれですか。 

1 つ選んでください。  
１ あなたに知ってもらいたい薬物のはなし  

7名/40名 
❷薬局勤務薬剤師10名中4名 
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名）5名中0
名   
❹企業等労務管理系職員 5 名中 1 名 
❺地域住⺠ 10 名（⼩売業者、⾃営業者等 5 名、住
⺠ 5 名）中 2 名 

 
２ ご家族の薬物問題でお困りのかたへ 
    33名/40名 
➊学校薬剤師 10名中 10名    
❷薬局勤務薬剤師 10名中 4名    
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名）5名中

5名   
❹企業等労務管理系職員5名中4名   
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❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住⺠
5名）中8名 

 
b．内容の信頼性、発行有責性がはっきりしている

のはどれですか。 
すべて選んでください。  
すべて信頼性、有責性がはっきりしているとの回

答 
 

c．みなさんが薬物乱用問題で困ったときにどうす

ればよいか、最もよく具体的な行動指針を示して

いると思われるのはどれですか。１つ選んでくだ

さい 
（例 困ったときにどこに相談すべきか、ケース

によるメリット・デメリットも含めて） 
１ あなたに知ってもらいたい薬物のはなし 4名

/40名 
➊学校薬剤師10名中0名    
❷薬局勤務薬剤師10名中3名    
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名）5名中0

名  
❹企業等労務管理系職員5名中1名   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住⺠

5名）中0名 
２ 薬物の乱⽤は、 あなたとあなたの周りの 社会

を壊します！ 3名/40名 
 ➊学校薬剤師10名中0名    
❷ 薬局勤務薬剤師10名中2名    
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名）5名中

0名   
❹企業等労務管理系職員5名中1名   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住⺠

5名）中0名 
３ ご家族の薬物問題でお困りのかたへ 
  33名/40名  
➊学校薬剤師 10名中 10名    
❷薬局勤務薬剤師 10名中 5名    
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名）5名中

5名 
❹企業等労務管理系職員5名中3名   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住

⺠5名）中10名 
 
d．資料が最も入手しやすいのはどれで 
すか。（どこから入手できるか、金銭 
負担があるか など）１つ選んでくだ 
さい。 

１ あなたに知ってもらいたい薬物のはなし 0名
/40名 

 ➊学校薬剤師10名中0名    

❷ 薬局勤務薬剤師10名中0名    
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名）5名

中0名   
❹企業等労務管理系職員5名中0名   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住

⺠5名）中0名 
２ 薬物の乱⽤は、 あなたとあなたの周りの 社会

を壊します！ 5名/40名 
➊学校薬剤師10名中0名    
❷薬局勤務薬剤師10名中4名    
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名）5名

中0名   
❹企業等労務管理系職員5名中1名   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住

⺠5名）中0名 
３ ご家族の薬物問題でお困りのかたへ      

35名/40名 
 ➊学校薬剤師10名中10名    

❷薬局勤務薬剤師10名中6名 
 ❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名）5名

中5名    
❹企業等労務管理系職員5名中4名   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住

⺠5名）中10名 
 

e．ペーパー資料としてどれが最も見やすく、読み

やすいですか？1 つ選んでください。 
１ あなたに知ってもらいたい薬物のはなし 4名

/40名 
 ➊学校薬剤師10名中0名    

❷薬局勤務薬剤師10名中3名    
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名）5名

中0名   
❹企業等労務管理系職員5名中1名   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住

⺠5名）中0名 
２ 薬物の乱⽤は、 あなたとあなたの周りの 社会

を壊します！ 4名/40名 
 ➊学校薬剤師10名中0名 
❷ 薬局勤務薬剤師10名中3名    
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名）5名中

0名   
❹企業等労務管理系職員5名中1名   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住⺠

5名）中0名 
３ ご家族の薬物問題でお困りのかたへ      

32名/40名 
➊学校薬剤師10名中10名    
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❷ 薬局勤務薬剤師10名中4名 
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名）5名中

5名    
❹企業等労務管理系職員5名中3名   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住⺠

5名）中10名 
 

f. ご家庭・職場などに置いておきたい資料はどれ

ですか？１つ選んでください。 
１ あなたに知ってもらいたい薬物のはなし 7名

/40名 
➊学校薬剤師10名中0名    
❷薬局勤務薬剤師10名中3名    
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名）5名中

0名   
❹企業等労務管理系職員5名中2名   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住⺠

5名）中2名 
２ 薬物の乱⽤は、 あなたとあなたの周りの 社会

を壊します！ 5名/40名 
 ➊学校薬剤師10名中0名    
❷ 薬局勤務薬剤師10名中3名    
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医2名）5名中

0名   
❹企業等労務管理系職員5名中2名   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住⺠

5名）中0名 
３ ご家族の薬物問題でお困りのかたへ      

28名/40名 
➊学校薬剤師10名中10名    
❷薬局勤務薬剤師10名中4名 
❸医師（校医2名 産業医1名 開業医 

2名）5名中5名    
❹企業等労務管理系職員5名中1名   
❺地域住⺠10名（⼩売業者、⾃営業者等5名、住⺠

5名）中8名 
 
３ ユーザーズテスト１，２の結果を踏まえた薬局・

薬剤師が地域社会で薬物乱用防止に取り組むため

のコンピテンシー案の作成 

■これまでの経過  
〇 領域の設定 

薬剤師が地域社会で薬物乱用防止に取り組むために、

以下の領域設定を行った。 

❶リーダーとしての役割を果たすためのバックグラ

ウンド構築を目的とした領域 

（領域Ⅰ） 

❷自律的に自ら薬物乱用防止活動を実施するための

知識獲得と地域住民との共有に 

関する領域（領域Ⅱ）、 

❸地域住民が主体的に薬物乱用防止活動を担えるよ

うになるための啓発・教育的支援を行うことができ

るようなスキル養成に関する領域（領域Ⅲ） 

 〇 領域Ⅰ、Ⅱ のコンピテンシー 

   作成 

領域Ⅰ  

地域社会において共助専門職として責任をもって薬

物乱用防止に取り組むための基本的コンピテンシー 

コンピテンシーⅠ－１  

プロフェッショナリズム 

パフォーマンス 

① 薬局・薬剤師が地域社会の薬物乱用防止を日常

的臨床課題として取り組むことに関する合理的根拠

について述べることができる。 

② 薬局・薬剤師が地域社会の薬物乱用防止を日常

的臨床課題として取り組むことに関する社会的責

任・社会的義務について理解している。 

③ 地域社会の住民が薬物乱用や医薬品の不適正使

用について抱いている意識・感情を汲み取るこ

とができる。 

④ 専門職種として必要な関連法令を理解している。 

 

領域Ⅱ  

薬物乱用防止活動を自律的に実施するためのコンピ

テンシー 

〇 コンピテンシーⅡ－１  

乱用医薬品、乱用薬物に関する知識 

パフォーマンス 

① 乱用医薬品、乱用薬物の概要及びその危険性に

ついて述べることができる。 

② 乱用医薬品、乱用薬物に関する要時の情報提供

を想起できる。 

〇 コンピテンシーⅡ―2  

医薬品・不正薬物の乱用と依存形成に関する知

識 

パフォーマンス 

① 医薬品・不正薬物の乱用実態に関して述べるこ

とができる。 

② 乱用から依存形成に至るプロセスリスク及び社

会関係上の要因について概要を述べることがで

きる。 

③ 依存からの離脱に必要な医療的支援、社会的支

援について述べることができる。 

④ 以上について、要時の地域住民に対する情報提

供を想起できる。 

 

〇 コンピテンシーⅡ－3  

関連する薬物乱用防止活動に関する知識 

パフォーマンス 

① 地域行政、関連機関・団体が行う薬物乱用防止

活動を把握している。 

② 学校薬剤師による地域活動を把握している。 

③ 薬物依存者の社会復帰に関する地域活動を把握
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している。 

④ 以上の地域的活動に参画できる。 

⑤ 以上の地域活動について、地域住民に情報提供

できる。 

  

■ 領域Ⅲのコンピテンシー案提示 

領域Ⅲ 

地域住民が主体的に薬物乱用防止活動を担える

ようになるための啓発・教育的支援を行うこと

ができるようなスキル養成に関する領域 

〇 コンピテンシーⅢ－１  

教育の概念に関する認識 

パフォーマンス 

① 教育の一般的な概念について概説できる。 

② 薬剤師の基本的な 10の資質に示される「教育能

力」について概説できる。 

③ 薬剤師の臨床行動と教育の概念の関係について

考えを述べることができる。 
 
〇 コンピテンシーⅢ－2  

教育原理・教育スキルに関する知識 

パフォーマンス 

① 成人教育の原理について概説できる。 

② 能力開発におけるティーチングの意義と効果に

ついて概説できる。 

③ 能力開発におけるコーチングの意義と効果につ

いて概説できる。 

④ 能力開発におけるエンパワーメントの意義と効

果について概説できる。 

⑤ 集団の能力向上におけるファシリテーションの

意義と効果について概説できる。  

⑥ 医療コミュニケーションの考え方につ     

いて概説できる。 

 
〇 コンピテンシーⅢ－3  

教育スキルを用いた臨床行動の実践 

パフォーマンス 

① ティーチングスキル、コーチングスキルを用い

た服薬指導等を実践できる 

② エンパワーメントを背景とした療養指導を実践

できる 
③ ファシリテーションスキルを用いた市民学習の

支援を実践できる 
④ Sense of Coherence（SOC）による学習促進を

はかることができる 
⑤ 医療コミュニケーションスキルを用いて適正な

療養（学習）上のアウトカム 
 のを提示し、共有できる 
 

D. 考 察 
ユーザーズテスト２を用いた 薬物乱用防止に係

る地域教育視点チェックの結果について、薬局薬剤

師の回答にはずれが認められ、モニターを依頼した

学校薬剤師からは「受講者ファーストの選択をして

いない」、また、モニターを依頼した医師からは「薬

局薬剤師の臨床理念に疑いを持つ」との厳しい意見

が出た。 

医師の意見書： 
「医師も薬剤師も法定任務を背負う立場である。医

師の活動は応召義務の範囲にあり、医療活動と地域

活動の間に区別はない。あっても、緊急性の違いに

よる選択の優先度だけである。また、医師にとって

すべての臨床行動は教育的意味合いをもち、受療者

によい変化をもたらすことを最大の目的とする。幸

いにして、私は優れた薬剤師に付き合ってもらって

おり、少々意外に思うが、この結果から見る限り薬

局薬剤師の臨床理念に疑いを持たざるを得ない」 
本年度はアジェンダを作成し、様々の局面でアジ

ェンダの適正性を検証してき 
たところであるが、その中の視点には薬剤師の臨床

行動は患者・地域住民の教育的支援であることが含

まれており、教育的視座の欠如が薬剤師の貢献を不

可視化し、質の低下を招いていることを指摘してき

た。 
これらの事情を踏まえて、薬剤師が地 

域社会で薬物乱用防止に取り組むためのコンピテン

シーのうち懸案であった『地域住民が主体的に薬物

乱用防止活動を担えるようになるための啓発・教育

的支援を行うことができるようなスキル養成に関す

る領域（領域Ⅲ）』（案）を作成した。 

 薬剤師は、その教育過程において『教育』を学ぶ

機会がないことが多いので、コンピテンシーレベル

を認識－知識－応用・実践の 3 段階とし、それぞれ

にパフォーマンスを設定した。応用・実践の段階で

は、調剤関連業務、市民講座などの地域活動、最終

的に調剤や地域活動共通にといった具体的なケース

想定によるコンピテンシー設定を行った。 

 まだ、案の段階であり、次年度一社）地域医療薬

研究会事業で検証を行うこととする。 

 

E. 結 論 
 一般に薬局薬剤師は、ソーシャルアクセス部面に

おける業務について職責意識が希薄であり、特に薬

物乱用防止活動に対する関心が低いことが明らかに

なった。また、自らの業務が本来教育的視点に基づ

くものである、といった認識も低く、それがひいて

はソーシャルアクセスアクセス部面の貢献を見えに

くいものにしている可能性もある。 
一方、地域社会の薬物乱用防止体制の構築に注力

し、地域住民を薬物乱用防止活動に導き、協働する

ことが薬剤師の法的任務であることは自明である。 
そこで、薬剤師の責務・業務の下部構造を規定する

であろう教育的視点を導入し、業務を通じて有効か

つ持続的な社会関係を築き、共助職として地域住民

の自助力を高め、社会活動能力（互助力）開発に努

め、薬物乱用防止体制構築及び住民との協働による
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活動活性化をはかるため、最終年度懸案事項であっ

た「地域住民が主体的に薬物乱用防止活動を担える

ようになるための啓発・教育的支援を行うことがで

きるようなスキル養成に関する領域」のコンピテン

シー（案）を作成した。 

 
F. 参考・参照文献 
１）健康増進法 
https://elaws.e-
gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000103 
２）医療法 
https://elaws.e-
gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205 
３）医薬品医療機器等法 
https://elaws.e-
gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145 
４）薬剤師法 
https://elaws.e-
gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000146 
５）医師法 
https://elaws.e-
gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201 
６）Off-JTと有機的に連環させたOJT学習モデルの

提案 
 ―学習理論に基づいたOJT学習モデルの３類

型― 内田 恵里子   
北九州市立大学大学院社会システム研究科 博
士（学術）学位請求論文 

７）臨床での指導に必要な「教え方」のスキル13 
OJTで使える!  

  政岡祐輝(編著) 池辺諒(編著)   
有信堂高文社、2017年 

８）コーチング・ティーチングの違いとは？ 
https://www.question-circle.jp/2020/12/1153 
９）コーチング心理学概論 
  西垣悦代、原口佳典、木内敬太 編著 
  ナカニシヤ出版 
10）コーチングマネジメント 
  伊藤 守 
  株式会社 ディスカヴァー・トゥエンティワン 
11）「授業書」方式による保健の授業 
  保健教材研究会 編著 
  大修館書店 
12）医療職のための公衆衛生・社会医学 
  長谷川友紀、長谷川敏彦、松本邦愛 編集  

医学評論社 
13）ソーシャルワーク 
  空閑浩人 編著 ミネルヴァ書房 
14）リーダーのための! ファシリテーションスキル 
  ⾕ 益美 著 総合出版すばる舎 

G. 研究成果発表等  なし。 

 
H. 知的所有権の取得状況 

 なし。 
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2022th 一般社団法人 地域医療薬学研究会 活動指針（抄） 
                                2022・5・24 
 

薬剤師の Professionalism・薬局の Corporate Social Responsibility 
 
現在、来るべき超高齢・人口減少局面の『底』にむけて、急ピッチで地域包括ケア体制の完成に向けた医

療・保健共助職種の職責・職能の再編が進んでいる。 
その基本は「聖域なき規制改革」議論にあって、我々からみると良いと思われること、悪いと思われること

が乱立している状態であり、現状としては、負担増加、「すりあわなさ」の増幅が実感される。このような

ときにこそ、そもそも論に立ち返り、そこから推して、我々の在り方を議論していくことが絶対的に必要で

ある。 
 

 ＜我々は何か：薬剤師の Professionalism＞ 
 薬剤師は、法に根拠を持つ multitasking performer であり、かつ『戦略的総合的支援職』である。戦略的

という意味は、チームの中でも独立・自律性が高く、全体状況を俯瞰しながら判断ができ、連携的に行動でき

ることであり、総合的という意味は、支援対象が病者・弱者のみならず、医療供給者（チーム）も含み、かつ

支援の方法が物的支援のみならず、情報的支援等をも含むということである。これは、薬学における薬剤師養

成教育の最大アウトカムが『チーム医療への参画： 医療機関や地域における医療チームに積極的に参画し、

相互の尊重のもとに薬剤師 に求められる行動を適切にとる。』にあって、その質的保証にあたる資質が『薬物

療法における実践的能力』及び『地域の保健・医療における実践的能力』であることが示すところである。 
薬剤師の機能的収束点は、『生活者支援』である。今、何の業務をやっていたとしても、収束点を見据え、

常に準備ができなければならない。戦術的視野狭窄（何をやるか、からの出発）、only Do （これさえやれば

いい）埋没は薬剤師倫理に反することと心得なければならない。 

 視点１ 『何をやるか』ではなく『どのような状態が達成されればよいか』からの出発 
 
人生の最終局面を除けば、一般的に言ってヒトが真に「患者」である時間は少ない。しかし、ヒトはその生

活において、常にそして多様なリスクにさらされ続ける。とすれば、『地域の保健・医療における実践的能力』

を基盤とする生活者支援とは、単に二次予防レベルで語られるものではなく、一次予防から三次予防、時には

次段階に向かうゼロ次予防まで当該個人レベルにおいて切れ目なく多様なリスク想定のもとで準備され、実

践されるべきである。 

 視点２ かかりつけの有責性を踏まえ、対人業務強化の意図をダイナミックに実現する。 
また、薬剤師は現況において地域共助体系の構成者である。共助職の使命は、地域社会全体を俯瞰しつつ、

それぞれの専門的見地に立って、地域住民個々人の自助力を向上させること、そして高まった自助力による

生活・精神上の余裕をもって互助性への意識変容をもたらし、地域住民間におけるゆるやかな互助関係を導

くこと、加えて行政と地域コミュニティの間をつなぎ、必要な指導や支援を仰ぐ手助けをすることである。 

視点３ かかりつけの本旨：当該個々人の生活力の向上（自助力の向上）＝健康サポート的な取組が求めら

れる。 
視点４ 同時に、個々人の生活安全・健全な生活に益しない地域的事情を見出し、これを互助関係にもとづ

き解決・改善するために協働するとともに、行政などに必要な指導や支援を仰ぐ手助けをする。

（ソーシャルアクセス） 
 

＜薬局の存在意義：薬局の Corporate Social Responsibility＞ 
薬局は、薬剤師が法・倫理に基づき薬剤師としての業を行う「場」であり、それは病院や診療所が医師の

「場」であることと同義である。したがって薬局もまた、戦略的総合的支援機関ということができ、帰属す

る薬剤師の業務を通して目に見える薬局機能を発揮し、地域社会に対して貢献する社会的責任を負う。 
まず、保険機関としては当然保険医療の適正実施に努める必要があるが、単に保険調剤における保険算定

項目の可不可なき実施を保険医療の適正実施とはいわないことをわきまえる必要がある。 

別紙 １ 
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薬局という場における調剤責任は、その前に位置する医師等の判断決断の適正性を保証し、さらに当該人

における薬物治療の有効性・安全性を担保するものである。標準医療を提供する保険医療の枠組みの中で可

及的に個人化された医療を提供するための位置づけをもつのが保険調剤の意義である。言い換えれば、１つ

の「保険算定できること」は quality conscious ベースで考えると、多くの保険算定できない仕事によって

支えられている。薬剤師の業務上の裁量権を制限していわゆる効率ベースに落とし込むとアウトカムの価値

を損なう危険性がある。 
また、保険機関としては、保険組織（国保組合）や行政が行う保健事業などに協力し、時に保健事業に関

する提案などを行っていく義務がある。これらはやがて地域社会から個人にフィードバック可能な事業であ

り、その逆もあり得るのであって、地域社会の公衆衛生向上といった薬剤師の任務に関わる重要な薬局とし

ての業務である。保険外の社会的保健事業の展開と充実が、薬剤師の multitasking performer としての

力を活かすことであり、薬局の存在意義の可視化を進め、その社会的責任の発露ともなる。しかし、現況に

おいてこうした事業に活発に参加している、あるいは自力でこうした事業を行っている薬局は非常にまれで

ある。 

 視点５ 保険医療の適正実施に貢献する保険調剤のありかたはquality conscious ベース 
    で評価検討されるべきである。  
視点６ 保険薬局の保険調剤以外の保健事業参画が薬局の存在意義を高める 

 
＜薬局の多様性と協働性＞ 

薬局は、地域性、立地、規模等において多様である。この多様性が当該地域社会および住民にとって有益

となるのは、共通かつ共同の視座の上に発展した多様性である場合である。例えば、当該地域のすべての薬

局が金太郎あめのように同一であれば、地域の医療や公衆衛生に明らかな限界（偏り）が発生することにも

なりかねない。 
一方、現在6万軒を超える薬局がありながら、地政学的偏在、機能的偏在が著しく、uncontrolled な状態

が続いている。このような状態で、果たして地域社会の多様な要請に対応できるのか。地域住民からみて、

薬局の存在感が希薄であるという指摘が後を絶たない現実に目を背けて保険調剤『市場』の喰い合いに埋没

するのか。再度薬局であろうとする意思的原点に立ち返って再考再建を図るときである。 
地域住民を取り囲むリスクはその様態や時間軸などを含めて非常に多様である。薬局は、その機能的特

性、立地、規模などに応じて、どのようなリスクに対応できるのかを経営ビジョンとして明らかにする必要

があり、それに応じた経営・運営戦略を持つ必要がある。これらの戦略の中にはほかの連携可能な薬局との

連絡関係、要時連携可能な医療・介護・福祉機関、また要時連携可能な行政窓口などのネットワーク構築が

含まれる。 

視点７ 薬局の多様性がもたらす地域益は、薬局間及び他部面との協働によって支えられる 

 ひとたび何らかの局面で関わりをもった地域住民と永続的なつながりを作り、更に新たな関係性をつく

り、深化させ、様々な局面において機動的な価値提供をはかることが求められている。そのためには、薬剤

師も薬局も心身又は業務運営上の余裕を持つ必要があり、物理的作業の効率化は今後必須となる。ただし、

この効率化とはあくまで作業の重複や連絡における冗長性の改善によるものであって、当然にたどるべきプ

ロセスの省略ではないことは、「対人業務の強化深化」が示すところである。また、この効率化によって、

どのような価値を生み出し得るのかが明らかにできないような単なるデジタル機器導入は 
新たな乱雑さを生むのみで価値の提示に結びつかないだけでなく、物的人的資源と機会を 
すり減らすことにもなりかねない。明確なビジョンと戦略のない薬局経営・運営は保険医療体系の収奪者と

いわれる危険すら孕む時代であることを十分に理解しておく必要がある。 

 視点８ 薬局業務の効率化とは、プロセス省略を意味するものではなく、対人業務の強化・深化に寄与す

るものでなければならない。 
 
＜薬剤師の任務・薬局の社会的責任＞ 

国民の権利意識は非常に高まっている。医療・保健衛生・薬事衛生等に関しては、いきおい、国民は弱者

の立場にあるものという前提で、受益主体である国民の受益権の適正な発現を推進するために我々は様々な

義務を負う。どのような業務意識・態度、業務運営をもってすれば、国民の権利の擁護に益するのであろう

か？ 
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また、国民自体はその権利に相応する義務を負うことはないのであろうか？ 

医療法第6条の2 
３ 国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業

務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医

療を適切に受けるよう努めなければならない。 
健康増進法第2条：国民の責務 
国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの 
健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 
 医薬品医療機器等法第1条の6：国民の役割 
 国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよ

う努めなければならない。 

 以上のように、関係法令には受益主体である国民の責務・役割などが明示され、受益に伴う倫理的義務が

示されているのであるが、国民がこれらの法令に接し、自らの責務を認識する機会はそう多くはないであろ

う。 
 とすれば、誰が国民の医療・保健衛生・薬事衛生部面における受益権の適正な発動を支え、国民の関心と

自覚を促し、意識変容から行動変容までの成長過程を伴走するのか。これが、我々に課せられた義務（任

務）の本態である。 
 美しい言葉でいえば、我々の1つひとつの臨床行動や社会活動は、一時的救援ではなく 
一人ひとりの住民の生活者としての自立と成長、生活充実を見据えた教育的支援である。 
 今、医療は「説明と同意」（コンプライアンス）から「対話と協働」（コンコーダンス）の段階に入って

いる。「対人業務の強化・深化」の行き着くところは、ヒトの協働者としての成長を見据えたものでなけれ

ばならない。さらにヒトの成長の果てにある自己超越・互助志向を促し、コミュニティの発展に自覚的に関

わり得る筋道を提示し、協働できることを明らかにするものでなければならない。 

視点９ 我々の1つひとつの臨床行動や社会活動は、一時的救援ではなく生活者としての自立と成長、生活

充実を見据えた教育的支援である 
視点10 対人業務の強化・深化がやがて一人ひとりの「健康な生活」およびコミュニティの「公衆衛生向上

増進」につながるものとして我々の業務を教育的支援の視座で 
   捉えなおす必要がある。 
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ユーザーズテスト １ 
テスト目的：薬物乱用問題関心度チェック 

テストモデル：あなたに知ってもらいたい薬物のはなし 
（公財）麻薬・覚せい剤乱用防止センター 

ユーザー：①学校薬剤師  ②一般の薬局薬剤師  ③大学等学生管理系職員④企業等労務管

理系職員     ⑤一般市民 

Q１ あなたは、この書籍（タイトル）に出会ったら、手に取ってみたいと 

思いますか？    □ YES                 □ NO 

Q２  あなたは、この書籍を読んでみて、対価を払ってでも個人的に 

入手したいと思いますか？   □ YES                 □ NO 

Q３   この書籍を入手するとしたらその目的は何ですか？ 

入手したいと思われたかたのみ回答ください。複数回答可 

□ １社会的な教養を身に着ける 

□ ２職務上又は生活上必要な知見を得る 

□ ３職務上又は生活上何らかの形で共有・利用する 

□ ４この書籍をベースにしてさらに情報を収集する 

□ ５その他 

Q4 ご自身にとって、内容は難しかったでしょうか。 

□ １難しい。内容全体を把握しきれない。 

□ ２やや難しい。 

□ ３必要な情報が体系的に理解できた。 

□ ４その他 

 
参考：学校薬剤師、薬局薬剤師、企業等の労務管理従事者におたずねしました。 

この書籍を教育・啓発にそのまま利用できるとお考えでしょうか？ 

意見：学校・職場教育について 

・高校生・大学生・有職社会人の内部教育についてはそのまま利用できる。 

・小中学生の学校教育では、書籍の内容や構成にそった2次資料が必要 

地域啓発について 

・そもそも関心の低い層に向かうことを考えて、切り口や資料の工夫が必要 

・できるだけ、内容のグレードを落とさないプログラムが必要 

             

 

ユーザーズテスト２  
テストモデル： 
１ あなたに知ってもらいたい薬物のはなし（公財 麻薬・覚せい剤乱用防止センター） 

２ 薬物の乱用は、 あなたとあなたの周りの 社会を壊します！（厚生労働省・都道府県） 

３ ご家族の薬物問題でお困りのかたへ（厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課  

発行 再乱用防止資料編集委員会 制作作成） 
ユーザー：①学校薬剤師  ②一般の薬局薬剤師  ③医師 

④企業等労務管理系職員     ⑤一般市民 

 

設問 あなたが「中学校で開催される親子・兄弟を中心とした地域関係者参加型の薬物乱 

用防止教室」の企画運営に関わるか、地域住民として参加するとしたら、その教材としてどれがふさわ

別紙 ２ 
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しいと思いますか。以下の観点について評価をしてみてください。 

回答は該当するテストモデルの番号をにチェックをいれてください。 

 

a．テーマ（キャッチ）が各世代、各社会層共通に受け入れやすいものはどれですか。 

1 つ選んでください。  
□ １   □ ２    □ ３  

b．内容の信頼性、発行有責性がはっきりしているのはどれですか。すべて選んでください。 
□ １   □ ２    □ ３  

ｃ．みなさんが薬物乱用問題で困ったときにどうすればよいか、最もよく具体的な行動指針を示していると

思われるのはどれですか。１つ選んでください。 

（困ったときにどこに相談すべきか、ケースによるメリット・デメリットも含めて） 

  □ １   □ ２    □ ３ 

d．資料が最も入手しやすいのはどれですか。（どこから入手できるか、金銭負担がある 

か など）１つ選んでください。 

  □ １   □ ２    □ ３ 

e．ペーパー資料としてどれが最も見やすく、読みやすいですか？1 つ選んでください。 

  □ １   □ ２    □ ３ 

f. ご家庭・職場などに置いておきたい資料はどれですか？１つ選んでください。 

  □ １   □ ２    □ ３ 

 

 
 
 
2022th  みなと区民まつり 健康・生活習慣 アンケート調査のお願い 

                   NPO・SMAC、一社地域医療薬学研究会 
＜アンケートの主旨＞ 

 この調査は、みなさまのセルフケア・セルフメディケーションに役立てる目的で、例年実施させていただい

ております。みなさまの回答用紙は、個人が特定できないように処理を行い、今後の活動、研究に活用させて

いただきます。また、回答用紙は責任者が 3 年間保存し、以後裁断焼却処分いたします。本調査は、回答を

強要するものではありません。納得同意いただける範囲でご協力をお願いいたします。 
＜アンケート１ 自分の健康管理について＞ 

【基本事項】 
Q１ 現在の居住地  １ 港区   ２ 港区外の東京都   ３ その他   ４ 外国籍 
Q２ 性別   １ 女性   ２ 男性   ３ その他 
Q３ 年齢層  １ 10代   ２ 20代   ３ 30代   ４ 40代 
        ５ 50代   ６ 60代   ７ 70代   ８ 80歳以上 
Q4 健康診断受診状況  １ 毎年受診  ２ 時々受診  ３ うけていない 
 

【骨粗しょう症について】 
Q5 骨粗しょう症について １ 大体理解している  ２ 言葉は知っている  ３ 知らない 
Q6 骨密度測定について  １ 初めて  ２ 経験がある（場所        ） 
Q7 転倒や骨折の経験   １ 経験なし  ２ 経験あり（ 転倒    骨折 ） 
 
              【食生活（栄養管理）について】 
Q8 食生活の偏りについて  １ 偏りが多い  ２ 偏りは少ない  ３ わからない 
 
               【運動（身体活動）について】 
Q9  健康のための運動   １ 積極的にやる  ２ 思いついたときにやる  ３ 特にしない 
 
                【健康情報などについて】 

別紙 ３ 
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Q10 健康・くすりの相談場所  １ ドラッグストア  ２ 薬局  ３ 病院など   
                ４  特に相談しない  ５ その他（           ） 
Q11 健康サポート薬局について  １ 知っている  ２ 聞いたことがある  ３知らない 
Q12 セルフメディケーションについて １ 知っている  ２ 聞いたことがある  ３ 知らない 
Q13 セルフメディケーション税制について 
              １ 知っている（ 申請した  申請はしない ） ２ 知らない 
 
                 

  
        
                                                  

 ＜アンケート２ 生活と習慣の変化について＞ 
5～10 年前の自分と、現在の自分を比べたときの変化を振り返ってみましょう。 
答えにくいことは答えなくてかまいません。 

 
Q14 お住まいについて 
  ① 住んでいる地域（市区町村）  １ 変わった     ２ 変わらない 
  ② 住まいの大きさ        １ 変わった     ２ 変わらない 
  ③ 同居者の状況         １ 変わった     ２ 変わらない 
  ④ 現在の居住状況  １ 単身   ２ 親子同居   ３ パートナー・友人と同居 
             ４ ペットと同居（単身で）  ５ ペットと同居（家族ともに）     
 
Q15 お仕事、学業について （複数選択可） 
  １ 学業を終え、就職した  ２ 転業した  ３ 仕事の場所が変わった  ４ 変化なし 
 
Q16 仕事・生活のストレスについて （複数選択可） 
  １ 増えた（ ① 人間関係  ② 業務量  ③ 役職  ④ 家庭  ⑤ その他 ） 
  ２ 減った（ ① 人間関係  ② 業務量  ③ 役職  ④ 家庭  ⑤ その他 ） 
  ３ わからない 
 
Q17 5～10 年前に比べて、減ったこと、やらなくなったこと （複数選択可） 
  １ 友人とのつきあい   ２ 仕事上のつきあい  ３ 家庭サービス  ４ 賭け事   ５ 飲

酒の機会・量   ６ タバコ   ７ 運動習慣   ８ 健康食品などの摂取 
  ９ 趣味     10 その他（                 ） 
 
Q18 5～10 年前に比べて、増えたこと、やるようになったこと （複数選択可） 
  １ 友人とのつきあい   ２ 仕事上のつきあい  ３ 家庭サービス  ４ 賭け事   ５ 飲

酒の機会・量   ６ タバコ   ７ 運動習慣   ８ 健康食品などの摂取 
  ９ 趣味     10 その他（                 ） 
 
Q19 薬局で健康管理のための自己検査ができることをご存知ですか？ 
  １ 知っている    ２ 聞いたことはある    ３ 知らない 
 
Q20 薬局でどのような自己検査をしてみたいですか？ 
  １ 糖尿病関連（血糖値など） ２ 脂質異常症関連（中性脂肪、コレステロールなど） 
  ３ 肝機能関連        ４ 自己検査はしたくない 
 
Q21 最近話題になっている「大麻」問題についての考えをお聞かせください 
  １ ダメ。ゼッタイ。       ２ 医薬品としての用途に限ればよい 
  ３ タバコ同様の嗜好品扱いをすればよい    ４ わからない 
 
  ご協力いただき、ありがとうございました。   来年もまた、お会いしたいものですね。 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業） 
 

分担研究報告書 
 
 

若年者違法薬物使用防止の啓蒙活動のためのエビデンス収集 
 

 
研究分担者 : 関野祐子（東京大学大学院農学生命科学研究科） 

研究協力者 : 筒井泉雄（東京大学大学院農学生命科学研究科） 

間瀬省吾、小金澤紀子（群馬大学大学院医学系研究科） 

 

研究要旨 

 大麻や合成カンナビノイドなどの違法薬物の摂取は，未だ心身が発達段階の若年者に対して正常な脳機能

を破壊し，記憶・認知・精神運動能力を変容させることが知られており，乱用防止は社会的に取り組むべき課

題である。そして違法薬物乱用防止の啓蒙活動において，大麻がなぜ若年者の心身の発達に有害であるかを

科学的に示すことは極めて重要である。本研究では，ラット胎仔由来凍結海馬神経細胞（SKY ニューロン）の

初代培養神経細胞による in vitro アッセイ法により，合成カンナビノイド（CP55940）が神経ネットワーク

形成に与える影響を神経細胞の生存率，樹状突起長，樹状突起スパイン数により定量解析した。神経細胞の樹

状突起は抗 MAP2 抗体，樹状突起スパインは抗ドレブリン抗体を使い免疫細胞染色法により可視化して共焦点

イメージサイトメータにより撮像し，画像処理を自動化するアルゴリズムを用いて解析した。本年度は，SKY

ニューロンの培養 7 日目から 2週間投与（EXP_D7_2w），および培養 14日目から 1 週間投与（EXP_D14_1w）

での実験結果を追加して解析した。また化合物の投与期間を変える実験ならびに神経細胞死に関与するカン

ナビノイド受容体を同定するための実験等も行った。EXP_D7_2wでは平均 59.9％（n=10），EXP_D14_1wでは

平均 73.1%（n=5）まで神経細胞数が減少した。培養 21 日目から 1 週間の投与（EXP_D21_1w）での神経細胞数

は平均 90.8％（n=3）であり細胞死は検出されなかった。CP55940 はシナプス形成期に特有の神経細胞死を誘

発することが分かった。次に，EXP_D7_2wにおいて 10 µM CP55940 に加えて，CB1 受容体阻害剤（AM281）を

投与したところ神経細胞死を阻害せず細胞死を増強した。大麻を青年期から長期にわたって使用していると

脳の一部分が委縮するとの報告があり，発達期特異的な神経細胞死が示唆されていた。本研究により，萎縮の

原因はシナプス形成期特異的な神経細胞死であることが明らかとなった。また本研究課題において，神経細

胞死がカンナビノイド受容体以外の経路で誘発された可能性をも示唆しており，今後は合成カンナビノイド

使用者の中毒症状を緩和する治療手段の開発が重要な課題となる。 

 

Ａ．研究目的 

大麻などの違法薬物は，特に，未だ心身が発達段階の

若年者に対して，長期的に正常な脳機能を破壊する。大

脳辺縁系への影響では，記憶，認知，精神運動能力を変

える可能性があり，中脳辺縁系経路への影響では，報酬

と快楽の反応および痛みの知覚に影響を与える可能性

がある(1)。一方，若年者における大麻摂取が，大脳皮質

の神経活動を長期的に変化させる神経メカニズムにつ

いては明らかになっていない。大麻（Cannabis sativa）

にはカンナビノイドと呼ばれる 480 以上の異なる化合

物が含まれている。カンナビノイドの主要な精神活性成

分は delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC)であり，

大麻樹脂抽出物の約 40％を構成するもう 1 つの重要な

成分がカンナビジオール（CBD）である。カンナビノイ

ドは，主に脳の神経細胞や脊髄にあるカンナビノイド受

容体（CB１受容体）と相互作用することによりその効果

を発揮する(2)。本研究では，大麻や覚せい剤などの違法

薬物が，発達段階の心身に対して与える影響のメカニズ

ムを，脳の神経細胞同士のネットワーク構築と関係の深

い神経シナプス後部構造の形態的な変化や樹状突起長

を指標とした in vitroモデル（初代培養神経細胞）を

使って明らかにする。 

本年度は，発達段階の培養ラット海馬神経細胞にΔ9-

THC や CBDと構造が類似し，CB1 受容体アゴニストであ

る CP55940 をモデル化合物として使用した（図１）。カ

ンナビノイド受容体アゴニストである CP55940 を投与

し，神経シナプス後部構造の免疫細胞化学染色とハイス

ループットイメージングアッセイ法を使って，発達段階
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の神経細胞にどのように作用するかを調査する。 

 

Ｂ.研究方法 

ラット海馬神経細胞の初代培養 

文献 5に従って, ラット胎仔由来海馬凍結神経

細胞（SKY ニューロン；AlzMed, Tokyo）を解凍

し PLL コートした 96 ウェルプレート（Zeon 社

非売品）に細胞数 1万個／ウェルになるように

播種し，5% CO2, 37 ℃にて培養を開始する。 

化合物投与実験 

CP55940（0.1 ~ 10 mM）を，シナプス形成前

期にあたる培養 7日目から 21 日目まで 2週間

曝露する実験（EXP_D7_2w)，シナプス形成後期

にあたる培養 14 日目から 21 日目まで 1週間曝

露する実験 (EXP_D14_1w)，21 日目から 28 日目

まで 1週間曝露する実験(EXP_D21_1w)を，昨年

度に引き続き行った（図 3）。 

シナプス形成期特有の 10 mM CP55940 による

細胞死の受容体メカニズムを明らかにするた

め，上記の EXP_D7_2w 実験において 10 mM 

CP55940 と同時に CB1 受容体阻害薬 AM281（3 

mM）を投与した。 

3 mM CP55940 は EXP_D7_2w でのみ MAP2 陽性の

神経突起長とドレブリン陽性のクラスター数を

増加した。本年度は，検出されたドレブリンク

ラスターの輝度分布の解析を行った。 

本年度はその他に，CB2 受容体阻害薬

（SR144528）の 10 mM CP55940 との同時投与実

験，さらに 10 mM CP55940 の投与期間を変える

実験として，14 日目で 3時間投与，14 日目か

ら 2週間投与，21 日目で 3時間，24 時間，3日

間などを行い，論文作成準備を開始した。 

免疫細胞染色 

免疫細胞染色は，ドレブリンの染色に抗ドレ

ブリン抗体（mouse monoclonal， M2F6，ハイ

ブリドーマ培養上清），樹状突起の軸を成す微

小管結合タンパク質である MAP2 の染色に抗

MAP2 抗体（rabbit polyclonal， 1:2000）を用

いて，4℃で 24 時間反応させた後，2次抗体と

して Alexa Fluor 488 donkey anti-Mouse IgG

（1:250）及び Alexa Fluor 594 donkey anti-

rabbit IgG(1:250）で可視化した。核を染色す

るために，4',6-Diamidino-2-Phenylindole 

Dihydrochloride（DAPI，1:1000)を加えて，細

胞を 3重に染色した。 

画像取得・解析は，CQ1, Yokogawa，

Kanazawa，Japan）の自動フォーカス機能

(20×lens， numerical aperture 0.45)を使っ

て自動的に撮像した後，ハイスループットで得

られた大量の画像情報を我々が独自に開発した

解析プロトコルを用いて行った。アルゴリズム

の開発は日本化学工業協会 LRI 委託研究課題

（第 8～10 期）で開発したものをベースとして

一部改良を行った。また本研究でのデータ取得

の一部は日本化学工業協会 LRI 委託研究課題の

研究費の支援により行われた。 

 

Ｃ.研究結果 

昨年度の予備的データに，10 mM CP55940 の投与

実験の解析結果を追加した。EXP_D7_2w では平均

59.9％（n=10），EXP_D14_1wでは平均 73.1%（n=5）

まで神経細胞数が減少した。培養 21 日目から 1 週

間の投与（EXP_D21_1w）での神経細胞数は平均

90.8％（n=3）であり細胞死は検出されなかった。

シナプス形成期の神経細胞は，慢性的な 10 mM 

CP55940 暴露に対して脆弱であることが分かった。 

10 mM CP55940 の EXP_D7_2wで見られる神経細

胞死に対して CB1 受容体阻害薬 AM281 は神経細胞

死を抑制せず， 3 例中 2例ではむしろ神経細胞死

が増強した（図 4）。 

EXP_D7_2wの 3 mM CP55940 長期暴露では MAP2陽

性の樹状突起長が約 25％伸びて，ドレブリンクラ

スター数は約 33％増加することを昨年報告した。

本年度は，樹状突起スパインへのドレブリン集積の

詳細をドレブリンクラスターの輝度分布を解析し

た。その結果，ドレブリンクラスターの輝度分布が

対照と比して明るい方にシフトしていた（data not 

shown）。今後定量的な解析法を開発して統計学的検

定を行う。 

EXP_D7_2wの 10 mM CP55940 長期曝露において残

存した神経細胞の樹状突起のドレブリンクラスタ

ー集積を定性的に観察した典型的な画像例を図 5

に示した。図 5A は培養 21 日目の代表的なニュー

ロンで，図 5Bは EXP_D7_2wで 10 mM CP55940 に曝

露されて残存した神経細胞の 1 例である。図 5C と

Dは A,Bに示した例について MAP2陽性の神経突起

の骨格をトレースしたものである。図 5Eと FはA,B

に示した例についてドレブリン陽性の樹状突起ス

パインをマークしたものである。細胞体周辺部に矢

印で示したような異常なドレブリン集積が観察さ

れていた。また矢頭で示したように樹状突起にも異

常なドレブリン集積のある通常よりも大きな樹状

突起スパインが認められた。 

 

Ｄ.考 察 

EXP_D7_2wにおいて，3 mM以下のCP55940の長期
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暴露では樹状突起スパインへのドレブリン集積の

みが観察されていたが，10 mM CP55940の曝露で神

経細胞死が観察された。3 mM CP55940で樹状突起

スパインにドレブリンが集積していたという結果

を踏まえると，ドレブリンが集積した樹状突起ス

パインにはPSD95の過剰な集積6)が予想されること

から，グルタミン酸受容体が集積している可能性

がある。そのために興奮性シナプス機能異常を引

き起こした結果，神経細胞死が誘発されたと考え

られる。  

EXP_D7_2wの10 mM CP55940による神経細胞死が

CB1受容体阻害薬により抑制されなかったことは，

細胞死がCB1受容体を介していないことを示唆して

いる。DheinのReview1)によると，慢性的なカンナ

ビノイド使用で血清中の成長因子のレベルが低下

するという報告が複数ある。     

BDNFやNGFは神経活動依存的に神経細胞から放出

される栄養因子であることから，培養神経細胞に

おいても内因性で作用をしていると考えられる。

これらの因子が不足することによる細胞死の可能

性がある。 

 

Ｅ.結 論 

発達段階の培養海馬神経細胞を使ったハイスルー

プットイメージングアッセイ法は，発達段階の神

経細胞への影響を鋭敏に検出できることが示唆さ

れた。培養神経細胞がネットワーク形成を開始す

るころから合成カンナビノイドに神経細胞が曝露

されると，時期特異的な神経細胞死が観察され

る。このことは若年期から大麻を使用した成人の

脳の一部で灰白質の委縮が見られたという報告を

説明する実験的根拠を示したことになる。本研究

課題は，若年者からの常習的な大麻使用が脳の正

常な発達を妨げるメカニズムが発達期特異的にみ

られる神経細胞死であるということを科学的に示

した重要な研究である。 
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図 1. Cannabinoid と CP55940 の化学構造 

合成カンナビノイド CP55940 

図 2. ラット胎仔由来海馬神経細胞の培養で観察される神経回路形成における樹状突起

スパイン形成過程：フィロポディアからスパインへの形態変化 

A. 樹状突起スパイン形成過程におけるアクチンとドレブリンの分布の変化：培養 7 日の

フィロポディアの先端はアクチンリッチでありドレブリンとの共存は少ない。 

B. フィロポディアからスパインへの形態変化の培養後の変化：培養 14 日ではフィロポデ

ィアとスパインは半々の割合となる。 

C. フィロポディア（左端）からスパイン（右端）への形態変化におけるドレブリン（緑）

と PSD95（水色）の分布変化の模式図。培養 7日はシナプス前部とのコンタクトサイト

にドレブリンがアクチンとともに集積し始めて，徐々に成熟型スパインとなる。 

A， B は文献 4から引用，Cは群馬大学白尾研ホームページより引用 
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図 4. CB1 受容体阻害薬 AM281 の 10 mM CP55940 による神経細胞死への影響 

EXP_D7_2w の実験結果の 2例を示した。3 mM と 10 mM の AM281 は，10 mM CP55940 による神経細胞死を阻害せず

増強した。この神経細胞死には CB1 受容体以外のカスケードが関与する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. CP55940 投与のタイミングと培養細胞の固定のタイミング 

EXP_D7_2w：シナプス形成前期(培養 7〜21 日)に曝露する実験のタイムコース 

EXP_D14_1w：シナプス形成後期(培養 14〜21 日)に曝露する実験のタイムコース 

EXP_D21_1w：シナプス成熟期(培養 21〜28 日)に曝露する実験のタイムコース 
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図５．シナプス発達前期（培養 7日目から 2週間）10 mM CP55940 に曝露した場合神経細胞の形態変化 

A. 培養 21 日目の溶媒対照群の神経細胞 

B. EXP_D7_2w で 10 mM CP55940 に曝露されて残存した神経細胞 

C. A に示した神経細胞の MAP2 陽性神経突起の画像処理による骨格トレース 

D. B に示した神経細胞の MAP2 陽性神経突起の画像処理による骨格トレース 

E. A に示した神経細胞のドレブリン陽性樹状突起スパインの画像処理によるトレース 

F. B に示した神経細胞のドレブリン陽性樹状突起スパインの画像処理によるトレース 

E と F を比較すると細胞体周辺部の異常なドレブリン集積（矢印）と，樹状突起上にもドレブリンが異常に集積し

たスパイン（矢頭）が観察されていることがわかる。 
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（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業） 
 

分担研究報告書 
 
 

大麻の実態調査，海外の規制情報の把握（１） 
 

－カンナビノイドをはじめとする大麻に特有な成分及びそれらの誘導体を 

含有する製品についての調査－ 

 
 

研究分担者：花尻（木倉）瑠理 （国立医薬品食品衛生研究所生薬部） 
研究協力者：田中 理恵 (国立医薬品食品衛生研究所生薬部) 
 
 

研究要旨 

 天然物化学的な最新の知見について調査を行った．日本国内に流通する，大麻草（Cannabis sativa L.）
由来のカンナビノイド，およびその誘導体，カンナビノイド以外の成分を含有する製品について調査した。

どのような形態の製品が市場に流通しているか，含有成分とその製造法，標榜されている効果効能，その他

特徴等について調べ考察した｡今回，対象化合物として THCO の含有を標榜する製品（THCO 製品）と

HHCO の含有を標榜する製品（HHCO 製品）を調査した。その結果，THCO 製品，HHCO 製品とも電子

タバコ用のカートリッジに入ったリキッドの製品が非常に多いことがわかった。リキッド製品に表示されて

いる含量値は THCO 製品が 14-96％，HHCO 製品が 10-95％であった．THCO 製品，HHCO 製品ともそ

れぞれ単独または他の天然由来カンナビノイドやカンナビノイド誘導体を加えたものがあることが分かっ

た。現在インターネット上の販売サイトでは HHCP のアセチル化体である HHCPO や THCP のアセチル化

体である THCPO など，その他のカンナビノイドのアセチル化体が出現しているのが確認されている。アセ

チル化は比較的容易に行える反応であることから，今後も新規の THC アナログのアセチル化体が出現する

含有される製品の流通が懸念される．引き続きこれら化合物の流通実態などについて調査していく必要があ

ると考えられる。  

 

Ａ．研究目的 

大麻は大麻草（Cannabis sativa L.）及びその製品

のことをいう．大麻草にはカンナビノイドと総称さ

れる炭素，水素，酸素のみからなる固有の化合物群が

含まれている（Fig.1）[1-9]．カンナビノイドは炭素

21 個からなるテルペノフェノリック骨格を持ち，酢

酸―マロン酸経路由来のオリベトール酸 olivetolic 
acid とメバロン酸経路由来のゲラニル二リン酸

geranyl pyrophosphate から生合成される．2016 年

に Elsohly らは 565 種の化合物が含まれ，そのうち

120 種がカンナビノイドと報告している[10-11]．大

麻草に含まれるカンナビノイドについて様々な研究

がされており，最近でも新規化合物が単離・構造決定

されている[12-14]．  
カンナビノイドの中には幻覚作用などの中枢作用

を 持 つ 化 合 物 が あ り ， こ の う ち �9-
tetrahydrocannabinol�(�9-THC）が最も中枢作用が

強く大麻草の活性本体である．Δ9-THC は生の植物体

中 で は フ ェ ノ ー ル カ ル ボ ン 酸 体 で あ る

tetrahydrocannabinolic acid (THCA)の状態で存在

する．THCA 自体は活性を持たないが，収穫後や保

存中の乾燥や，光や熱にさらされることによって脱

炭酸がおこり活性体である Δ9-THC へと変化する

（Fig.1）[1]．一方，cannabidiol（CBD）は植物体内

で cannabidiolic acid（CBDA）として生合成され，

これが脱炭酸することで生成する [6]．また，

cannabigerolic acid（CBGA）は Δ9-THCA と CBDA
の生合成前駆体で脱炭酸がおこると cannabigerol 
(CBG)となる．これら CBD および CBG は Δ9-THC
のような幻覚作用は持たないが，CBD は抗けいれん

作用など，CBG は抗酸化作用と抗炎症作用などの生

理活性が報告されている．近年これら化合物の持つ

生理活性作用やその他の治療効果などが着目される

ようになった．大麻草の成熟した茎や種子のみから

抽出・製造された CBD を含有する製品については，

大麻取締法上の「大麻」に該当しないとされているた

め，成熟した茎と種子から製造され違法でないと標

榜する CBD 製品も国内で市販されている．CBD オ

イル以外にアイソレートパウダーと称された高純度

な粉末製品，チョコレートやグミなどの菓子類，コー
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ヒー等の飲料，錠剤やカプセル等のサプリメント製

品または石鹸やバスソルトなどの食品以外の製品も

出てきている． 
Δ9-THC は現在，その異性体の Δ8-tetrahydro-

cannabinol（Δ8-THC）などとともに麻薬及び向精

神薬取締法の麻薬として規制されている．ところで

令和 3 年頃より，大麻草由来のカンナビノイドであ

る Hexahydrocannabinol (HHC)を初めとする 
THC アナログの含有を標榜する製品がインターネ

ット販売サイト上等で販売されているのが確認され

ている．HHC は天然の大麻草には微量しか含まれ

ていないが Δ9-THC や Δ8-THC を還元することでも

合成できる．HHC は令和 4 年 3月に指定薬物に指

定され規制されている．しかし HHC 以外にも THC
アナログが出現している．Δ9-THC，Δ8-THC のアセ

チル化生成物である THCO や HHC のアセチル化生

成物である HHCO，HHC の 3位の側鎖の長さが異

なる化合物である HHCP，Δ9-THC，Δ8-THC の 3
位の側鎖の長さが異なる化合物などの THC アナロ

グの含有を標榜する製品が次々と出現してきている

（Fig.1）． 
我々はこれまでに大麻の本質を明確にするために，

大麻の天然物化学的及び分子生物学的な最新の知見

について調査を行ってきた．今年度は日本国内に流

通する天然由来カンナビノイドの誘導体を含有する

製品について調査した．どのような形態の製品が市

場に流通しているか，含有成分と標榜されている効

果効能，その他特徴等について調べ考察した．今回，

THCO の含有を標榜する製品（THCO 製品）と

HHCO の含有を標榜する製品（HHCO 製品）を対象

とした． 
 
B. 研究方法 
大麻草（Cannabis sativa L.）の成分 THC アナログの含有

を標榜する製品ついて調査を行なった．大手オンライン

ショッピングモールを中心に検索を行なった．検索語とし

て，THCO，THC-O，HHCO，HHC-O，カンナビノイド，リ

キッド等を用いた．化合物情報の検索ツールとして

SciFinder を用い，PubMed および Google Scholar も併用

して検索を行なった． 
 
C. 研究結果及び考察 

THCO 製品，HHCO 製品についてインターネット

の販売サイト上で調査した．その結果 THCO，HHCO
製品の製品形態，リキッド製品のカートリッジの容

量，カンナビノイド成分について Table 1-3 にまとめ

た．また SciFinder による文献検索の結果，Δ9-THC
のアセチル化生成物の CAS 登録番号「23132-17-4」

で検索したところ 32 件がヒットした．同様に Δ8-
THC のアセチル化生成物の CAS 登録番号「23050-
54-6」で検索した場合，23件がヒットした（2023 年

1月時点）．  
１．THCO 
大麻草由来のカンナビノイドのうち，特に Δ9-THC

はその特異な構造と生理活性のため，古くから合成

研究が試みられており，近年でも新規の合成法が報

告されている[15-19]．カンナビノイドの立体選択的

合成の効果的なアプローチのひとつは， 3-
dihydroxybenzenen 誘導体とキラルなモノテルペン

誘導体の酸触媒によるカップリング反応を利用した

ものである．また CBD からルイス酸などを用いた

Δ9-THC の合成の検討も多く行われてきた．天然由来

化合物について，構造活性相関の研究の為，各種誘導

体が合成されることは初期のカンナビノイドの研究

で行われており，Δ9-THC のアセチル化体は 1968 年

に Gaoni らによって報告されている． 
THCO は Δ9-THC または Δ8-THC の 1位フェノー

ル性水 酸基を ア セ チ ル 化 し た 6aR,7,8,10aR-
tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 1-acetate (Δ9-THCO) また

は 6aR,7,10,10aR-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-
pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 1-acetate (Δ8-
THCO) で あ る （ Fig.3 ）． そ れ ぞ れ Δ9-
Tetrahydrocannabinol Acetate，Δ9-THC-O-Acetate
および，Δ8-Tetrahydrocannabinol Acetate，Δ8-THC-
O-Acetate などの別称がある．製品への表示名は

THCO または THC-O で Δ9-か Δ8-であるか表示して

あるものはほとんどない． 
THCO の含有を標榜する製品は複数の大手オンラ

インショッピングモールで販売されている．THCO
製品の製品形態はリキッド，オイル，グミ，ジョイン

ト（ハーブ），カプセルを確認した．このうち電子タ

バコ用のカートリッジに入ったリキッドの製品が非

常に多い．そしてリキッド製品は THCO 単独のもの

と，THCO に他のカンナビノイドを加えたものがあ

る．他のカンナビノイド成分として天然由来のもの

が CBD，CBN，CBG，HHCO，H4CBD が表示され

ている．リキッド製品中の THCO 含量の表示は 14-
96％であった．”とても体感の強い“，”しっかりとし

た体感”などの効果効能を謳っている． 
２．HHCO 
HHCは2022年3月に指定薬物に指定されたので．

現在流通していないが HHC の 1 位フェノール性

水酸基をアセチル化した HHCO が，2022 年月頃か

ら複数の大手オンラインショッピングモールで販売

されているのが確認されている．HHC は 9位の立体
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異性体の混合物なのでHHCOも異性体として存在す

る ． す な わ ち (6aR,9R,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-
pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-
benzo[c]chromen-1-yl acetate (11β-HHCO) と

(6aR,9S,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-
6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-benzo[c]chromen-1-
yl acetate (11α-HHCO) である（Fig.4）．それぞれ

9(R)-Hexahydrocannabinol Acetate ， 9(R)-HHC 
Acetate および，9(S)-Hexahydrocannabinol Acetate，
9(S)-HHC Acetate などの別称がある．製品への表示

名は HHCO または HHC-O である．HHCO 製品の

製品形態はリキッド，オイル，グミを確認した．この

うちリキッドのものが一番多い．リキッドの組成と

して HHCO 単独または HHCO に他のカンナビノイ

ドを加えたもの，他のカンナビノイドとして CBD，

CBN，CBG，HHCP，THCO，H4CBD，CBDV，CBL，
CBE，CBC，CBT の表示が確認された．リキッド製

品中の HHCO 含量の表示は 10-95％であった．“より
強いリラックス効果”，“極上のリラックス効果”など

の効果効能を謳っている． 
以上，THCO 製品，HHCO 製品についてインター

ネットの販売サイト上で調査した．実際の製品の中

身は表示の化合物，含量であるかは不明である．また，

最近ではインターネット上での製品の表示名だけで

は含有される化合物がよくわからない製品も出現し

ている． 
 

D. 結 論 

以上，日本国内に流通する大麻草由来のカンナビ

ノイド THC アナログのうち THCO，HHCO の含有

を標榜する製品ついて調査を行なった．その結果，

THCO 製品，HHCO 製品とも電子タバコ用のカート

リッジに入ったリキッドの製品が非常に多いこと，

リキッド製品中の含量の表示は THCO が 14-96％，

HHCO が 10-95％であり，それぞれ単独または他の

カンナビノイドを加えたものがあること等の知見が

得られた． 
現在ネット上の販売サイト上ではHHCPのアセチ

ル化体の HHCPO や THCP のアセチル化体の

THCPO など，その他アセチル化体が出現しているの

が確認されている．反応としてのアセチル化は比較

的容易に行えることから今後も同様の新規の THC
アナログのアセチル化体が出現する含有される製品

の流通が懸念される．引き続きこれら化合物の流通

実態などについて調査していく必要があると考えら

れる． 
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Fig. 1  Biosynthesis of cannabinoids 
 
 

 
Fig. 2  Δ8-THC，Δ9-THC から THC アナログの合成 
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Fig. 3 THCO 含有を標榜する製品に含有される化

合物 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fig. 4 HHCO 含有を標榜する製品にに含有される

化合物 
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Fig. 5  THCO，HHCO 製品の例； a) カート

リッジ，b) オイル，c) グミ 
 

 

 

 

 

Table 1  THCO，HHCO 製品の製品形態 

 
 
 
 
 
Table 2  THCO，HHCO 製品のカートリッジの

容量 

 
 
  

形態 THCO製品 HHCO製品

リキッド　 12 22

ハーブ（ジョイント） 1 0

グミ 3 1

オイル 2 0

カプセル 1 0

容量 THCO製品 HHCO製品

0.3 mL 1 2

0.5 mL 1 3

0.8 mL 2 2

1.0 mL 8 15

12 22
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Table 3  THCO，HHCO 製品のカートリッジの

カンナビノイド成分 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

成分 THCO製品 HHCO製品

THCOのみ 5 –

HHCOのみ – 7

CBD 2 3

CBG 6 3

CBN 5 14

CBDV 2 2

CBL 2 2

CBE 0 1

CBC 3 2

CBT 0 1

HHCO 2 15

THCO 7 7

HHCP 0 2

H4CBD 2 1

12 22
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分担研究報告書 
 
 

大麻の実態調査，海外の規制情報の把握（２） 
 

－大麻に関する学術論文，公開特許調査 － 
 

研究分担者: 花尻（木倉）瑠理（国立医薬品食品衛生研究所生薬部） 
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研究要旨 

 近年の大麻に関する学術論文および公開特許について調査を行なった．検索ツールとして SciFinder を用い特

許を中心に検索した．ゼロＴＨＣ大麻品種はいまだ作成されておらず，その原因として酵素機能的な副産物としてのＴ

ＨＣＡの産生が示唆された．また，育種によるＴＨＣ，ＣＢＤ以外のカンナビノイドの増強された大麻品種の改良や，異

種生物発現系を用いたマイナーカンナビノイド生産をバイオ企業は進めていることが明らかとなった．  

 

A．研究目的 
近年，世界各国での大麻の医療用用途利用や，一部

の国での合法化により大麻を取り巻く環境は様変わりし

た．大麻の二次代謝産物であるカンナビノイドの一種，カ

ンナビジオール（CBD）は，食品やサプリメント，化粧品

にも利用される物質となった．一方で，CBD が原料と考

えられるデザイナードラッグが危険ドラッグ市場に流通す

るようになった．そこで本研究では，近年の大麻に関する

学術論文，公開されている特許などを調査し，今後，世

界的に展開されると思われる新技術による大麻製品（開

発）の現状把握，新知見の情報収集を行い，大麻の本

質を明確にし，啓発のための基礎資料とする． 
 
B. 研究方法 

検索ツールとして SciFinder を使用し検索を行なった．

検索ワードとして，“Cannabis”，“cannabinoid”，“hemp” 
等を用い，Patent を中心に調査した．また，Patent に記載

されてる inventor の HP も調査した． 
 

C. 結果および考察 
大麻における最も一般的なカンナビノイドは、デルタ

9-テトラヒドロカンナビノール（Δ9-THC）および CBD であ
る．ともに，カンナビゲロール酸 （CBGA) を前駆物質と

して，それぞれテトラヒドロカンナビノール酸合成酵素

（THCAS），カンナビジオール酸合成酵素（CBDAS）とい

う異なる酵素によって，カルボン酸体の形で大麻植物体

中では生合成される．また，同じくCBGA を前駆物質とし

て、カンナビクロメン酸合成酵素（CBCAS）によってカル

ボン酸体で生合成されるカンナビクロメン（CBC）が存在

する．これら３つの合成酵素はあるひとつの共通の祖先

である遺伝子から変異（変化）によって生じたものである

と考えられている１）． 
Δ9-THC（THCA）を排除することを目的とした何年にも

わたる育種にもかかわらず，多くの産業用大麻品種は依

然としてこのカンナビノイドの痕跡を蓄積しており， EU 
が設定した制限値を現在も超えることがある．産業用大

麻品種に微量の THCA が蓄積する原因はいくつか考

えられている．THCA が CBDAS 活性の避けられない

副産物であること２ ），同様に，CBCASが低レベルの 
THCA 蓄積の原因である可能性が指摘されており３），今

日までにゼロTHC 産業用大麻品種の開発は達成され

ていない４）． 
前述の酵素機能での類似性は，その酵素自体のアミ

ノ酸配列，さらには DNA 配列での類似性を意味する．

CBDAS と THCAS はアミノ酸レベルで81%，CBDAS 
と CBCAS では83%の類似性を示す．また，THCAS と

CBCAS では92%の類似性である４）（図１）． 
THCAS 遺伝子の存在に関連する分子マーカー

（PCR プライマー）は，これまでいくつか作成されている

が ， THCAS と  CBCAS の類似性 に よ る ミス リ ー ド

（CBCAS にも反応する）が指摘されており，最近では，

EU の認証された産業用大麻品種の35%が THCAS マ

ーカーで検出（＋；陽性）される結果が報告されている５）．

さらに，これらのマーカーによる DNA フラグメントの同

定は，類似性によるミスリードだけでなく，プライマーによ

って捕捉された THCAS 遺伝子が機能しない不完全な

遺伝子（偽遺伝子）である可能性も示唆している．Grassa 
ら６）は大麻第 7 染色体上の複雑なゲノム領域の一部に，



 60 

これらカンナビノイドシンターゼの機能遺伝子，多数の偽

遺伝子，および完全長，不完全長の機能未知の配列が

散在していると指摘しており，大麻のTHCA の存在（生

合成）の有無，生合成能力についての解析法に関して

は，転写レベル（RNA）での解析法が検討されている４）． 
一方で，育種においてゼロTHCは確立されていない

が，いくつか THC，CBD 以外のカンナビノイドの含有

量が増加した大麻品種が特許により公開されている． 
US 2022/0386548 では，CBC（A）が最大で３％に増

加された品種が公開された． 
US 2022/0377998では，CBG（A）最大で15％含有する

品種が公開された．本種は総カンナビノイド（Total THC 
+ Total CBD + Total CBG + Total THCV + Total CBC+ 
Total CBDV +Δ8-THC + CBL + CBN）の98%をTotal 
CBG で占めるが，Total THCは0.05%以下と０（ゼロ）は

達成されていない． 
US 2023/0048606では，THCV（A）が増強された品種

が公開されている．本品種はTHC（A）の約半分量が

THCV（A）として産生されている．最大のものはTHC（A）

16.2%，THCV（A）6.7％と記載されている． 
また，WO 2023/015268では，大麻におけるTHCV，

THCVA，CBDV，CBDVA，CBGV，CBGVA，CBCV 
または  CBCVA 生成に関連する原因遺伝子（3-
oxoacyl-[acyl-carrier-protein]reductase）が米国の大麻バ

イオ企業から公開されている．THCVは，CB1受容体

のアンタゴニスト，CB2受容体のパーシャルアゴニス

ト．また、Δ8-THCVは CB1アンタゴニスト、GPR55
および l-a-lysophosphatidylinositol（LPI）のアゴニスト

で，5HT1A受容体のアクティベーターであるなど，若

者の濫用が懸念される物質でもある． 
近年，大麻におけるゲノム編集技術の報告が２報行わ

れたが７，８），US 2022/0186243でも，大麻を用いたCas9で
のゲノム改変について，CRISPRを用いた種子生産を行

うバイオ企業からの特許が公開されている．また，公開特

許に記載されているinventor （企業）の現状をHPなどウ

ェブサイトで調査した． 
・A社（米国）：酵母での発酵に由来する CBG の生産． 
・C 社（カナダ）：酵母における THC，CBD およびマイナ

ーなカンナビノイド生合成の研究開発． 
・I 社（カナダ）：大腸菌を使用した独自のカンナビノイド

生合成製造プラットフォームを開発．Δ 9-THCV、
CBDV、CBC、CBCT（cannabicitran）の生産． 

・B 社（米国）：酵母株を使用した独自のカンナビノイド生

合成製造プラットフォームの開発．同社は、CBC，

THCV，CBDV，CBGV の生産 
・C 社（米国）：カンナビノイドを生成するのに適した一連

の宿主生物の特定．レアカンナビノイドの生産 
・D 社（米国）：酵母菌株を操作し、カンナビノイドと栄養

補助食品を生産． 
・F社（ドイツ）：遺伝子操作されたテキーラ菌による CBD 

の生合成生産． 
・G社（米国）：目的の特定カンナビノイドを効率的に製造

する酵母細胞生成． 
・H 社（カナダ）：遺伝子操作された酵母でカンナビノイド

を生合成するプロセス開発． 
・L 社（米国）：操作された酵母におけるカンナビノイド

（CBD）の生合成生産． 
   大麻バイオ企業では異種生物発現系によるマイナー

カンナビノイドの生産に主軸が置かれていると考えられる

が，実際にどの程度の開発と実際の製品が存在するの

かは明確にできなかった．また，令和４年度中は遺伝子

の改良などの公開特許は見られたが実用化や生産性向

上，改変などの情報は確認されなかった． 
 
D. 結 論 
世界的な大麻を取り巻く状況が変化し，学術論文数，

特許数ともに，この数年，急激に増加している．生物学

的内容では，異種生物系によるカンナビノイド生産，カン

ナビノイド，テルペノイド生合成に関与する遺伝子の検

出，ＤＮＡゲノム情報の解明など，農業的には，カンナビ

ノイドの増強された新品種の改良などが明らかとなって

いる，一方で，ゲノム編集技術による遺伝子改変大麻，

ゼロＴＨＣ大麻品種はいまだ報告されていない．バイオ

企業の大麻植物への参入，大麻に特化したバイオ企業

が登場し，今後も大麻を取り巻く状況の変化が示唆され

た． 
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図１．CBDAS（AB292682），THCAS（AB057805），CBCAS（LY658673）のタンパク質配列アラインメント 
   ドットはコンセンサス配列  
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大麻を巡る国際社会の動向：米国及びカナダの規制状況について 
 

研究分担者: 舩田正彦（湘南医療大学薬学部、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所） 
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研究要旨 

米国では、大麻を規制物質法の中で最も規制の厳しい Schedule I と定めているが、2018 年より産業用大麻

(Hemp)については国として合法化しており、州単位では医療用または成人向けに嗜好用目的での使用を認め

る動きが活発化している。カナダにおいては、2001 年より医療用目的での大麻使用を合法化しており、さら

に 2018 年に国として成人向けに嗜好用目的での大麻使用を合法化している状況である。本研究では、米国の

各州における医療用大麻法 (Medical marijuana laws, MMLs)、レクリエーション用大麻法 (Recreational 
marijuana laws, RMLs)、産業用大麻 (2018 Farm Bill)およびカナダの大麻法 (Cannabis Act)について調査

し、米国およびカナダの大麻規制の現状についてまとめた。 
米国 MMLs：昨年度の調査では 37 州+コロンビア特別区 (D.C.)で認められていたが、本年度の調査では変

更はなく 37 州+D.C.となった。規制の状況は、一部の州において、大麻の適応症数の増減が認められたが、

大麻の所持量、摂取法などに変更はなく州間で統一されていない状況のままであった。MMLs が導入されて

いない 13 州では、カンナビジオール (Cannabidiol, CBD)の所持・使用を認めていた。 
米国 RMLs：昨年度の調査では 18 州+D.C.で認められていたが、本年度の調査では 3 州追加され 21 州

+D.C.となった。成人による嗜好用目的としての大麻使用規制については、年齢制限、所持量制限、使用でき

る場所の制限などは変更されていなかった。コロラド州、ワシントン州およびカリフォルニア州では、交通事

故を起こして死傷した運転手の大麻成分陽性者数の増加や大麻または大麻成分を含有する食品等の摂取によ

る健康被害が前年度調査より増加が確認された。 
米国 Hemp regulations：米国では、2018年に繊維等の採取のために産業大麻(Hemp)の生産を合法化した。

Hemp の定義は、乾燥重量でΔ9-tetrahydrocannabinol 濃度 0.3%以下の大麻草 Cannabis sativa L.であり規

制物質法の対象から除外されている。Hemp の栽培は許可制となっており、免許の更新、THC 濃度の測定、

hemp の定義から外れる大麻草の処分など厳格なルールが定められている。また、Hemp 栽培の免許では、医

療用または嗜好用目的での大麻栽培は禁止されている。 
カナダ Cannabis Act：2018 年より 18 歳以上のカナダ国民は、一定の制限下で大麻の所持や使用が認めら

れた(Cannbis Act)。カナダ連邦政府は、基本的な法整備、大麻産業に関連するライセンスの発行や栽培可能

な大麻の品種選定等を行っている。一方で、各州政府においては、連邦政府で決定した法律や大麻産業界のガ

イドラインを州単位の責任で運用していた。特に、使用可能な年齢はほとんどの州で 19 歳以上と規制を強化

していた。 
米国の各州およびカナダでは、行政が大麻の生産や流通を管理することで公共の安全と住民の健康を守り、

未成年の大麻使用を防止する取り組みのもとで大麻の使用が認められている状況である。世界的な大麻規制

の変化を注視し、我が国でも大麻使用に関する健康被害および社会生活に対する影響などを含む総合的な検

証が必要であろう。 

 

Ａ．研究目的 

近年、世界的に大麻規制の変革が進んでおり、大麻規

制を緩和する流れが起きている。米国では、大麻を

Controlled Substances Act (規制物質法)によって最

も規制の厳しい Schedule I と定めているが(1)、州単

位では、1996 年にカリフォルニア州で医療目的によ

る大麻使用が認められて以来、2012 年にはコロラド

州とワシントン州で嗜好用目的による大麻の使用を

合法するなど規制の変化が活発化している。また、米

国では、乾燥重量でΔ9-tetrahydrocannabinol (THC)

濃度が 0.3%以下の植物 Cannabis sativa L.について

は、産業用の利用を 2018 年より全米で合法化し、許

可を得ることで栽培が可能となっている(2)。カナダ

においては、2018 年より成人向けの大麻使用を規定

した Cannabis Act が施行され、国として、一定の制

限の中で嗜好用目的での大麻使用を認めている(3)。
米国やカナダの大麻規制の現状は複雑であり、その

規制手法を正しく理解することが重要である。さら

に大麻規制の変化が社会に対してどのような影響を

もたらすか、その実態を把握する必要がある。 
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 本研究では、米国の各州における医療用、嗜好用お

よび産業用としての大麻の規制の現状についてまと

めた。さらに、嗜好用大麻合法化後の社会的影響につ

いて、コロラド州、ワシントン州およびカリフォルニ

ア州が発表している自動車運転事故と健康被害の発

生状況についてまとめた。また、カナダにおける

Cannabis Act についても調査を行い、規制の現状に

ついてまとめた。 
 
Ｂ. 方 法 

(1) 米国における医療用大麻法（Medical marijuana 

laws, MMLs） 

2023年 1 月 20 日時点での、37州およびコロンビア

特別区 (D.C.)における MMLs の運用を担当する州の

管轄が公開している規定を調べ、州ごとの共通点と

相違点の比較整理を行った。調査項目は、年齢、患者

登録の有無、患者登録の有効期限、対象となる適応症、

所持量、使用方法として喫煙の可否とした。次に、カ

ンナビジオール(Cannabidiol, CBD)の医療目的での

所持・使用を認めている 13州について州の公開して

いる規定を調べ、MMLs と同様に州ごとの共通点と相

違点の比較整理を行った。 

 

(2) 米国におけるレクリエーション用大麻法

（Recreational marijuana laws, RMLs） 

 2023年 3 月 20 日時点での、21州および D.C.にお

ける RMLsを運用する州の担当局の公開している規定

を調べ、年齢、所持量、大麻および大麻製品の購入に

かかる税金、使用制限について調査し、MMLs の規定

との比較を行った。 

(近年では、recreational marijuana lawsに変わっ

て、 adult use of marijuana act、 adult use 

marijuana program、marijuana legalization act 

(bills, laws) 、 Regulation and Taxation of 

Marijuana Actなど recreationalという表現を用い

る状況となってきたが、本文中では medical 

marijuana lawsと対比させるために前年度と同様に

recreational marijuana laws, RMLsで統一した。) 

 

(3) 大麻合法化後の社会への影響について 

コロラド州における大麻の関連する交通事故発生

状況と大麻製品摂取による急性の健康被害の発生状

況については、Impacts of Marijuana Legalization 

in Colorado, A Report Pursuant to C.R.S. 24-

33.4-516, July 2021(4)、 The Legalization of 

Marijuana in Colorado: The Impact, Volume 8, 

September 2021 (5)および最新の情報を各レポート

の引用元より調べた。ワシントン州については

Monitoring Impacts of Recreational Marijuana 

Legalization 2019 Update Report (6)およびレポー

ト内の情報元サイトより大麻に関連する交通事故と

健康被害の発生状況を調べた。カリフォルニア州に

おいては Marijuana’s Impact on California, 

November 2020 (7) およびレポート内の情報元サイ

トより調査した。 

 

(4) 米国における産業用大麻(Hemp)の利用につい

て 

国農務省(USDA)が発表している規則 Domestic Hemp 

Production Program (2)の内容および USDAのホーム

ページ(8)より米国の Hemp 栽培に関する情報を調査

した。 

 

(5) カナダの大麻法 (Cannabis Act)および運用に

ついて 

 カナダ連邦政府およびカナダ州政府が公表してい

る情報について調査し、具体的な運用方法をまとめ

た(3,9)。 

 
Ｃ. 結 果 

(1) 米国における医療用大麻法（Medical marijuana 
laws, MMLs） 
米国では、大麻を規制物質法によって、最も規制の

厳しい Schedule Iと定めその使用を禁止している(1)。
一方、カリフォルニア州が 1996 年に米国内で初めて

大麻の医療目的使用を認める医療用大麻法（Medical 
marijuana laws, MMLs）を住民投票によって可決し、

2023 年 3 月 20 日までに 37 州とコロンビア特別区

(D.C.)において医療目的による大麻の個人的な所持

や使用を合法化したMMLs が州単位で運用されてい

る(Table.1)。 
医療目的で大麻を購入するためには、基本的には

州の定めた手続きに従って患者登録を行い、大麻を

購入するためのライセンスを発行してもらわなけれ

ばならい。カリフォルニア州においては、患者登録は

任意となっている(10)。大麻が使用可能な患者登録に

は、医師の診断が必要となっており、ワシントン州な

どは、一般の開業医などがその役割を担っている(11)。
一方で、ミズーリ州では、医療用大麻の取り扱いにつ

いて学び、専門医として州に登録している医師のみ

が、患者認定を行える制度をとっている(12)。また、

18 歳未満の患者が医療用大麻を使用する、または成

人において本人が実店舗で購入が困難な場合、21 歳

以上の親または介護者(caregiver) が代理でライセ

ンスを取得し、医療用大麻製品の購入や管理を行う。

ライセンスの有効期間は、1 年以内と定める州が多く、
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全ての州で更新が必須となっている。オクラホマ州

では、州内の 18 歳以上の成人 (2 年有効)、17 歳以下

の未成年 (2 年有効)、60日有効の短期ライセンス(年
齢の定め無し)、成人の caregiver (2 年有効)そして州

外の患者 (30日有効)のように複数のライセンスを用

意している州もある(13)。 
また、患者になるための要件として、各州は独自に

適応症を定めており、例えばサウスダコタ州では、医

学的に衰弱が認められる症状において適用され(14)、
イリノイ州では 52 の疾患で適応を認めていた(15)。
オクラホマ州(13)や D.C.(16)などでは、医師の判断で

患者の大麻使用を決定できる制度を取っていた。 
医療用目的で大麻の購入を許可された申請者 (患者

または患者が未成年の場合はその caregiver)は、州の

許可した店舗で大麻を購入することができる。アラ

スカ州やワシントン州では、最大で 1 oz (約 28.35 g)
までと制限されていたがオレゴン州では 24 oz (約
680.38 g)までとなっていた。前年度の調査ではミネ

ソタ州は、喫煙を不可としていたが、許可され本年度

の調査時点では 7 つの州で、医療目的での大麻草の

喫煙を禁止しており、大麻加工製品のみ使用を認め

ていた。また、医療用大麻の個人間での売買は 37 州

および D.C.のすべてで禁止されている。コロラド州

では、高濃度の THC を含む強力な大麻製品を未成年

が使用することで脳の発育と精神に与える影響を懸

念して法改正(法案名House Bill 1317)を行い、2022
年 1月１日より施行された(17)。House Bill 1317施
行前は大麻濃縮物の購入可能量は40グラムであった

が、変更後は 2グラムまでと制限している。また、患

者の購入量を管理し、1日に複数の店舗を訪れること

を防ぐシステムの運用を店舗に義務付けている。さ

らに 18 歳から 20 歳の患者登録に必要な医師の診断

を 1 名から 2 名に増やし、半年ごとに主治医の面談

を行うなど規制面の見直しが行われている。一方で、

2023 年 2月 16日に、THC 濃度上限の撤廃、医師に

よって推奨される製品の種類、１日の使用量、使用方

法の撤廃、医師とのオンライン診療の許可、House 
Bill 1317 で定められた大麻濃縮物の購入可能量 2グ
ラムを 8 グラムへ変更など医療へのアクセスを容易

にする目的で、法案 Senate Bill 81 が審議されたが、

本法案は全会一致で無期限の延期が決定した(18)。 
大麻の医療目的使用を禁止しているのは 13 州で、前

年度の調査から変化はなかった。これらの州では大

麻成分の一つで、精神作用を示さない CBD の医療目

的使用を認めている(Table.2)。アイオワ州やジョー

ジア州など 9 つの州では、MMLs と同様に専門の部

を設置し、患者登録を行なっていた。そのほかの州で

は、CBD の使用を認めた法律は運用されているが、

専門の部の設置は確認できなかった。CBD製品の特

徴としては、THC 含有量を 0-5%未満と制限してい

た。アイダホ州とネブラスカ州では特に規定は認め

られなかった。本年度の調査においても、大麻は、全

米で医療目的による使用が認められているわけでは

なく、約 3 割の州は依然として禁止薬物のままであ

った。大麻の医療用途としては、がん治療や

HIV/AIDS 治療の副作用緩和に適応されているが、

臨床上の有効性はさらなる検討が必要であると考え

られる。また、大麻の適用症、所持量、摂取方法は州

間で統一されておらず、大麻の医療目的使用として

の今後の課題であると考えられる。また、コロラド州

では、大麻の医療目的使用に関する法案が定期的に

審議されていた。今後もさまざまな州で法律が改正

されていく可能性も高く、引き続き米国の州におけ

る MMLs の調査を行う必要がある。 
 
(2) 米国における嗜好用大麻法（ Recreational 
marijuana laws, RMLs） 
米国では、21 歳以上の成人による大麻使用を認め

た嗜好用大麻法（Recreational marijuana laws, 
RMLs）が、2012 年に住民投票を経てコロラド州と

ワシントン州で可決された。その後、2022 年の成人

向け大麻使用の大麻合法化に関する住民投票では、

アーカンソー州が否決(反対 56%)、メリーランド州が

可決(賛成 67.2%)、ミズーリ州が可決(賛成 53.1%)、
ノースダコタ州が否決(反対 55%)およびサウスダコ

タ州も否決(反対 53%)となり、2023 年 3 月 20 日時
点で 21 州および D.C.で RMLs が運用されている。

RMLs が運用されている州内では、規則を守ってい

る限り大麻を所持または使用することによって州法

で処罰されることはない。 
MMLsおよびRMLsの比較一覧をTable.3に示す。

基本的に医療用途が認められてから数年後に成人向

けの嗜好用途を認める流れとなっている。嗜好用目

的で大麻を使用する場合、RMLs を運用する全ての

州で 21 歳以上と年齢制限を定めている。2023 年 3
月 20日時点で、D.C.を除いて大麻の商業流通が認め

られており、州がライセンスを付与した店舗のみで

購入が可能となっている。個人間の売買は 21 州およ

び D.C.のすべてで禁止されている。入店の際、セキ

ュリティーに ID を見せ、年齢チェックを行うことを

義務付けており、厳格な規則は前年度の調査から維

持されている。 
嗜好用大麻の販売を許可された店舗で大麻を購入す

る場合、大麻の購入可能量は、州ごとに定められた所

持量の範囲内であり、規定量を超えて所持または購

入すると違法行為(医療用大麻も同様)となる。また医
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療用大麻と比べると嗜好用大麻の所持量は少なく制

限されている場合が多い (Table.3)。大麻が使用でき

る場所は、医療および嗜好用問わず基本的に自宅の

みと制限されている。公共の場や連邦政府の管轄地

域での使用は禁止されている。また、大麻を使用しな

がら自動車の運転操作も禁止されている。こうした

規制も前年度の調査から変化はなかった。 
医療用または嗜好用として大麻を購入する場合、一

般的には州の定めた大麻税や消費税などがかかる。

医療用大麻と比較して嗜好用大麻は、ほとんどの州

で税率が高く設定されている(Table.3)。コロラド州、

オレゴン州またはカリフォルニア州など大麻の販売

で得られた税収は、州の事業のほか、公立学校の資金

援助や薬物乱用の規制等のプログラムに用いられて

いる(19-21)。具体的な教育プログラムとしては、コ

ロラド州デンバーにおいて 2017 年より「HIGH 
COSTS」と呼ばれる 13-18 歳を対象とした大麻使用

防止キャンペーンを実施している。本キャンペーン

の特徴は、10 代の若者に対して、大麻を使用するこ

とで直面する健康上そして経済的な問題などを伝え

ることで、その事実から大麻使用について考える機

会を作ることである。本年度の調査でも、本キャンペ

ーンのホームページや YouTube などは引き続き運用

されていることが確認できた(22)。 
以上の調査結果から、RMLs を運用している州では、

年齢、所持量そして使用可能な場所に制限をかけ、違

反時には罰則と若年層には使用させない規則の下で、

21 歳以上の大麻使用が認められていることが明らか

となった。また、未成年においては、大麻を使用させ

ない教育プログラムが実施されるなど対策がなされ

ていた。 
 
(3) 大麻合法化後の社会への影響について 
 大麻影響下における自動車の運転と事故の関連性

は、多くの研究から報告されている(23)。2012 年か

ら 2016 年までの交通事故全体の発生率は、成人向け

に嗜好用大麻を認めているコロラド州、ワシントン

州およびオレゴン州において、嗜好用大麻を違法と

する州と比較して 5.2%高いと報告されている(24)。
コロラド州で発生した交通事故の死傷者のうち大麻

成分が陽性となった運転手の推移を Table.4 に示す。

コロラド州では、店舗販売前の 2013 年の交通事故の

死亡者で大麻成分が陽性を示した人数は55人であっ

たが、2020 年には 131 人と約 2.3倍も増加している

(4, 5)。さらに 2013 年以降大麻だけではなくお酒や

様々な薬物の併用が確認された交通事故死亡者が約

7割前後を占めており、大麻と薬物の併用による運転

能力への影響が懸念される。ワシントン州では、生命

に関わる重大事故を起こした運転手のうち、THC 陽

性者は、合法化前の 2011 年 32 人から 2020 年は 113
人と約 3.5倍も増加している(6, 25)。カリフォルニア

州では、薬物名は公表していないが、薬物使用による

交通事故死者数は 1995 年の 266 人から 2019 年は

798 人とおよそ 3倍に増加している(7, 26)。これらの

報告は、大麻使用が直接の原因となって自動車事故

を引き起こしたことを示すものではない。しかしな

がら、死傷者から THC が検出される割合は年々増加

しており、大麻使用後の自動車運転に関しては注意

を要する状況となっている。 
 大麻を合法化している州では、大麻草のほかに、

THC や CBD など大麻成分を含有する食品や濃縮物

等が流通している。近年、大麻および大麻関連製品の

使用後に体調不良を起こし、救急搬送や健康相談の

件数の増加が報告されている。コロラド州内では、大

麻合法化前の 2011 年と合法化後の 2021 年とで比較

すると、0-5 歳の割合は、2011 年の 18 人から 2021
年は 151 人と約 8.4倍に増加、6-12 歳では、2011 年

0 人から 2021 年は 31 人まで増加、13-19 歳では、

2011 年 24 人から 2021 年は 55 人と約 2.3倍増加、

20-29 歳では、2011 年 16 人から 2021 年は 33 人と

約 2.1 倍増加、30 歳以上では、2011 年 24 人から

2021年は32人と約1.3倍増加となっていた(Fig.1)。
ワシントン州では、Washington poison centerへの

電話相談件数は、2014 年の 242件から 2020 年(1-11
月)は 424 件と約 1.7 倍に増加していた(27)。カリフ

ォルニア州で救急搬送された人数は、 2005 年の

1,393 人から 2019 年は 14,993 人と約 9.8 倍に増加

が報告されている(28)。コロラド州、ワシントン州そ

してカリフォルニア州では、いずれの州も成人向け

の大麻使用が合法化されて以来大麻および大麻関連

製品摂取後による健康被害の発生の件数が増加して

いることが明らかとなった。特に、家庭内における子

供の摂取が原因での急性中毒の増加が深刻な問題と

なっている。市販のお菓子と大麻クッキーや大麻キ

ャンディーは子供にとって区別することは困難であ

り、またパッケージの警告ラベルも理解できない可

能性がある。そのため製品は、施錠されたキャビネッ

トに保管するなど家庭内の意識を高めることが重要

であると指摘されている(29)。 
 
(4) 米国における産業用大麻の利用  (Agriculture 
Improvement Act of 2018 (2018 Farm Bill)) 
米国では、繊維等の生産の目的で産業用大麻

(Hemp)が 2018 年に合法的に栽培可能となった(2)。
Hemp は米国農務省(USDA)によって規制されてい

る作物 で あ り 、その 規則は Domestic Hemp 
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Production Program で定められている(2)。Hemp は、

THC の濃度が乾燥重量あたり 0.3%以下の大麻草と

Public Law 115 - 334 - Agriculture Improvement 
Act of 2018 (2018 Farm Bill)で定義される(30)。収穫
物のサンプリングと測定方法は、USDA が定める手

法に基づくこととなっている(31)。収穫物の THC 濃

度が 0.3%以上の場合は、法律の手順に従って破棄し

なければならい(32)。THC 濃度の分析は、DEA によ

って許可された専門の検査機関が行うこととなって

いる(2)。Hemp を生産するためには州または USDA
からライセンスを取得しなければならない (規制物

質に関する犯罪歴が過去10年以内にある場合はライ

センス取得ができないなど制限がある)。また、Hemp
栽培のライセンスで、成人向け嗜好用大麻または医

療用大麻を栽培することはできない(33)。Hemp の利

用目的は、繊維、食料原料そして CBD の抽出に用い

られている(34)。Hemp は、THC 濃度を乾燥重量あ

たり 0.3%以下と明確に定義して、専門の検査機関に

よって収穫物の検査を行うことで THC 濃度 0.3%を

超える大麻草 (Schedule I に該当) 由来の製品が市

場に流通しないよう管理されていることが明らかと

なった。 
 
(5) カナダの大麻法 (Cannabis Act)および運用につ

いて 
 2018年 10月 17日より 18歳以上のカナダ国民は、

嗜好用として一定の制限下で大麻の所持や使用が合

法化された。成人向けの嗜好用途を合法化した法律

は Cannabis Act と呼ばれ、カナダ全土での大麻の生

産、流通、販売、所持を管理するための厳格な法律と

なっている(3)。合法化の主な目的は、Cannabis Act 
7-purpose において「大麻へのアクセスを制限するこ

とで若者の健康を保護する、大麻使用の誘惑から若

者や使用しない人を保護する、大麻に関連する違法

行為を減らすために、合法的な生産を許可する、違法

行為に対して適切な措置を行う、大麻犯罪に関する

刑事司法制度の負担を軽減する、品質管理された大

麻を供給する、大麻使用に関連する健康リスクに対

する一般の認識を高める」と述べられている(35)。
Cannabis Act では、州または準州の基準に従って、

18 歳以上の成人は法的に以下のことが許可されると

され、前年度の調査から法的基準に変更はなかった

(3)。公共の場で大麻を最大 30グラムまで所持可能、

大麻関連製品の所持量は、乾燥大麻の重量に基づい

ており、1グラムの乾燥大麻は、5グラムの新鮮な大

麻、15グラムの食品、70グラムの液体製品、0.25グ
ラムの濃縮物、大麻種子 1 個分と定義されている。

州または準州の認可を受けた小売業者から大麻また

は大麻関連製品を購入可能、州等が小売を許可して

いない場合は連邦政府の許可を受けた事業者からオ

ンラインで購入可能、住居ごとに 4 株までの栽培可

能、家庭内で大麻を使用した食品や飲料の製造可能 
(有機溶剤を使用した濃縮物の製造は禁止)という基

準も前年度の調査のままであった。大麻を使用可能

な場所は、基本的に自宅となっているが、場所の制限

は州および準州の規定に従うこととなっている(3)。
また、Cannabis Act では、18 歳未満に大麻を販売ま

たは提供することを固く禁じており、違反した場合

最大 14 年の懲役刑を設けている。そのほかにも大麻

影響下での運転操作を禁止している (3)。 
カナダの大麻規制の取り組みは、連邦政府と州政府

とでその役割を分担している。連邦政府は、栽培可能

な大麻の品種の選定、大麻の栽培および製造を行う

生産者に対する要件の設定、大麻産業全体の規則と

基準 (販売可能な大麻関連製品の種類、製品の包装お

よびラベル表示の要件、サービングサイズ、プロモー

ション活動の制限など)を設定することである。また、

大麻産業に関連するライセンスの供与と連邦消費税

や物品税の徴収も行う(36)。一方で、州政府の責任は、

連邦政府の定めた規制を州の責任で運用することと

なっている。具体的には、Cannabis Act より基準を

緩和することは禁止として、年齢の制限強化、大麻お

よび大麻関連製品の流通とその監視、所持可能な大

麻量、使用可能な場所の設定などを行う(9)。州の状

況を Table.5 にまとめた。大麻を使用可能な年齢は、

アルバータ州以外は、19 歳以上と規制を強化してい

た(ケベック州は 21 歳以上)。さらに、州および準州

は、消費者からそれぞれの地域に応じた大麻税を徴

収する責任を負う(36)。 
以上まとめるとカナダでは、米国の州と同様に、成

人向け嗜好用目的での大麻所持や使用については、

年齢制限が設けられ自動車運転も禁止されていた。

合法化の目的は、大麻使用可能な年齢、所持可能量の

制限や大麻製品の製造に関する基準を設けることで

公共の安全を守ることと未成年の大麻使用の防止と

なっていた。 
 
Ｄ. 考 察 

 米国では、37 州および D.C.において大麻を医療目

的で使用することを認めている。前年度の調査と比

較して、適応症の数、個人の所持量や使用方法などは

州単位で異なっており、MMLs を認めている全ての

州で統一されていない状況のままであった。適応症

の中で、がん治療や HIV/AIDS 治療に伴う食欲不振

や吐き気止めなど特定の症状の抑制に対する効果は

認められているので、これらが米国における医療用
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大麻の使用拡大に寄与していると考えられる。しか

しながら、他の適応症に関しては、臨床上の有効性に

関する検討が不足しており、更なる研究が必要であ

ると考えられる。一方で、コロラド州では未成年患者

における高濃度 THC を含む大麻濃縮物の使用を懸

念して、医療用大麻の運用方法を見直すなどの動き

も認められる。医療用大麻に関する法律は、定期的に

議論されている状況であり、引き続き、医療目的での

大麻使用についてどのように制度が変わっていくか

調査を続ける必要がある。 
大麻を成人向けに嗜好用として使用を認めている

州は、前年度の調査(18 州+D.C.)から本年度の調査で

は 3 州増え、21 州および+D.C.となっていた。大麻

の売買は課税対象となっており、州の財源となって

いる。また、大麻を合法化した州では、税収の使い方

を定めており、その一部は公立学校の建設費用や教

育プログラムに配分することとなっていた。実際に

コロラド州では、公立学校の建築や設備投資、教育プ

ログラムや薬物乱用の予防啓発に配分していること

も本年度の調査で確認された。以上のことから、米国

の州において大麻の所持・使用を認める動きは、必ず

しも大麻の安全性を背景にしたものではなく、大麻

の流通量や社会情勢が影響していると考えられる。 
コロラド州、ワシントン州およびカリフォルニア州

では、大麻および大麻関連製品の使用に関連した交

通事故の増加、救急搬送事例件数や電話による健康

相談件数の増加などの健康被害の発生が継時的に増

えていることが確認されている。したがって、未成年

の大麻使用防止教育、大麻影響下における自動車運

転の抑止そして家庭内での大麻および大麻関連製品

の管理の徹底は極めて重要な課題となっている。大

麻使用が合法化されたことで大麻使用者は増加する

ことから、今後も新たな公衆衛生上の問題が発生す

る可能性がある。米国の州では厳格な規則のもと大

麻の使用を認めているが、コロラド州、ワシントン州

およびカリフォルニア州から見た実態は、必ずしも

規則が守られているとは限らない状況である。 
米国では、産業用大麻(Hemp)の生産を合法化して

おり、THC 濃度を乾燥重量あたり 0.3%以下と明確

に定義して、その生産と流通を管理していることが

明らかとなった。一方で、世界的に Hemp から抽出

されるカンナビノイド(主に CBD)を利用して半合成

カンナビノイド(Semi-synthetic cannabinoid)と呼
ばれる新しい形態の化合物が乱用され、健康被害の

発生が懸念されている(37)。実際に、米国では、新た

に THC のアセチル化体であるΔ9-THC-O-acetate、
Δ8-THC-O-acetateまたはCBD-di-O-acetateを含む

製品の流通が確認されている(38)。新たに登場する半

合成カンナビノイドは、その薬理作用が不明な場合

が多く、予期せぬ健康被害を引き起こす恐れがある。

Hemp の生産が全米で拡大することで、生産に関す

る制度、経済そして公衆衛生にどのような影響をも

たらすか、引き続き調査を行う必要がある。 
カナダでは、米国の州と同様に嗜好用大麻の所持や

使用については年齢制限を設けていた。使用可能な

場所も基本的に自宅のみとなっており、自動車運転

も禁止されていた。合法化の目的は、大麻使用可能な

年齢、所持可能量の制限や大麻製品の製造に関する

基準を設けることで公共の安全を守ることと未成年

の大麻使用の防止となっていた。 
引き続き、世界的な大麻規制の変化を注視し、我が国

でも大麻使用に関する健康被害および社会生活に対

する影響などを含む総合的な検証が必要であろう。 
 
Ｅ. 結 論 

 米国の州およびカナダにおいて、大麻の使用には

厳格な規則が定義されている。特に、嗜好用として認

めている州では、罰則規定など厳しい規制を設けて

青少年での使用には警戒している。一方で、必ずしも

大麻の規制が守られているわけではなく、様々な公

衆衛生上の問題も発生している。世界的な大麻規制

の変化を注視し、我が国でも大麻使用に関する健康

被害および社会生活に対する影響などを含む総合的

な検証が必要であろう。 
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Table.1 米国 37 州および D.C.における Medical marijuana laws の比較 

 
 2023 年 3月 20日時点における米国 37 州および D.C.の医療用大麻の州管轄ホームページより運用方法の

情報を収集した。基本的な患者登録可能な年齢は 18 歳以上だが、すべての州で医師および親の同意があれば

18 歳未満でも患者登録は可能である。18 歳未満の患者(アラバマ州は 19 歳未満)が大麻製品を購入する場合、

21 歳以上で州から資格を得た caregiver が代理で対応する必要がある。適応症の数は、制度の見直しによっ

て増減する可能性がある。所持量は大麻草の量を表しており 1 oz は約 28.35g で換算される。大麻加工製品

は製品の種類ごとに所持量の規制がある。喫煙は、大麻草の加熱吸引のことであり、ヴェポライザー等の使用

については別に規制される場合がある。大麻および大麻加工製品の使用可能な場所は基本的に自宅のみであ

る。大麻影響下における自動車等の運転操作は禁止されている。 
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Table.2 米国 13 州における Cannabidiol (CBD)の取り扱いの比較 

  
 2023年 3月 20日時点における米国 13州の州政府ホームページよりカンナビジオール(Cannabidiol, CBD)
の運用方法の情報を収集した。アイオワ州やジョージア州は MMLs のような専門の部署を設置していた。基

本的に CBD を入手するためには、州または医師の許可が必要となっているが、ケンタッキー州とテネシー州

ではそのような制度は運用されていなかった。CBD製品は、THC 含量を制限しており、最大でも 5%未満と

なっていた。10 州は適応可能な疾患を定めており、ジョージア州はガンの末期治療またはガン治療に伴う吐

き気や嘔吐の抑制、筋萎縮性側索硬化症、てんかん、多発性硬化症、クローン病、ミトコンドリア病、パーキ

ンソン病、鎌状赤血球症、トゥレット症候群、自閉症スペクトラム障害、表皮水疱症、アルツハイマー病、エ

イズ、難治性疼痛、PTSD の 15 疾患、テキサス州は難治性てんかん、発作、難治性神経変性疾患、末期癌、

多発性硬化症、痙縮、筋萎縮性側索硬化症、自閉症の 8 疾患が使用可能な対象となっていた。アイダホ州と

ネブラスカ州は、CBD を運用する制度は設けていなかったが、米国では Epidiolex のみ医師の判断で適応疾

患(レノックス・ガスト-症候群、ドラベ症候群および結節性硬化症)の治療に用いることが可能となっている。

CBD の医療目的使用のみを認めている 13 州において大麻の所持・使用は違法行為である。 
 
 
  

州 法律 (可決年) 許可 THC含有量 CBD含有量 適応疾患 管轄

1 ケンタッキー州 SB 124 (2014) なし 0% THC CBD濃度規定なし

2 アイオワ州 SF 2360 (2014), HF 524 (2017) 必須 THC<3% 高濃度CBD 申請書に記載されている疾患 Iowa Department of Health

3 ノースカロライナ州 HB 1220 (2014), HB 766 (2015) 必須 THC<0.9% CBD>5% 難治性のてんかん患者
 North Carolina Department of Health and Human

Services, North Carolina Department of Agriculture &

Consumer

4 サウスカロライナ州 SB 1035 (2014) 必須 THC<0.9% CBD>15%
レノックス・ガストー症候
群、ドラベ症候群または難治

性のてんかん

5 ジョージア州 HB 1 (2015) 必須 THC<5% THCと等量以上 15疾患 Georgia Department of Public Health

6 テネシー州 SB 280 (2015) なし THC<0.9% 高濃度CBD 難治性のてんかん患者
Tennessee State Government, Tennessee General

Assembly, Tennessee Department of Health

7 テキサス州
SB 339 (2015), HB 3703 (2019),

House Bill 1325 (2019)
必須 THC<0.5% CBD>10% 8疾患 Texas Department of Public Safety

8 ワイオミング州 HB 32 (2015) 必須 THC<0.3% CBD>5%
難治性のてんかん患者および

発作障害
The state of Wyoming, Wyoming Department of Agriculture

9 インディアナ州 HB 1148 (2017) 必須 THC<0.3% CBD>5% 難治性のてんかん患者 The state of Indiana

10 ウィスコンシン州 SB 10 (2017) 必須 低濃度THC 高濃度CBD 医師の判断

11 カンザス州 HB28 (2019) 必須 THC<5% CBD濃度規定なし

12 アイダホ州 規定なし 必須

13 ネブラスカ州 規定なし 必須

Cannabidiol (CBD)の使用を認めている州

Epidiolex

Epidiolex
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Table.3 米国 21 州および D.C.における医療用と成人向け嗜好用目的の大麻規制の比較 

  
 2023 年 3月 20日時点の医療用大麻法と嗜好用大麻法を管轄する州のホームページより法律名、法案が可

決した年、大麻使用可能な対象年齢(医療の場合、医師の同意があれば 17 歳以下でも大麻を使用することが

できる)、大麻の所持量、大麻の購入かかる税金の規定を調査した。所持量や栽培可能量は、基本的に医療用

途で多く認められている。税金は、嗜好用途で多く課せられている。D.C.では、嗜好用としての大麻の商業

取引は禁止されている。使用可能な場所はすべての州で共通して自宅などプライベート空間のみとなってい

た。 
Table.4 コロラド州における大麻関連の交通事故死傷者数の推移 

州

対象 MMLs RMLs MMLs RMLs MMLs RMLs MMLs RMLs

法律 Amendment 20 Amendment 64 Initiative 692 Initiative 502 Ballot Measure 8 Ballot Measure 2 Measure 67 Measure 91

可決 (年) 2000 2012 1998 2012 1998 2014 1998 2014

対象年齢 18歳以上 21歳以上 年齢制限なし 21歳以上 18歳以上 21歳以上 18歳以上 21歳以上

所持量 2 oz 1 oz 1 oz 1 oz 1 oz 1 oz 24 oz 1 oz

税金
州売上税2.9%，地

方消費税

大麻税15%，物品

税15%，州売上税

2.9%，地方消費税

非課税

大麻税37%，州

売上税6.5%，地

方消費税

非課税

植物の部位ごとに

課税(最大で

$50/oz)，地方消

費税

都市ごとに異な

る，地方消費税

大麻税は都市ご

とに17-20%，地

方消費税

州

対象 MMLs RMLs MMLs RMLs MMLs RMLs MMLs RMLs

法律 Initiative 59 Initiative 71 Proposition 215 Proposition 64 Ballot Question 9 Ballot Question 2 Senate Bill 611 Question 1

可決 (年) 1998 2014 1996 2016 2000 2016 1999 2016

年齢制限 年齢制限なし 21歳以上 18歳以上 21歳以上 年齢制限なし 21歳以上 18歳以上 21歳以上

所持量 2 oz 2 oz 8 oz 1 oz 2.5 oz 1 oz 2.5 oz 2.5 oz

税金 大麻税5.75%
売買の禁止 (税

率の規定なし)

消費税15%，地

方消費税

大麻税15%，州

売上税8.5%，地

方消費税，植物

の部位ごとに追

加課税

大麻税2%，物品

税2%，消費税

6.85-8.1%，地方

消費税

大麻税15%，物品

税10%，消費税

6.85%，地方消費

税

大麻税5.5%，食

品は8%

大麻税10%，消

費税5.5%，物品

の形状で追加課

税

州

対象 MMLs RMLs MMLs RMLs MMLs RMLs MMLs RMLs

法律 Ballot Question 3 Ballot Question 2

Senate Bill 76

(22-7), HB 645

(82-59)

 H. 511 bill Proposal 1 Proposal 1 House Bill 1 House Bill 1438

可決 (年) 2008 2016 2004 2018 2008 2018 2013 2019

年齢制限 18歳以上 21歳以上 18歳以上 21歳以上 18歳以上 21歳以上 18歳以上 21歳以上

所持量 10 oz 1 oz 2 oz 1 oz 2.5 oz 2.5 oz 2.5 oz 2.5 oz

税金 大麻税3.75%

大麻税10.75%，州

売上税6.25%，地

方消費税

非課税
大麻税14%，州

消費税
大麻税3%

大麻税10%，消費

税6%

大麻税7%，州売

上税1%

大麻税7%、THC

濃度に応じた特

別税10~25%、地

方消費税

州

対象 MMLs RMLs MMLs RMLs MMLs RMLs MMLs RMLs

法律 Initiative 148

I-190,

Constitutional

initiative 118

Ballot

Proposition 203
Proposition 207 Senate Bill 119 Public Question 1 A6357 SB 1406

可決 (年) 2004 2020 2010 2020 2010 2020 2014 2021

年齢制限 18歳以上 21歳以上 18歳以上 21歳以上 18歳以上 21歳以上 18歳以上 21歳以上

所持量 1 oz 1 oz 2.5 oz 1 oz 3 oz 1 oz 1 oz 1 oz

税金
大麻税4%，地方

消費税

大麻税20%，地方

消費税
大麻税5.6%

大麻税16%，地

方消費税

大麻税2% (2022

年7月1日に撤廃

し0%とする)

大麻税6.625%，消

費税2%
非課税

大麻税21%、地

方消費税

州

対象 MMLs RMLs MMLs RMLs MMLs RMLs MMLs RMLs

法律 A6357 S854A SB 523 HB 2 A6357 SB 1201  SB 923
Maryland

Question 4

可決 (年) 2014 2021 2007 2021 2014 2021 2014 2022

年齢制限 18歳以上 21歳以上 18歳以上 21歳以上 18歳以上 21歳以上 18歳以上 21歳以上

所持量 医師の判断 3 oz 3 oz 2 oz 加工品のみ 1.5 oz 医師の判断 1.5 oz

税金 大麻税7%

0.5セント/mg (花

穂中のTHC量)，

0.8セント/mg (濃

縮物のTHC量)，

0.3セント/mg (T食

品中のTHC量)，

大麻税9%，地方

消費税4%

非課税

大麻税12%

(2030年まで毎

年1%増加)、地方

消費税

非課税

0.625セント/mg

(THC)，2.75セント

/mg (食品重量)，

0.9セント/mg (製

品重量)，大麻税

6.35%，消費税3%

非課税 未定

州

対象 MMLs RMLs MMLs RMLs

法律 Amendment 2 Amendment 3
Medical

Marijuana Act

Rhode Island

Cannabis Ac

可決 (年) 2018 2022 2006 2022

年齢制限 18歳以上 21歳以上 18歳以上 21歳以上

所持量 4 oz 3 oz 2.5 oz 1 oz

税金 大麻税4% 大麻税6% 大麻税7%

消費税7%、地方

消費税3%、大麻

税10%

メリーランド州

ロードアイランド州

使用制限
学校，職場，公共の場（歩道，公園，テーマパーク，スキー場，コンサート会場，空港，駅，駐車場，飲食店，ア

パート， 病院，国有地）での使用は禁止．マリファナ影響下での自動車等運転操作は禁止．

ニューヨーク州 ニューメキシコ州 コネチカット州

ミズーリ州

オレゴン州

メイン州

イリノイ州

バージニア州

コロラド州 ワシントン州 アラスカ州

D.C. カリフォルニア州 ネバダ州

マサチューセッツ州 バーモント州 ミシガン州

モンタナ州 アリゾナ州 ニュージャージー州
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 交通事故死亡者のうち大麻成分が検出された推移を示す。コロラド州では 2014 年より大麻および大麻関連

製品の店舗販売が開始された。「他の薬物」における薬物名は不明である。 

死亡事故 大麻のみ 大麻とお酒 大麻と他の薬物 大麻とお酒と他の薬物 合計死亡者数

2013 23 18 9 5 55

2014 32 31 6 6 75

2015 42 26 22 8 98

2016 45 46 26 8 125

2017 46 36 32 25 139

2018 30 44 30 11 115

2019 42 45 25 20 132

2020 50 31 33 17 131
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Table.5 カナダ 10 州および 3準州における Cannabis Act 運用方法の比較 

 
2023 年 3 月 20 日時点における国として認めているカナダ 10 州および 3 準州の政府ホームページより大

麻の嗜好用途を定めた大麻法 (Cannabis Act)の運用方法の情報を収集した。カナダ連邦政府は大麻使用可能

な年齢を 18 歳以上と定めているが、ほとんどの州では 19 歳以上と規制を強化していた。カナダは国として

大麻および大麻関連製品の販売を認めており、販売許可を得ている店舗または州政府が運営する店舗で購入

することが可能となっている。所持量は乾燥大麻草 30グラムで統一されていた。大麻規制については州政府

が監督を行っている。 
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Fig.1 コロラド州における大麻および大麻関連製品摂取後の健康被害発生状況の推移 
 Impacts of Marijuana Legalization in Colorado, A Report Pursuant to C.R.S. 24-33.4-516, July 2021 (4)
およ情報元の Rocky Mountain Poison & Drug Safety の調査結果より大麻および大麻関連製品摂取後の年齢

別の救急搬送数の推移を示す。コロラド州では 2012 年に 21 歳以上の成人向けに嗜好目的での大麻使用が合

法化され、2014 年より大麻および大麻関連製品の店舗販売が開始された。 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業） 
 

分担研究報告書 
 
 

テトラヒドロカンナビノイドの摂取感覚効果に関する研究 
 

研究分担者: 森 友久（星薬科大学） 
 

研究要旨 

通常、依存形成薬物を摂取することによってヒトは様々な感覚、即ち自覚効果を得ることが知られ、 大麻の成分であ

るテトラヒドロカンナビノイド（THC）などの薬物は幻覚を示す。この自覚効果を実験動物において検討する方法として

薬物弁別法が用いられている。世界中で大麻の乱用問題の議論がなされているものの、大麻により発現する感覚とは

何か、あるいは何を求めて乱用されるのかについてはほとんど明らかにされていない。昨年度までに、THC の弁別刺

激効果は、upper 系と downer 系といった相異なる感覚を併せ持つ極めて珍しい感覚から成り立っており、THC 以

外の幻覚を有する薬物との感覚における相同性を検証したところ、upper 系に属する幻覚誘発薬である MDMA と一

部感覚におけるプロファイルが似ているものの、他の幻覚を発現する薬物による感覚あるいは典型的な依存形成薬物

による感覚との類似性について比較検討したところ、類似性は全く認められなかった。本年度においては、オピオイド

鎮痛薬をはじめとする乱用薬物あるいは THC 以外の幻覚誘発薬によって引き起こされる感覚における類似性を検証

したところ、何れも異なる感覚を発現していることが明らかとなった。乱用薬物は、upper 系および downer 系といった

分類、幻覚誘発薬を含めた薬効のタイプ別分類などが系統的分類法として用いられてきている。一般的に乱用薬物

による感覚の多様性については議論がなされてきていないが、各乱用薬物ごとに異なる感覚を有しており、こうした多

様性に対して、特定の感覚を求めて乱用がなされていると推測された。 

 

Ａ. 研究目的 

ヒトは、中枢神経系に作用する薬物を摂取すると、

例えば、アルコールを飲むと高揚感を感じる、花粉症

薬を飲むと眠気を感じる、といった様にある種独特

な摂取感覚効果が得られる。この効果は自覚効果と

呼ばれ、ヒトのみでなく、サルをはじめとする多くの

動物でも認められる。精神依存や身体依存を形成す

る薬物は、依存形成薬物と呼ばれており、その薬理作

用から覚醒剤、麻薬、大麻、幻覚、アルコールならび

に中枢抑制薬などの種類に区別される。依存形成薬

物は、それぞれ特異的な自覚効果を持ち合わせてお

り、この効果が快感であれば、それを求めて薬物を繰

り返し使用するようになり、この効果により精神依

存が形成されると考えられている。 
近年、脱法ドラッグとして、違法ではないとの認識

から乱用とそれによる事故が多発して社会問題とな

っていた。この乱用には、法規制に対し様々な誘導体

が合成され、規制しきれなかったことが一因であっ

た。このため特に誘導体化が盛んに行なわれていた

カンナビノイドならびにカチノン系薬物に関する包

括規制が行なわれ、その乱用が鎮静化してきている

が、逆に大麻の乱用が再び増加している。カンナビノ

イドならびにカチノン系薬物は、幻覚作用といった

独特の感覚が得られることが知られているが、その

幻覚誘発薬による感覚とは何か、あるいはなぜ乱用

されるのかという根本の疑問に関しては明らかにさ

れていない。そこで本研究では、tetrahydrocannabinol
（THC）の感覚について検討するため、動物における   

THC の弁別刺激効果について検討し、その結果をも

とに機序の解析を行うこととした。さらに、他の多く

の乱用薬物の感覚についても解析を行った。 
 

Ｂ. 研究方法 

本研究を遂行するにあたり、科学的にはもとよ

り、動物福祉の観点からも適正な動物実験の実施を

促すことと目的として制定された星薬科大学動物実

験規定に従い、本学の動物実験委員会で承認を得た

うえで、動物に対する倫理面を十分に考慮し、さら

に使用動物数を最小限にするように努力して、すべ

ての実験をおこなった。 
 
1. 実験動物及び飼育条件 
Fischer 344 系雄性ラット (オリエンタル酵母工業株

式会社、東京) および C57BL/6Jマウス（東京実験

動物、東京）を用いた。これらの動物は恒温恒湿室 
(23±1 ℃、55±5 %) においてプラスチックゲージ内

で飼育し、8:00 点灯、20:00 消灯の 12 時間サイク

ルの明暗条件下で飼育した。なお、薬物弁別法で使

用したラットについては、体重が 230 g 程度、マウ

スにおいて 23g程度になるよう摂餌制限を行った。

飲水 (水道水) は自由とした。 
 
2. 使用薬物 
実験には Δ9-tetrahydrocannabinol (九州大学大学院

薬学研究院 生薬学分野 森元聡教授より譲渡)、
morphine hydrochloride (Daiichi-Sankyo Co Ltd., Tokyo, 
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Japan,) 、quinpirole hydrochloride (Sigma-Aldrich Co. 
St. Louis, MO)、U50,488H methanesulfonate (Research 
Biochemicals International, Natick, MA)、MDMA 
hydrochloride, phencyclidine (国立医薬品食品衛生研究

所 生薬部 花尻瑠理より譲渡)、diazepam (武田テ

バファーマ株式会社、東京)および istradefylline 
(Wako Pure Chemical Industries. Ltd., Osaka, Japan) を
使用した。THC は 99.5 % ethanol (和光純薬株式会

社、大阪)、Tween 80 (Sigma-Aldrich Co.)および生理

食塩水中に溶解した。 
 
3.弁別装置 
実験には、オペラントボックス (model GT8810（小

原医科産業株式会社、東京）あるいは model ENV-
307（Med Associates, St. Albans, VT) ）を使用した。

オペラントボックス内の床はグリットとし、ボック

ス内には左右に 2 つのレバーあるいは穴を設置し、

左右のレバー（穴）の間に強化子の給仕皿が 1 つ設

置されているものを使用した。また、強化子として

精密錠剤型飼料 (20 mg; 小原医科産業株式会社、東

京あるいは Bio-Serv, Frenchtown, NJ ) を用いた。 
 
4．弁別訓練 
薬物と vehicle との弁別訓練を開始する前に、すべ

ての動物にレバー押し（あるいは nose-poke）訓練を

行った。レバー押し訓練には左右どちらかのレバー

（穴）が提示され、LLRRLLRR (L= 左、R= 右) の
順序でまず Fixed Ratio (FR) 1 強化スケジュールで

レバー押し(nose-poke）訓練を行った。また、1 セ
ッションは 15 分 とし、レバーを押す(nose-poke）
と強化子が与えられるスケジュールを用いた。1 セ
ッションのレバー押し(nose-poke）回数が 40 回に

達した時点で FR1 におけるレバー押しが確立され

たものとし、徐々に FR2、FR4、FR6、FR8、さらに 
FR10 へと増加させた。 
FR10 での反応率 (response rate) が安定した後、

THC (2 mg/kg) と vehicle との弁別訓練を FR10 ス
ケジュールで行った。弁別訓練では 1 セッション

を 15 分間とし、弁別訓練開始前に薬物または 
vehicle を投与した。各セッションの投与順序は

DDVV… (D=薬物、V=Vehicle) とし、薬物もしくは

vehicle投与時の左右のレバーの選択は、動物の嗜好

性による片寄り (ばらつき) を避けるためにカウン

ターバランス法 (L=D、R=V の対応と L=V、R=D 
の対応の装置をそれぞれ 2 組用意した) を使用し

た。弁別獲得の基準は、最初の強化子を得るための

レバー押し(nose-poke）の回数を First Food Pellet 
(FFP) として測定し、訓練において 5 日間連続して

FFP≦12 (正反応率 83% 以上) となった場合を弁別

獲得とし、弁別訓練は弁別獲得後も継続した。 
 
5．般化試験 

般化試験は、薬物およびその溶媒の弁別獲得後、

弁別訓練を継続しながら 3 日間連続して FFP≦12 
を達成した際に行った。テストセッションは、動物

がオペラントボックス内の左右いずれかのレバー

（穴）を合計 10 回押した時点で終了とした。ま

た、セッション開始から 15 分が経過した時点で 
10 回のレバー押し反応を認めなかった場合は反応

が崩壊したと判断し、セッションを終了した。 
 
7. 統計解析 
実験における測定値は、平均値 ± 標準誤差 (mean 

± S.E.M.) として表示した。テストセッションにお

いては、総レバー押し回数に対する薬物側レバー

（穴）押し回数の割合 (%) で求めた。訓練薬物の

弁別刺激効果に対し、80 % を超えて薬物側レバー

（穴）押し反応を示したものを般化とし、50-79 % 
の範囲を部分般化とし、50 % を下回る薬物側レバ

ー（穴）押し反応を示したものを般化しなかったと

判断した。また、反応率 (response rate) はレバーを

問わず、10 回反応するまでの時間を 1 分間あたり

のレバー押し回数に換算して求めた。 
 

Ｃ. 結 果 

D2-受容体作動薬である quinpirole の弁別刺激効果に

対して NMDA 受容体拮抗薬である phencyclidine、k-
opioid 受容体作動薬である U50,488H、さらには

MDMA のいずれも THC の弁別刺激効果に対して全

く般化は認められなかった (Fig. 1)。次に、A2a-受容
体拮抗薬である istradefylline の弁別刺激効果に対す

る quinporole および MDMA による般化試験を行った

ところ、quinporole では般化は認められず、MDMA で

は部分的な般化が認められた(Fig. 2)。さらに、m-受容
体作動薬である hydromorphone の弁別刺激効果に対

する数種依存形成薬物による般化試験を行なったが、

THC および diazepam ともに般化は認められなかった

(Fig. 3)。 
昨年度までに THC の弁別刺激効果は、中枢抑制な

らびに興奮の相異なる性質から成り立っていること

を示唆してきたために、神経伝達物質の制御からこ

れらの２面性が認められるか否かを検証した。今回

は、THC により誘発される精神依存と密接に関係し

ているとされる腹側被蓋野における glutamate と

GABA の放出に与える CB 受容体作動薬である

WIN 55,212-2 の影響についてマイクロダイアリシス

法を用いて検討した。その結果、WIN 55,212-2 は、

glutamate の放出量を明らかに増加させ、GABA の放

出量は低下させた。 
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Fig １ . Substitution test with phencyclidine and U-
50,488H in THC-discriminated rat. 
Substitution of phencyclidine (0.5 – 2.0 mg/kg)(left) and 
U-50,488H (0.5 – 2.0 mg/kg) for the discriminative 
stimulus effects of THC in rat that had been trained to 
discriminate between 2.0 mg/kg THC and vehicle. Each 
point represents the mean percentage of THC - appropriate 
responding (top) and the mean response rates (bottom) with 
S.E.M of six-eight animals. 
 

 
 
Fig. ２. Substitution test with quinpirole or MDMA in 
istradefylline-discriminated mouse. 
Substitution of quinpirole (0.01 – 0.1 mg/kg)(left) and 
MDMA (0.25 – 1.0 mg/kg) for the discriminative stimulus 
effects of istradefylline in mouse that had been trained to 
discriminate between 3.0 mg/kg istradefylline and vehicle. 
Each point represents the mean percentage of 
istradefylline- appropriate responding (top) and the mean 
response rates (bottom) with S.E.M of five-eight animals. 
 

 
 
 
Fig 3. Substitution test with THC and diazepam in 
hydromorphone-discriminated mouse. 
Substitution of THC (0.5 – 2.0 mg/kg)(left) and diazepam 
(1.0 – 5.6 mg/kg) for the discriminative stimulus effects of 
hydromorphone in mouse that had been trained to 
discriminate between 0.48 mg/kg hydromorphone and 
vehicle. Each point represents the mean percentage of 
hydromorphone - appropriate responding (top) and the 
mean response rates (bottom) with S.E.M of six-eight 
animals. 
 

 
Fig. 4. Effects of WIN55,212-2 on the dialysate 
concentrations of GABA (top) and glutamate (bottom) in 
the VTA. After baseline fractions were collected, rats were 
treated with WIN55,212-2 (5 mg/kg) or vehicle at time 0. 
 

Ｄ. 考 察 

昨年度までに THC の弁別刺激効果発現には、幻覚

に特徴的な cue を介して発現している可能性は低く、

THC の有する downer 系あるいは upper 系の作用に
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は、前シナプスにおける GABA 神経系あるいはグル

タミン酸神経系の神経伝達物質の抑制的制御の結果、

２面性の感覚を有することを推測してきた。そこで

本年度の研究では、依存形成薬物の精神依存に密接

に関わっているとされる腹側被蓋野における GABA
ならびに glutamate の放出に対する CB受容体作動薬

である WIN 55,212-2 の影響について検討した。その

結果、GABA の放出低下ならびに glutamate の放出増

強が認められた。腹側被蓋野は、中脳辺縁ドパミン神

経系の細胞体が存在しており、これらの機序により、

その投射先である側坐核からのドパミンの放出が促

進されていると示唆された。以上のように CB受容体

作動薬による GABA および glutamate の調節から中

脳辺縁ドパミン神経系の活性化を伴う精神依存の形

成が説明され、大麻による精神依存あるいはアッパ

ー系の作用は説明が可能となる。しかしながら、何故

CB 受容体作動薬が glutamate の放出を増強したのか

についての機序は明らかにすることが出来ず、今後

さらなる検討が必要であると思われた。 
これまでに薬物弁別法を用いて、THC の弁別刺激効

果を指標として、幻覚誘発薬、ドパミン関連薬物、各

種オピオイド受容体作動薬あるいは中枢神経抑制薬

との弁別刺激効果の類似性を検討し、THC の弁別刺

激効果を理解するための基礎検討を行ってきた。そ

の結果、THC の弁別刺激効果において、幻覚誘発薬

に共通する感覚から成り立っている可能性は少ない

とことを示し、さらに、THC の弁別刺激効果は、upper 
系と downer 系といった相異なる感覚を併せ持つ極

めて珍しい感覚から成り立っていることを見出して

いる。本年度の研究において、統合失調症などにおけ

る幻覚発現に関与するとして知られる D2-受容体刺

激、パーキンソン病の治療において幻覚といった副

作用が問題となる istradefylline および疼痛コントー

ルにおいて幻覚が発現する m-受容体作動薬の弁別刺

激効果を指標として幻覚を発現する種々の薬物を用

いて般化試験を行った。しかしながら、いずれの組み

合わせにおいても般化は認められなかった。 
1980 年代から薬物弁別法を用いた感覚に関する研究

が行われ、乱用薬物は、精神依存が強いもの、身体依

存が強いもの幻覚作用が強いものなどがあり、こう

した特徴を有する代表的な薬物による分類がなされ

てきた。特に近年では、危険ドラッグなどの乱用が問

題となり、幻覚誘発薬において、その作用において多

様性が知られるようになった。また、昨年度までの研

究において、THC の弁別は、他の依存形成薬物ある

いは幻覚誘発薬とは異なる摂取感覚を有しているこ

とを確認してきた。さらに、本年度の研究において、

THC 以外の幻覚を発現する薬物間の感覚における類

似性について検討したところ、類似はほとんど認め

られなかった。よって、乱用薬物により誘発される感

覚には、多くの多様性が存在し、これを求めて乱用が

繰り返されると考えられた。 
 

Ｅ. 結 論 

本研究結果ならびにこれまでの報告などから、依存形

成薬物であっても、多くの多様性を持ち、異なるプロファ

イルを示すことが示唆された。1992 年に、日本の薬物依

存研究における第一人者であった柳田知司による依存

性薬物による薬効マップが示されたが、その後、こうした

依存形成薬物の薬理作用を理解するためのマップは作

製されてきていない。以前のマップにおいては、鎮静、

即ちダウナー系に関する記載はなく、精神依存および身

体依存に加えて、快感および幻覚作用について明示さ

れていた。今回、精神依存と快感を同義とし、鎮静作用

をマップに組み入れ、本研究結果を踏まえ、依存形成薬

物の多様性を示すことが出来た。 
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分担研究報告書 

 
 

大麻活性成分THCを含む電子たばこ／ベイピングによる障害と大麻使用障害update 
 

 
 研究分担者: 山本経之（長崎国際大学大学院薬学研究科） 
 研究協力者：山口 拓、福森 良（長崎国際大学大学院薬学研究科） 

 

研究要旨 

近年諸外国では、成人の大麻の娯楽的使用が合法化されている状況下で、青少年及び若年成人における大

麻の喫煙(燃焼に基づく煙の吸引)からベイピング(過熱に基づくエアロゾルの吸引)への移行が急速な広がりを

見せている。電子たばこ／ベイピング製品に使用されるリッキドには、香料と共に、抗酸化作用を目的に添加

されている酢酸ビタミン E が含まれ、ベイピングにより重度の肺損傷（EVALI）を誘発する可能性が指摘さ

れている。更に、EVALI 関連傷害及び死亡例はニコチンよりも大麻活性成分 Δ9-テトラヒドロカンナビノー

ル（THC）をベイピングした若年者に多く認められる。また、リキッド内の THC 濃度を容易に高濃度に変え

ることが出来る事から、大麻ベイピングによる認知・感情・行動等の中枢神経系の機能障害にも調査を今後も

継続すべきである。 
一方、大麻依存症患者では社会的報酬の処理の鈍化（報酬系の低下）が起こり、それが線条体における神経

活動の低下と相関している。大麻依存症患者に認められる社会的交流の欠如（社会的引きこもり）は、このよ

うな線条体の活動抑制に起因している可能性が示唆される。また青年期の大麻の慢性大量使用による海馬構

造の菲薄化は晩年期まで維持され、記憶障害及び認知症などの海馬機能障害との関連性が強く示唆されてい

る。 
慢性的な大麻使用による認知機能障害・記憶障害及び海馬 CA1領域でのシナプス可塑性の低下は、アデノ

シン A2A 受容体拮抗薬イストラデフィリンによって回復させることが明らかになった。また医療用大麻の観

点から、慢性神経障害性疼痛や癌性疼痛に対する有効性についても併せて考察する。 
本研究は、近年、新たな問題点とされる①大麻ベイピング、②大麻依存患者の脳機能の変容と海馬・線条体

の神経活動変容との相関性、及び③最近の医療大麻の状況を追究し総括した。これらの知見は、大麻の乱用防

止／予防的介入や医薬品開発に関する情報を提供し、今後の研究の方向性を示すものと期待される。 
 

Ａ. 序論  

米国及びカナダの青年での最近のメタアナリシス

によれは、生涯、過去 12 ヵ月間及び 30 日間での大

麻ベイピング率が 2013年から 2020年までに 2～7倍

増加している(Lim et al., 2021)。このことは、大麻

喫が乾燥ハーブから大麻オイルに移行し、さらに喫

煙からベイピングに移行している可能性を示唆する

ものである。 

 

Ｂ. 研究方法 

キーワード；キーワード；cannabis (大麻 )、
marijuana (マリファナ)、THC (Δ9-テトラヒドロカ

ンナビノール )、CBD (カンナビジオール )、e-
cigarette (電子たばこ)、vaping (ベイピング)、heavy 
abuse (乱用者)を基に、2018～2022 年度発表論文を

PubMed で文献検索（182件）した。 
最終的には、下記 4 報の総説論文と 4 報のオリジナ

ル論文を中心に精査した。 
 
１)  Cannabis Vaping Among Youth and Young 

Adults, a Scoping Review. Curr Addict Rep. 
9(3):217-234. (2022)  

２)  Toxicology of flavoring- and cannabis-
containing e-liquids used in electronic 
delivery systems. Pharmacol Ther.  
224:107838. (2021) 

３)  World vaping update. Curr Opin Psychiatry.  
33(4):360-368. (2020) 

４)  Altered striatal reward processing in 
abstinent dependent cannabis users: Social 
context matters. Eur 
Neuropsychopharmacol.  29(3):356-364. 
(2019) 

５)  Subregional Hippocampal Thickness 
Abnormalities in Older Adults with a 
History of Heavy Cannabis Use. Cannabis 
Cannabinoid Res. 10;3(1):242-251. (2018) 

６)  Adverse Effects of Recreational and Medical 
Cannabis. Psychopharmacol Bull.  
12;51(1):94-109. (2021) 

７)  Long lasting effects of chronic heavy 
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cannabis abuse. Am J Addict. (4):335-342. 
(2017) 

８)  The impact of recreational cannabis 
legalization on youth: the Colorado 
experience. Eur Child Adolesc Psychiatry. 
2022 doi: 10.1007/s00787-022-01981-0. 
(2022) 

 
調査研究は、下記 7項目のカテゴリーに分けて 
実施した。 
1. 大麻使用の現状 
2. 電子たばこ(electronic cigarettes；E-cigarettes)

／ベイピング 

3. 大麻ベイピングに関連する健康への影響 

4. 大麻依存症における社会的報酬と線条体活動と

の関連性について 
5. 青年期の多量大麻使用に伴う晩年期における 
海馬の菲薄化と認知機能に及ぼす影響 

6. 大麻の有害性(大麻使用障害)と有効性 
7. 医療用大麻 
 
 
Ｃ. 研究結果・考察 

１. 大麻使用の現状 6), 8) 

米国では 2012 年にコロラド州とワシントン州が娯

楽用大麻を合法化したことを皮切りに、これまでに 18
州が合法化されされている。このことによって、大麻に

対する社会的及び法的な環境が近年大きく変容してい

る。これらの環境変化により、現在米国人口の 34%が

娯楽用大麻への合法的なアクセスが可能となっている

(Carnevale et al., 2017)。 
コロラド州では、娯楽用大麻の購入及び所有の年齢制

限は 21 歳となっているが(Hickenlooper., 2014)、コ

ロラド州における 12～17 歳の青少年の過去 1 年間及

び過去 1 ヵ月間の大麻使用率は、いずれも米国全体と

比較してで顕著に高かった（図 1A、B）(HIDTA., 
2020)。 
娯楽用大麻合法化による重大な影響は、大麻の力価

上昇、製品及び使用方法の多様化である。娯楽用大麻の

合法化直前に入手可能であった製品が現在では、2 倍の

Δ9-テトラヒドロカンナビノール（THC）の力価を持つ

製品（20-25% THC）として提供されている(Wilson et 
al., 2019)。さらに、80-90%の THC を含む高濃縮製品

も販売されている。 
濃縮製品の売り上げは 2014 年での市場の 17%であ

ったが、現在コロラド州では 32%を占めている。2017
年にコロラド州の高校生を対象とした調査でも、食用

大麻（エディブル）としての摂取が 35.6%、大麻ベイ

ピングとしての使用が 20.3%であった。 
さらに、12 歳未満の小児への大麻曝露も、娯楽用大

麻の合法化後で増加し(Wang et al., 2016)、特に大麻

中毒で緊急搬送された小児の 57%が食用大麻の誤食で

あった(Wang et al., 2013)。 

 
図１ 米国とコロラド州の若者の大麻使用率の推移 
A 過去 1年間の大麻使用率（2002～2019） 
B 過去 1ヵ月間の大麻使用率の推移（2002～2019） 
青色：米国の 12～17歳、緑色：コロラド州の 12～17歳、
黄色：米国の 18～25歳、赤色：コロラド州の 18～25歳 8) 
 
 
２ . 電 子 た ば こ (electronic cigarettes ； E-

cigarettes)／ベイピング 1), 3) 

 

２－１ 電子たばこ／ベイピングの形状 

通年の世界の死亡の 5%は、タバコ（主に紙巻きタ

バコ）喫煙によるものであり、被害は甚大である

(CDC ., 2014)。2000 年初頭、喫煙のハームリダクシ

ョン手法として、また、現在喫煙者の紙巻きタバコ

から有害性の低いニコチン摂取への切り替えを支援

するために、電子ニコチン送達システム（ENDS）技
術が導入された。電子たばこ(VAPE / ベイプ)には、

①コットンなどでできたウィックと呼ばれるものが

タンク内のリキッドを吸い上げ保持し、②内蔵され

たバッテリーによりコイルが加熱され、ウィックと

の接触により気化され、③アトマイザー（噴霧器）

から水蒸気として吐き出される(図２左)。ベポライ

ザーには、燃焼させずに適度な温度で乾燥物（大麻・

タバコ）を加熱するための卓上装置が備え付けられ、

エアロゾルを発生させて吸引される(図２右)。近年

米国12～17歳 コロラド州
12～17歳
コロラド州
18～25歳米国18～25歳

A 過去1年間の大麻使用率

B 過去1ヵ月間の大麻使用率
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経験者 非経験者 P<

飲酒
短時間多量飲酒（bing drinking）
タバコ使用
大麻使用
他の薬物使用
精神刺激薬の医療目的外使用

経験者 非経験者 P<

飲酒
短時間多量飲酒（bing drinking）
タバコ使用
大麻使用
他の薬物使用
精神刺激薬の医療目的外使用

経験者 非経験者 P<

飲酒
短時間多量飲酒（bing drinking）
タバコ使用
大麻使用
他の薬物使用
精神刺激薬の医療目的外使用

経験者 非経験者 P<

飲酒
短時間多量飲酒（bing drinking）
タバコ使用
大麻使用
他の薬物使用
精神刺激薬の医療目的外使用

電子たばこ

は、より小型化されたベポライザーのデバイスが頻

用されている。この ENDS はニコチン、大麻の送達

だけに使用されているわけではなく 、ニコチン／大

麻を含まずフレーバーを味わう電子たばこにも使わ

れている。 
 

 
図２ タバコまたは大麻、およびその成分のニコチ

ン／THC リキッドの使用に際しての代表的

な 2つの電子送達系装置が組み込まれている

電子たばことベポライザーの概略図。 
2) Stefaniak., 2021 の図を一部加筆し変更した。 

 
２－２ ベイピングの使用頻度 

米国ミシガン大学で調査された若年成人（大学生）

における生涯ベイピング使用率の推定値は、青少年（8
年生、10 年生、12 年生）では 2017 年；8.5%から 2020
年；20.1%、また若年成人（大学生）では 2017 年；14.4%
から 2020 年；34.6%へと上昇している(Schulenberg et al., 
2021、Monitoring the Future；MTF)。また若年成人の大

麻ベイピング使用率はニコチンベイピング使用率より

20～30%、青少年では 50～60%それぞれ低かった（2017
～2020 年）(Schulenberg et al., 2021)。一方、すべての学

生の過去 1 年間の大麻使用者における大麻喫煙率は、

ベイピング又はエディブル使用率よりも 2～3倍高いが

(Patrick et al., 2020)、12 年生のみの報告では、大麻ベイ

ピングと食用大麻の使用は増加していることも報告さ

れている(Patrick et al., 2020)。更に、若年成人（18～24
歳）を対象とした 2015～2016 年の PATH データの解析

の結果、大麻を使用するための葉巻製品の生涯使用又

は使用歴は、ベイピングによる大麻使用、あるいは大麻

ベイピングのためのフーカー(吸煙器)の使用より 3 倍

多かった(Seaman et al., 2020)。 
これらの点から考慮すると、今後も若者における大

麻ベイピングの監視体制の継続は、乱用防止の政策に

役立つものと思われる。 
 
2017～2019 年における米国・英国・カナダ 3 か国の

比較では 
① 乾燥ハーブを加熱するためのベポライザーの過去

30日間の使用率（2019年）では、米国 23.0%、英国 11.1%、

およびカナダ 19.1%であり、3 か国間には有意差はなか

った。 
② オイル又はリキッドをベイピングするための電子

たばこの過去 30日間の使用率（2019年）は、米国 52.1%、

英国 19.0%、カナダ 25.9%で、各国とも有意な増加が認

められた。 
③ ハーブのベイピング又はオイル/リキッドのベイピ

ングは 3 ヵ国共すべてで最も少なかったが、3 ヵ国共オ

イル/リキッドのベイピング使用は他の使用方法（ハー

ブのベイピング、喫煙、エディブルの使用）よりも増加

していた（2017～2019 年）(Hammond et al., 2021)。さら

に、ニコチンベイピング率はこれらの国全体で大麻ベ

イピング率に比べ高かったが(Fataar et al., 2019)、ニコ

チンと大麻の二重使用が多かった(Smith et al., 2021)。 
 
２－３ 電子たばこ使用と薬物使用状況 
電子たばこを使用している学生は、非使用者に比

べて過去 14日間で飲酒をする傾向が強く、また短時

間での大量の飲酒（bing drinking）をする傾向が 2
倍を超えていた（表１）。同様に、過去 30日間での

他の物質使用を認める傾向も強かった。更に、精神

刺激薬の医療目的外使用が約 10倍、マリファナの使

用が 4倍、紙巻きタバコの使用が 5倍それぞれ強か

った 3)。 
一方、電子たばこ用リッキドの種類に関わらず、物

質使用行動として飲酒と短時間多量飲酒 (bing 
drinking)が高頻度に認められた。しかし、ニコチン

リキッドならびに大麻リキッドの使用者間では、飲

酒、短時間多量飲酒、タバコ使用、大麻使用、他の薬

物使用および精神刺激薬の医療目的外使用には、い

ずれも有意な差がなかった 3)。 
 
表１ 電子たばこを使用する学生における薬物 

使用行動 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－４ 電子たばことベイピング製品の使用に関連

する障害 1), 2), 3) 
２－４－１ 肺損傷及びその他の身体的障害 
電子たばこ／ベイピング製品のエアロゾル吸入に

よる身体的リスクとして、炎症及び酸化ストレス

(Chatterjee et al., 2019)、並びに、DNA 損傷、動脈

硬化、心血管損傷に至る血行動態の変化及び血小板

活性(Buchanan et al., 2020)等が挙げられている。電

子たばこのリキッド又はエアロゾルに含まれる下記

の様な 65種以上の香料成分が、気道、心血管系、循

環系、骨格系、皮膚において毒性を誘発する事が報

告されている 2)。 
・シンナムアルデヒド、 ・バニリン、 

・メントール、 ・エチルマルトール 

電子たばこ ベポライザー

基
本
構
成
部
品
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頭部気道

気管支

肺胞

•細胞毒性
•酸化ストレス
•細胞クリアランス
の障害
•粘膜線毛クリアランス
の障害
•アレルギー誘発性
•喘息増悪?

•細胞毒性
•口腔組織損傷
•頭頸部癌?
•中耳炎?

•骨毒性
•炎症反応
•骨粗鬆症?

•心毒性
•内皮機能障害
•血管新生
•ニコチン取り込み

•細胞毒性
•神経毒性
•発生毒性
•新生児肺の気管支拡張

?

気道；細胞毒性、活性酸素種の
産生、クリアランス機構の障害

骨格系 ; 骨芽細胞における遺伝
子発現の変化、口腔内毒性

心血管系及び循環系 ; 
一酸化窒素シグナル伝達の
障害及び内皮機能不全に
関連したその他の影響

・エチルバニリン、 ・ベンズアルデヒド 

・リナロール 

更にリキッド中には、抗酸化作用を目的に添加さ

れている酢酸ビタミン E も含有され、それがベイピ

ングにより高毒性のケテンガスを発生し、肺に吸入

された場合、重度の肺損傷（EVALI）を誘発する可

能性が指摘されている(Wu et al., 2020)。また、入院

した EVALI 患者の大多数が THC を含む電子たばこ

用リキッドの使用者であり、THC のベイピングが肺

損傷に関連することが示されている(Landman et al., 
2019)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３ 電子たばこ／ベイピング製品からのエアロゾ

ル吸入による毒性と標的臓器 
2) Stefaniak., 2021 の図を一部加筆し変更した。 

 
２－３－２ ベイピング／電子たばこと依存及びそ

の他の薬物使用 
ソーシャル情報サービスの一つである Twitter を

もとに実施された調査では、電子たばこ(ニコチン) 
／ベイピングの関連する障害として、依存又は退薬

症候が 21.1%出現するとされている(Sidani et al., 
2019)。また、カナダの青年／若年成人を対象とした

調査では、自分自身が電子たばこに依存していると

認識している者が 50%であった(Camara-Medeiros 
et al., 2021)。更に、ベイピング常習者では、渇望、

身体的離脱症状、日常活動への悪影響等が報告され

ている(Camara-Medeiros et al., 2021)。 
また電子たばこの使用を報告した人は、大麻のベ

イピングを行う傾向が強かった(Kowitt et al., 2019)。 
 
 
３. 大麻ベイピングに関連する健康への影響 1)  

Harrell ら(2022)は、電子たばこ／ベイピング製品

の青少年及び若年成人の 健康への影響、使用の理由、

リスク因子および使用理由について下記の様に報告

している 1)。 
① 大麻ベイピングの健康への影響： 

•症状（細気管支炎、気管支炎、喘鳴、非結核性

抗酸菌感染症） 

•呼吸器胃腸症状 

•全身症状（咳嗽、呼吸困難、悪心、下痢、発

熱、悪寒、及び/又は体重減少） 

•口腔衛生問題（齲歯、びらん、潰瘍） 

•心筋虚血 

•精神疾患（精神病、躁病、カタトニー） 

•疼痛緩和 

•認知機能障害 

 

② 大麻ベイピングのリスク因子又は相関因子： 

•男性 

•高い年齢（年齢の高い成人と比べて年齢の高い

青少年又は若年成人） 

•白人と比較したヒスパニック系及び黒人人種/民

族 

•高い社会経済的地位、高い親の教育レベル 

•ニコチン又はフレーバーを用いた電子たばこの

使用 

•おしゃれ/クールという理由による電子たばこの

使用 

•電子たばこの市場公開 

•ニコチンベイピングへの少ない反対 

•その他の大麻使用スタイル（スプリフ、   

ブラント、パイプ、ビディ） 

•医療用大麻使用 

•車内で大麻ベイピング 

•友人又は家族と比較した、薬局又は娯楽小売業

者からの大麻の入手 

•大麻使用への感受性 

•定期的な大麻喫煙への少ない反対 

•その他のタバコ使用（紙巻タバコ、葉巻、 

フーカー、無煙タバコ） 

•飲酒又は短時間多量飲酒 

•医療用精神刺激薬又は医療用オピオイドの娯楽

目的の使用 

•その他の違法薬物使用 

•電子たばこ及び大麻への容易なアクセス 

•電子たばこの中毒性への低い認識 

•大麻使用のリスクへの低い認識 

•大麻を使用する仲間、親、兄弟との同居 

•仲間による勧め 

•ソーシャルネットワークに属すること 

•学校関連因子（都市性又は郊外性、低い評定 

平均、授業の欠席、非行行動） 

•刺激欲求 

•複数のソーシャルネットワークに属すること 

•大きい衝動性及び不注意（ADHD 衝動性） 

•ネガティブ/ポジティブな切迫性 

•忍耐力の欠如 

•新しい経験の受け入れやすさ 

•精神症状 （素行障害、うつ症状、快感消失、

精神病的経験） 

•カナダ在留資格 
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③ 大麻ベイピングの理由： 

•ハイの状態になるため 

•火を使わないので安全 

•煙を吸うより健康 

•喫煙より不快感/刺激感が少ない 

•紙巻きタバコの喫煙、その他の可燃性タバコ、

大麻を減らす又はやめる 

•投与量を管理する 

•ハイの状態を維持する 

•経験 

•フレーバーと混合 

•友人の使用 

•おしゃれ/クールに見える 

•楽しさ 

•ストレス緩和 

•リラックス 

•睡眠改善 

•気分改善 

•効率的 

•苦痛を避ける方法となる 

•利便性 

•禁煙の回避 

•大麻喫煙より安価 

•隠しやすい 

 
一方、Arkell らは、別の二重盲検クロスオーバー

試験において、THC 高含有大麻（11%の THC 及び

1%未満の CBD を含有）、THC/CBD同等大麻（11%
の THC 及び 11%の CBD を含有）、及びプラセボ

（1%未満の THC/CBD を含有）が自動車運転及び認

知能力に及ぼす影響を検討した(Arkell et al., 2019)。
認知能力は、プラセボと比較して両方の種類の大麻、

特に THC/CBD同等大麻によって低下した。この点

から、著者らは CBD が THC 誘発性障害を悪化させ

る可能性が示唆されている。 
 
 
４. 大麻依存症における社会的報酬と線条体活動と

の関連性について 4) 

 
４－１ 大麻依存症患者の退薬時における社会的報

酬の低下 
薬物依存症では、薬物関連報酬に対する線条体の

過剰反応性および報酬獲得時に生じる強迫的な薬物

探索と自然報酬の強化因子に対する感受性の鈍化が

認められる(Koob., 2015, Volkow et al., 2012）。薬物

依存症では依存性薬物の使用によって社会的交流の

欠如（社会的引きこもり）が生じる(McGregor et al., 
2008）。一方、大麻依存症患者における断薬後の薬物

以外の自然報酬処理に関する過去の研究結果は一定

の見解が得られていない(Jager et al., 2013, Martz 
et al., 2016）。このような背景から、Zimmerman ら

(2019)は、断薬中の大麻依存症患者を対象に、大麻依

存症が自然報酬のひとつである社会的報酬に与える

影響について報告している 4)。 
Zimmerman ら(2019)は、「ヒトに対する心地よさ」

を一人の男性あるいは一人の女性から実験者に触れ

られていると認識される時に感じる感覚を数値化す

ることによって社会的報酬を評価した。その結果、

対照者は、男性による接触と比較して女性による接

触に対する心地よさの増加率が増加した（図４）。一

方、大麻乱用者は、健康対照者と比較して、男性に

よる接触と比較して女性による接触に対する増加率

が有意に減少した（図４）。これらの結果から、大麻

依存症は社会的報酬の処理に障害を引き起こすこと

を明らかとなった 4)。 
 

 
図４ 大麻依存症患者における「ヒトに対する心地よ

さ」の平均増加率 4) 
Cannabis User；断薬中(28日以上)の大麻乱用者男性(18－

35歳) 
Healthy Control；尿検査で大麻や他の違法薬物使用が陰性

の男性(18－35歳) 
心地よさの指標は、被験者が快適さの感覚を 1 (不幸な顔
文字)「非常に不快」～ 20 (幸せな顔文字)「非常に快適」か
ら選んで数値化した。 

 
４－２ 大麻依存症患者の退薬時における線条体活

動の鈍化 
薬物依存の脳内機序として、快楽の処理における

脳内報酬系の調節異常が生じていることは周知の事

実である(Koob., 2015, Volkow et al., 2012）。依存性

薬物と関連刺激（cue）に対する線条体の過剰反応お

よびそれと同時に生じる薬物以外への自然報酬に対

する感度の低下(Volkow et al., 2012）が認められ、

薬物探索行動の再燃を促進する過程に関わっている

ことが報告されている(Lubman et al., 2009）。また、

社会的報酬において、親しい同僚や友人との肯定的

な社会的交流は、線条体を含む脳内報酬系を活性化

(Izuma et al., 2008)するが、薬物依存症患者ではに

社会的引きこもりが生じ(McGregor et al., 2008）、
動物実験であるが、依存性薬物による社会的行動障

害によって、脳内報酬系の感受性が低下すると考え

られている(Zernig and Pinheiro., 2015）。 
 先述のように大麻依存症患者では社会的報酬の処

理に障害されていることから、Zimmerman ら

(2019)は、機能的磁気共鳴機能画像法（functional 
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内側側頭葉の部分領域

magnetic resonance imaging, fMRI）を用いて、断

薬中の大麻依存症患者の「ヒトに対する心地よさ」

を測定中の線条体の神経活動について検討した。そ

の結果、男性との交流よりも女性との交流に反応し

た対照者は、線条体の活性化が増加したのに対して、

大麻依存症患者はこれとは逆の活性化パターンを示

した（図５）。すなわち、大麻依存症患者では、線条

体における社会的報酬の処理が鈍化（報酬系の低下）

していることが示唆された。さらに、大麻使用者に

おける線条体の活性低下は、より大きな活性変化と

大麻への生涯曝露がより多いことと関連していた 4)。 
 

 
図５ 大麻依存症患者における「ヒトに対する心地よ

さ」を測定中の線条体の神経活動(fMRI) 4) 
 
これらの知見は、大麻依存症において社会的報酬

の処理障害と線条体における神経活動の鈍化と関連

していることを示しており、このような変化が大麻

依存症患者に認められている社会的交流の欠如（社

会的引きこもり）の原因となっていることを示唆し

ている。 
 
 
５. 青年期の多量大麻使用に伴う晩年期における海

馬の菲薄化と認知機能に及ぼす影響 5) 

 
若年期における大麻の多量摂取は、成人になって

からの使用開始と比較して発達中の青年期の脳を選

択的に脆弱化させる(Crews et al., 2007)。しかし、青

年期の大麻の多量摂取が晩年期の脳構造や認知機能

に及ぼす長期的影響は不明のままである。 
一方、海馬は CB1受容体を非常に多く発現しており

(Burns et al., 2007, Carlson., 2002)、また、記憶障害

及び認知症と関連する加齢に伴う変化の主要部位で

ある(Farmer et al., 1995., Braak and Braak., 1996)。 
 
５－１ 大麻依存症患者の海馬領域における形態学

的変容 
Burggren ら(2018)は、若年期に大麻使用歴、特に

多量摂取の経験がある高齢者（平均年齢= 66.6歳 + 
7.2歳）の海馬領域における形態学的な変化について

報告している 5)。 
 平均 28.7 年間断薬している大麻の多量摂取経験

者［大麻使用群］と非使用者［大麻未使用群］につい

て、海馬の厚さを計算技術（アンフォールディング

法）と組み合わせた高解像度磁気共鳴画像法を用い

て検討している（図６）。その結果、大麻使用群の被

験者では海馬領域の CA1、CA2、CA 3 及び歯状回に

おいて脳組織の菲薄化が認められ、全ての領域を平

均した海馬全体においても菲薄化が認められた（図

７）。これらのことから、成年期の大麻の慢性大量使

用による海馬構造への菲薄化という悪影響は、晩年

期まで維持されることが明らかとなった 5)。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６ 高解像度画像処理された海馬の皮質厚と 

大麻使用の影響 5) 
A）海馬の高解像度画像処理、 
B）固有海馬部分領域及び周囲の新皮質を取り囲んでい
る内側側頭葉（MTL）内の灰白質の細長い一片(青色
部分)を分離する。 

C) 皮質のアンフォールディング法を用いて海馬複合体
の平らなマップを作成。領域は、海馬及び周囲の新

皮質内の個々の部分領域における大麻使用と皮質厚

との間の統計的関連性の強さに従って色分けされて

いる。 
CA23DG; アンモン角 23及び歯状回、CA1；アンモン角 1、 
SUB；鉤状回、ERC；嗅内皮質、PRC；嗅周皮質、 
PHC；海馬傍皮質、FUS；紡錘状回 
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図７ 大麻使用群及び大麻未使用群における個々の

部分領域の皮質厚  5) 
大麻使用群の被験者では、部分領域 CA1［p = 0.003］及び
CA23DG［p < 0.0001］に皮質厚減少が認められ、すべての
部分領域で平均した海馬も皮質厚が減少していた［p = 
0.006］。部分領域の厚さの群平均を標準誤差のバーと共に
表示する。*p < 0.05 脳部位の略語は図６に準ずる。 

 
５－２ 大麻依存症患者の神経心理学的変容 
 さらに Burggren ら(2018)は、神経心理学的指標

として海馬機能と関連しているとされる記憶の符号

化（長期的な記憶の検索）、遅延記憶、処理速度（文

字読み取り速度）および実行機能（言語流暢性検査）

について被験者を調査したところ、大麻使用群では

すべての神経心理学的指標で大麻未使用群より低か

った 5)。 
大麻が海馬に及ぼす薬理作用の詳細な機序は完全

には解明されていないが、大麻活性成分 THC に長

期曝露されると、THC がニューロンに蓄積し

(Monnet-Tschudi et al., 2008)、海馬の微細構造に神

経毒性変化が生じることが動物試験で示されている

(Landfield et al., 1998)。さらに、晩年期の加齢に伴

う形態変化に対する感受性が高い脳領域である内側

側頭葉は、加齢に伴う変化と同時に THC による影

響を特に受けることが考えられる(Thomann et al., 
2013)。この THC による影響に加えて、Burggren ら

(2018)によって報告された被験者らは、数十年間に

おいて大麻をほとんど使用していないか、あるいは

断薬中の乱用者である。このことから、青年期の大

量曝露による大麻誘発性の形態学的変化は非常に長

期にわたって海馬に関連する神経精神機能に対して

悪影響を与える可能性がある 5)。 
 
 
６. 大麻の有害性(大麻使用障害)と有効性 6), 7) 

 
６－１ 慢性的な大麻使用と認知機能・記憶 
認知機能に対する大麻の作用は、急性的使用と慢性

的使用による作用で分けることができる。急性的使用

ではエピソード記憶や注意力が障害され、衝動性が増

すことが知られている(Cosker et al., 2018)。また、慢

性的使用では、特に実行機能、記憶及び注意力に強い影

響が認められ、頻度、量、使用期間と相関する(Mooney 
et al., 2018)。Nestoros ら(2017)の研究では、大麻のみ

を使用する重度の乱用者は、視覚性の記憶障害を有し

ているだけでなく、視覚-運動機能も障害を受けること

が示唆されている(Nestoros et al., 2017)。実行機能は、

成人期に比べ青年期での大麻の慢性的使用により強

く障害を受ける(Gorey et al., 2019)。長期的に大麻を

使用した成人では、大麻使用開始年齢が低いほど、

空間作業記憶の課題を実施中の後頭頂葉（PPC）の

活性が低下し、また大麻の累積使用量が多いほど背

外側前頭前皮質（DLPFC）の活性は増加した(Tervo-
Clemmens et al., 2018)。 
一方で Mouro ら(2019)は、アデノシン A2A受容体拮

抗薬であるイストラデフィリンが、慢性的な大麻使用

者における記憶障害を回復させる事を報告している

(Mouro et al., 2019)。また大麻曝露後に生じる海馬

CA1 領域のシナプス可塑性の低下も、イストラデフィ

リンが軽減する可能性を明らかにしている(Mouro et 
al., 2019)。 

 
６－２ 慢性的な大麻使用と精神症状 

Nestoros ら(2017)は、慢性的な大麻使用者において、

妄想や幻覚などの精神病症状と毛髪中の総カンナビノ

イド量の相関について検討している 8)。 
被験者を 35 歳以下と 35 歳以上の 2 つの主要な年齢

群に分けて検討した。35 歳以上の被験者群では、毛髪

から検出された総カンナビノイド濃度と1日使用量や、

年間使用量×使用年数との間に有意な相関は認められ

なかった。しかし、35 歳以下の被験者群では、毛髪中

の総カンナビノイド濃度と 1 日使用量、年間使用量×

使用年数との間に有意な相関が示された（図８A 及び

８B）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図８ 35歳以下の大麻中毒者における、(A) 1日使用

量(g)、(B)年間使用量×使用年数(g)に対する毛

髪中の総カンナビノイド量 8) 
 
また、35 歳以下の被験者群では、毛髪中の総カンナ

ビノイド濃度と幻聴（p=0.046）、幻視（p=0.009）、関
係妄想（p=0.008）、被害妄想（p=0.026）の症状の発現

に有意な関連が認められた（表２）。 
 
表２ 大麻乱用者における毛髪中の総カンナビノイ

ド量と精神病症状の相関 8) 
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大麻を娯楽目的で使用する理由の 1 つは、視覚や聴

覚の刺激を高めることが挙げられている。大麻は歴史

的に、音楽と多く関連付けられている(Freeman et al., 
2018)。Freeman らは、CBD を含む大麻、CBD を含ま

ない大麻、またはプラセボを大麻常用者に曝露した。被

験者の音楽に対する反応を fMRI で測定したところ、

CBD を含まない大麻は、両側聴覚皮質、右海馬/海馬傍
回及び右腹側線条体における音楽の反応性を低下させ

た(Freeman et al., 2018)。 
 
 
７． 医療用大麻 6) 
近年、世界では複数の医療用大麻が開発・販売されて

いる。ナビキシモルス（Sativex、GWファーマシュー

ティカルズ、英国）；アサ（Cannabis sativa）から直接

単離した THC と CBD を 1:1 で含有する口腔粘膜スプ

レー、ドロナビノールカプセル（Marinol、Banner 
Pharmacaps Inc.、米国）、ナビロン（Cesamet、Valeant 
Pharmaceuticals International、カナダ）；THC経口

液又は吸入液などがある(Turgeman and Bar-Sela ., 
2017)。 
慢性疼痛の有病率は 6%～10%と推定されているが、

現在使用されている治療薬は効果・有害作用の面から

十分とは言えず、新しい治療選択肢として医療用大麻

の使用が検討されている(Mucke et al., 2018)。2017 年

のコクランレビューでは、慢性神経障害性疼痛につい

て医療用大麻の有効性と有害作用を検討している。こ

の中で、医療用大麻はプラセボと比較して、疼痛を緩和

する有効性は一定程度認められている。しかしながら、

精神障害を含む有害性も認められており、これらの有

害作用が慢性疼痛の治療におけるベネフィットを上回

る可能性があると結論づけている(Mucke et al., 2018)。 
また、癌性疼痛に対するメタ解析においても、高用量

の THC は、疼痛軽減においてプラセボより有意に優

れており、コデインと同等であることが示されてい

る。しかし、高用量の THC はオピオイドと同様に、

鎮静を引き起こす(Turgeman and Bar-Sela ., 2017)。
また、オピオイド抵抗性の被験者を対象とした   

THC/CBD配合剤（ナビキシモルス）を用いた試験

では、低～中用量のナビキシモルスで鎮痛作用が認め

られたが、高用量のナビキシモルスは薬剤の忍容性が

不良であった。特に、精神障害および消化管の副作用

の発現が高かった。しかしながら、ナビキシモルス及

び THC は、オピオイド抵抗性疼痛を有する癌患者の

オピオイド消費量に影響しないことも報告されている

(Hauser et al., 2019)。医療用大麻の有用性の可否に

ついては、さまざまな意見が入り混じっており、統一

的な見解は出されていない。今後、より妥当性の高い

結果を得るために、より大規模な臨床試験の実施が必

要とされている 6)。 
 

Ｄ. 結 論  

喫煙のハームリダクション・アプローチとして、

また、現在喫煙者の巻きたばこから有害性の低いニ

コチン摂取への切り替えを支援するために電子ニコ

チン送達システム（ENDS）が 2018 年から導入され

た。大麻の娯楽的使用が合法化されている状況下で、

青少年及び若年成人の大麻使用は、燃焼による煙を

吸引する大麻喫煙から過熱に基づくエアロゾルを吸

引するベイピングへと急速な広がりを見せている。 
本研究では、近年、新たな問題点とされる①大麻

ベイピング、また大麻依存患者の脳の機能変化と脳

部位としての②海馬と線条体の神経活動変容との相

関性、及び③最近の医療大麻の状況に焦点を当て追

究・総括した。 
これらの新たな知見は、大麻の乱用防止／予防的

介入や医薬品開発に関する情報を提供し、今後の研

究の方向性を示すものと期待される。同時に、大麻

ベイピングによる呼吸器系／循環器系障害だけでな

く、認知・感情・行動等の中枢神経系の機能障害に

関わる研究調査も引き続き注意深く継続する事が望

まれる。 
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４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
（※3） 

 □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   □ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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別紙５  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式（参考） 

 
 

令和５年４月１４日 
厚生労働大臣                                         

 （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
                              機関名 国立大学法人東京大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 藤井 輝夫  
 
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
 

１．研究事業名 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策事業 
２．研究課題名 若年者を対象としたより効果的な薬物乱用予防啓発活動の実施等に関する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院農学生命科学研究科・特任教授           

    （氏名・フリガナ）  關野 祐子・セキノ ユウコ           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※
2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
（※3） 

 □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   □ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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別紙５  
 

令和５年３月９日 
厚生労働大臣 殿                                       

  
                                                                                             
                  
                              機関名 国立医薬品食品衛生研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 合田 幸広      
 

   次の職員の令和４年度厚生労働行政推進調査補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業             

２．研究課題名  若年者を対象としたより効果的な薬物乱用予防啓発活動の実施等に関する研究     

３．研究者名  （所属部局・職名） 国立医薬品食品衛生研究所 生薬部 第３室室長            

    （氏名・フリガナ） 花尻 瑠理 （ハナジリ ルリ）                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※
3） 

 □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   □ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェック

し一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 
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別紙５  
 

 
令和5年 2月  10日 

厚生労働大臣                                          
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
                              機関名  湘南医療大学 

 
                      所属研究機関長 職 名   学長 
                                                                                      
                              氏 名  大屋敷 芙志枝   
 
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
 

１．研究事業名 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策事業 
２．研究課題名 若年者を対象としたより効果的な薬物乱用予防啓発活動の実施等に関する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）  湘南医療大学・教授                  

    （氏名・フリガナ）  舩田正彦・フナダマサヒコ               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※
3） 

 □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   □ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェック

し一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 
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別紙５  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式（参考） 

 
 

令和５年３月２０日 
厚生労働大臣                                         

 （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
                              機関名 星薬科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 牛島 俊和     
 
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
 

１．研究事業名 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策事業 
２．研究課題名 若年者を対象としたより効果的な薬物乱用予防啓発活動の実施等に関する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 薬理学研究室・教授                   

    （氏名・フリガナ） 森 友久・モリ トモヒサ               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
（※3） 

 □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 ■   □ ■ 星薬科大学 □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   □ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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別紙５  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式（参考） 

 
 

令和５年 ２月 ９日 
厚生労働大臣                                         

 （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
                              機関名 長崎国際大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 安東 由喜雄   
 
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
 

１．研究事業名 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策事業 
２．研究課題名 若年者を対象としたより効果的な薬物乱用予防啓発活動の実施等に関する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 長崎国際大学 特任／名誉教授                            

    （氏名・フリガナ）   山本 経之（ヤマモト ツネユキ）                     

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
（※3） 

 □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   □ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 


